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     志 木 市 市 民 憲 章 

 

 わ た く し た ち は 、 武 蔵 野 の 自 然 に 恵 ま れ 、 長 い 歴 史 と 伝 統 に 

は ぐ く ま れ た 志 木 市 民 で あ る こ と に 誇 り と 責 任 を 持 ち 、 や す ら ぎ

と 希 望 に 満 ち た 住 み よ い 志 木 市 を め ざ し て こ の 憲 章 を 定 め ま す 。  

 

 １  自 然 を 愛 し 、 美 し い ま ち を つ く り ま し ょ う 。  

 

 １  教 養 を 高 め 、 豊 か な ま ち を つ く り ま し ょ う 。  

 

 １  き ま り を 守 り 、 明 る い ま ち を つ く り ま し ょ う 。  

 

 １  ス ポ ー ツ に 親 し み 、 健 康 な ま ち を つ く り ま し ょ う 。  

 

 １  互 い に 助 け 合 い 、 し あ わ せ な ま ち を つ く り ま し ょ う 。  

               （ 昭 和 5 5 年 1 0 月 2 6 日 制 定 ）  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

志 木 市 が ま す ま す 四 方 に 発

展 す る と 同 時 に 丸 を あ し ら っ て

調 和 の と れ た 発 展 を 図 案 化 し た 。  

昭 和 ４ ５ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日 制定 

市  章  

 

花 は 大 き く 、 一 重 咲 き の 花 に 雄 し べ の

一 部 が 旗 の 形 を し た 花 び ら（ １ ～ ２ 枚 ）

の あ る ヤ マ ザ ク ラ の 一 種 。  
 

平 成 １ ５ 年 ４ 月 １ 日 制 定 

 

市の木－モクセイ 

 

広 く 庭 木 と し て 植 え ら れ る 常 緑 樹

で 、 高 さ ３ ｍ ～ ４ ｍ 。 １ ０ 月 頃 黄

・ 白 色 な ど の 花 が 咲 く 。 香 気 の 花

と い わ れ 、 よ い 香 り が す る 。  

昭 和 ５ ５ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日 制定 

 

庭 に 植 え る 常 緑 低 木 。５ 月 頃 赤・  紫

・ 白 色 な ど の 美 し い 花 が 咲 く 。 園 芸

品 種 が 非 常 に 多 い 。  

昭 和 ５ ５ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日 制定 

市 の 花 － ツ ツ ジ 
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Ⅰ  概   要 
 

 



１ 計画の名称

この計画の名称は、「志木市将来ビジョン 実行計画」とする。

２ 計画の趣旨

この実行計画は、将来構想に示された本市のまちの将来像である「市民力でつ

くる 未来へ続くふるさと 志木市」を実現するため、実現計画及び地区ビジョン

に基づいて今後３か年に実施すべき行政施策を計画的かつ効果的に展開させる

ために策定するものである。

地
区
ビ
ジ
ョ
ン

将 来 構 想

まちづくりの基本的な考え方やまちの将来像を実現

するための柱を掲げ、戦略プロジェクトと施策の大綱

を示すもの。

実 現 計 画

将来構想を実現するための基本的施策に基づき、戦略

プロジェクトの施策や分野ごとの施策を体系的に示

すもの。

実 行 計 画

実現計画に掲げた施策を実行するため、予算と連動し

た具体的な施策や事務事業を計画的かつ効果的に展

開させるために策定するもの

計画期間１０か年

計画期間５か年

計画期間３か年

（毎年度ローリング）

反映

整合
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３ 計画の期間

令和６年度から令和８年度までの３か年とする。

※ 志木市将来ビジョン（第五次志木市総合振興計画）の終期は令和７年度

であるが、継続性のある事業については、計画期間経過後の令和８年度

の事業計画及び事業費を記載。

４ 計画の対象事業

対象とする事業は、下記に掲げる事業とする。

ただし、（１）及び（２）については、原則として経常的経費を除くものとす

る。

（１） 建設事業については、３か年度の事業費総額が１，０００万円以上のも

の及び単年度事業費が５００万円以上のもの。

（２） 事務事業については、３か年度の事業費総額が３００万円以上のもの及

び単年度事業費が１００万円以上のもの。

（３） 特別会計に対する繰出金、企業会計に対する負担金・補助金及び制度融

資に伴う利子補給については、単年度１００万円以上のもの。

（４） その他、「市民力でつくる 未来へ続くふるさと 志木市」の実現に向け

て重要と認めるもの。
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５  財政計画フレーム  

 

１ 財政収支見通しにおける前提条件 

 

（１）令和６年度当初予算を基準として、令和７年度以降分について、一般会

計・一般財源ベースで推計した。 

（２）歳入見通しの前提条件 

   ➢市税の個人市民税においては、納税義務者の推移や経済状況などを勘案し

算出した。また、固定資産税においては、令和６年度は評価替え年度で

あり、土地に対する課税の増、新築数の増加による家屋に対する課税の

増を見込むほか、償却資産においてもコロナ禍からの脱却傾向による事

業用資産の新規購入及び入替による課税の増を見込んで算出した。なお、

都市計画税においても、固定資産税と同様の要因を見込み算出した。 

   ➢地方交付税については、令和６年度当初予算を基準に令和７年度以降を見

込んだ。また、臨時財政対策債は、令和６年度と同額で見込んだ。 

   ➢その他、地方譲与税・法人事業税交付金・地方消費税交付金等は、令和６

年度当初予算を基準に令和７年度以降を見込んだ。なお、財政調整基金

繰入金については、令和７年度以降は見込んでいない。 

（３）歳出見通しの前提条件 

  ①義務的経費 

    ➢人件費は、新規採用・退職分及び再任用の運用を考慮して必要な職員数を

見込んだ。 

    ➢扶助費は、令和６年度当初予算から毎年５％の増加率を見込んだ。 

    ➢公債費は、令和６年度当初予算分までの借入予定分及び令和７年度以降 

については、臨時財政対策債の借入予定分のみを見込んだ。 

  ②消費的経費 

    ➢物件費・維持補修費・補助費等は、令和６年度当初予算を基準に令和７年

度以降を見込んだ。 

  ③投資的及び臨時的経費 

    ➢繰出金は、特別会計ごとに算出した。 

    ➢建設事業費等は、志木市将来ビジョン（第五次志木市総合振興計画）後期 

実現計画実行計画書により算出した。 

    ➢その他は、予備費を見込んだ。 

- 4 -



２ 歳入・歳出一覧表 

 

 （１）歳入                                            （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

    市        税 10,801,599 11,136,690 11,132,159 

    地方交付税等 2,880,000 3,172,000 3,410,000 

    そ   の   他 5,010,176 2,513,790 2,513,790 

歳入合計 (A) 18,691,775 16,822,480 17,055,949 

 ※令和６年度当初予算は、財政調整基金20億7,638万6千円を繰り入れる。 

 

 （２）歳出                                             （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

義務的 

経費 

人 件 費 4,328,153 4,360,445 4,389,585 

扶 助 費 2,488,136 2,612,543 2,743,170 

公 債 費 1,947,564 2,158,171 2,369,048 

消費的 

経費 

物 件 費 4,388,558 4,388,558 4,388,558 

維持補修費 157,946 157,946 157,946 

補 助 費 等 3,644,746 3,618,041 3,647,855 

投資的 

及び臨時的

経費 

繰 出 金 1,588,324 1,638,513 1,691,386 

建設事業費等 106,848 160,792 104,002 

積立金・その他 41,500 41,500 41,500 

歳出合計 (B) 18,691,775 19,136,509 19,533,050 

 

 

 （３）財源収支額                                      （単位：千円） 

 

 

 

 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

    歳入合計 (A) 18,691,775 16,822,480 17,055,949 

    歳出合計 (B) 18,691,775 19,136,509 19,533,050 

    収 支 額 (A)-(B) 0 -2,314,029 -2,477,101 

 ※令和６年度当初予算編成後の財政調整基金残高は8億3,321万5千円となる。 
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６  掲載内容の表記方法      

 

 この計画は、財務会計の中事業を対象として掲載している。  
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Ⅱ  事 業 計 画 
 

 



第１章　市民力が生きるまちづくり

子育て、教育、高齢者、市民協働、すべての人

子 育 て し や す い ま ち づ く り  子育て家庭への支援

 子どもと家庭の健康づくり

 子どもの育ちと学びをつなげるための支援

 子育てと仕事の両立

 地域と連携した子育て支援

地域ぐるみで子どもたちを育むまち
づくり

 知・徳・体の育成

 地域社会に開かれた教育の推進

 安全で安心な学校づくり

 特別なニーズに対応した教育の推進

 青少年の健全育成

高齢者がいきいき暮らすまちづくり  地域包括ケアシステムの深化・推進

 高齢者福祉の充実

 介護予防と認知症支援の充実

 医療と介護の連携と「人生会議」の推進

 生きがいづくりと居場所づくりの推進

 質が高く安定した介護保険事業運営

市 民 が 協 働 す る ま ち づ く り  市民がもっと主役となる市民主体の自治の実現

 市民参加と協働の推進

 地域コミュニティの活性化

 コミュニティ拠点の整備

一 人 ひ と り が 輝 く ま ち づ く り  男女共同参画の推進

 ＤＶの根絶と被害者支援

 人権啓発・教育の推進

 就業支援の充実と労働環境の整備

 異文化交流の支援
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
7,920 7,920 7,920 

162,951 162,951 162,951 

191,042 191,042 191,042 

32,423 32,423 32,423 

13,669 13,669 13,669 

26,496 26,496 26,496 

第１章　１－１　子育てしやすいまちづくり　

□施策の体系

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 子ども支援課

一般会計 子ども支援課

一般会計 子ども支援課

一般会計 子ども支援課

一般会計 子ども支援課

一般会計 子ども支援課

子 育 て し や す い ま ち づ く り  子育て家庭への支援

 子どもと家庭の健康づくり

 子どもの育ちと学びをつなげるための支援

 子育てと仕事の両立

 地域と連携した子育て支援

ファミリー・サポート・センター事業

事業の
内　容

  子育て家庭への支援を強化するため、子育て支援のための講座の実
施や育児の援助を受けたい人（お願い会員）、育児支援のできる人
（まかせて会員）及びどちらもできる人（両方会員）とで、会員組織
をつくり、市民相互の助け合いによる保育サポート事業を行う。

乳幼児医療費助成事業

事業の
内　容

　０歳から小学校就学前の乳幼児を対象に医療保険制度の一部負担金
を助成することにより、子育て家庭の経済的負担を軽減し、乳幼児の
保健の向上と福祉の増進を図る。

児童扶養手当支給事業

事業の
内　容

　父母の離婚や死亡等によって、父または母と生計を同じくしていな
い子どもや、父または母に一定の障がいがある子どもを育てている養
育者に手当てを支給することで、児童福祉の増進を図る。
※対象児童：１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ
る者（政令で定める障がいの状態にある場合は２０歳未満）

ひとり親家庭等医療費支給事業

事業の
内　容

　ひとり親家庭等の親と子に対して、入・通院における医療保険制度
の一部負担金を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と
自立を支援し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図る。

児童虐待ゼロをめざす事業

事業の
内　容

  児童虐待「ゼロ」を目指し、児童に関する相談を受けるとともに、
各関係機関との連携を強化して虐待の恐れのある家庭の支援を行う。
　また、対応に当たる職員の支援スキル向上のため専門研修を実施す
るとともに、地域全体で子ども達を見守る意識を高めるため、児童虐
待防止についての啓発を行う。
　さらに、ヤングケアラー家事支援事業を展開する。

児童センター運営・指定管理事業

事業の
内　容

　児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、または情操を豊かに
するため、児童の身近で最適な拠点施設として管理運営を行う。

研修交流会
入会説明会
講習会
サブリーダー会議
広報活動「子育てサ
ポートだより」発行

研修交流会
入会説明会
講習会
サブリーダー会議
広報活動「子育てサ
ポートだより」発行

研修交流会
入会説明会
講習会
サブリーダー会議
広報活動「子育てサ
ポートだより」発行

乳幼児医療費助成事
業
乳幼児の入・通院に
おける保険医療費の
一部負担金を助成

乳幼児医療費助成事
業
乳幼児の入・通院に
おける保険医療費の
一部負担金を助成

乳幼児医療費助成事
業
乳幼児の入・通院に
おける保険医療費の
一部負担金を助成

児童扶養手当法に基
づき手当てを支給

児童扶養手当法に基
づき手当てを支給

児童扶養手当法に基
づき手当てを支給

ひとり親家庭等の親
と子に対し、入・通
院における保険医療
費の一部負担金を支
給する。

ひとり親家庭等の親
と子に対し、入・通
院における保険医療
費の一部負担金を支
給する。

ひとり親家庭等の親
と子に対し、入・通
院における保険医療
費の一部負担金を支
給する。

児童虐待ゼロをめざ
す運動事業､児童に
関する相談､見守る
体制の強化､要保護
児童対策地域協議
会､代表者会議､実務
者会議､個別支援会､
啓発活動､研修会
ヤングケアラー家事
支援事業

児童虐待ゼロをめざ
す運動事業､児童に
関する相談､見守る
体制の強化､要保護
児童対策地域協議
会､代表者会議､実務
者会議､個別支援会､
啓発活動､研修会
ヤングケアラー家事
支援事業

児童虐待ゼロをめざ
す運動事業､児童に
関する相談､見守る
体制の強化､要保護
児童対策地域協議
会､代表者会議､実務
者会議､個別支援会､
啓発活動､研修会
ヤングケアラー家事
支援事業

児童センター事業 児童センター事業 児童センター事業
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
2,586 2,586 2,586 

266,106 266,106 266,106 

1,174,882 1,174,882 1,174,882 

312 312 312 

566 566 566 

9,634 9,634 9,634 

28 28 28 

3,671 3,671 3,671 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 子ども支援課

一般会計 子ども支援課

一般会計 子ども支援課

一般会計 子ども支援課

一般会計 子ども支援課

一般会計 子ども支援課

一般会計 子ども支援課

一般会計 子ども支援課

児童福祉事務

事業の
内　容

　法改正時の業務の見直しや現状における課題を改善しながら、児童
福祉に関する調査・研究を行うとともに、児童福祉業務の円滑な推進
を図る。

子ども医療費助成事業

事業の
内　容

　小学校１年生から中学校修了までの子どもの入・通院及び高校生ま
での入院（令和６年７月から通院も対象）における医療保険制度の一
部負担金を助成することにより子育て家庭の経済的負担を軽減し、子
どもの保健の向上と福祉の増進を図る。

児童手当支給事業

事業の
内　容

　中学校修了前の児童を養育する保護者に対し、０歳から３歳未満の
子どもは15,000円、３歳以上小学校修了までの第１子、第２子は10,0
00円、第３子以降の子どもは15,000円、中学校修了前までの子どもは
10,000円を支給する。なお、保護者の所得が所得制限限度額以上、上
限限度額未満の場合は一律月額 5,000円を支給する。

児童福祉審議会運営業務

事業の
内　容

　児童福祉に関する調査・研究を行うとともに、市長の諮問に応じて
会議を開催し、児童福祉に関する必要な事項について審議・調査を行
い答申する。これにより、児童福祉業務及び子ども・子育て支援に関
する施策の円滑な推進を図る。

養育支援訪問事業

事業の
内　容

　児童の養育に対して支援が必要であるにもかかわらず、適切な支援
を受けることが困難な状況にある家庭を保健師、助産師、保育士、ヘ
ルパーが訪問して必要な支援を行う。

家庭児童相談事業

事業の
内　容

　家庭児童相談員が、児童福祉法で定められている１８歳未満の子ど
ものいる家庭を対象に、子どもと家庭のことについての様々な相談に
応じ適切な援助・指導を行う。
　また、暴言や暴力のない子育てプログラム（やる気をひきだす子育
て練習法）を希望者に実施する。

里親支援事業

事業の
内　容

　児を委託されている里親、未委託の里親に必要な支援を行う。里親
登録者が増えるよう制度の周知に努める。

児童福祉法による施設入所事業

事業の
内　容

　出産にあたり保健上必要であるにもかかわらず、経済的理由により
入院助産を受けることができない妊産婦を助産施設に入所させ、安全
な出産を支援する。
　また、自立して生活することが困難な母子家庭を施設に入所させ、
自立に向けた生活への支援を行う。

児童福祉に関する調
査・研究

児童福祉に関する調
査・研究

児童福祉に関する調
査・研究

子ども医療費助成事
業
小学１年生から高校
生の入・通院におけ
る保険医療費の一部
負担金を助成

子ども医療費助成事
業
小学１年生から高校
生の入・通院におけ
る保険医療費の一部
負担金を助成

子ども医療費助成事
業
小学１年生から高校
生の入・通院におけ
る保険医療費の一部
負担金を助成

児童手当支給事業
０歳から中学校修了
前までの子どもがい
る世帯に対し、手当
を支給

児童手当支給事業
０歳から中学校修了
前までの子どもがい
る世帯に対し、手当
を支給

児童手当支給事業
０歳から中学校修了
前までの子どもがい
る世帯に対し、手当
を支給

児童福祉審議会開催 児童福祉審議会開催 児童福祉審議会開催

対象家庭の把握
要対協実務者会議に
おいて支援の導入に
関する検討の実施
要対協実務者会議に
おいて支援の評価

対象家庭の把握
要対協実務者会議に
おいて支援の導入に
関する検討の実施
要対協実務者会議に
おいて支援の評価

対象家庭の把握
要対協実務者会議に
おいて支援の導入に
関する検討の実施
要対協実務者会議に
おいて支援の評価

家庭児童相談事業
やる気をひきだす子
育て練習法

家庭児童相談事業
やる気をひきだす子
育て練習法

家庭児童相談事業
やる気をひきだす子
育て練習法

志木地区定例会の開
催
啓発資料による周知
４市合同研修会や里
親入門講座開催への
協力

志木地区定例会の開
催
啓発資料による周知
４市合同研修会や里
親入門講座開催への
協力

志木地区定例会の開
催
啓発資料による周知
４市合同研修会や里
親入門講座開催への
協力

入院助産制度対象と
なる妊産婦への助産
措置
自立が困難な母子に
母子生活支援施設へ
の入所措置

入院助産制度対象と
なる妊産婦への助産
措置
自立が困難な母子に
母子生活支援施設へ
の入所措置

入院助産制度対象と
なる妊産婦への助産
措置
自立が困難な母子に
母子生活支援施設へ
の入所措置

- 10 -



（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
47,220 47,220 47,220 

62 62 62 

8,714 8,714 8,714 

10,192 10,192 10,192 

175 29,175 440,175 

9,228 0 0 

63,798 63,798 63,798 

263,745 263,745 263,745 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 子ども支援課

一般会計 子ども支援課

一般会計 子ども支援課

一般会計 子ども支援課

一般会計 子ども支援課

一般会計 子ども支援課

一般会計 健康増進センター

一般会計 健康増進センター

子育て支援センター運営事業

事業の
内　容

　「あそびの広場」として施設を開放し、子育て中の親子が気軽に集
える居場所を提供する。
　また、子育てに関する相談や情報を提供し、育児不安の軽減・育児
支援を図る。

子育てサポート事業

事業の
内　容

　市等が主催する事業において、参加する市民の子ども（生後６か月
から就学前までの乳幼児）を預かる保育スタッフを確保する。

未熟児養育医療給付事業

事業の
内　容

　身体の発育が未熟のまま生まれた子どもが、指定された医療機関に
入院、養育を必要とする場合、その養育に必要な医療の給付を行う。

民間子育て支援センター運営業務補助事業

事業の
内　容

　就学前の児童とその保護者が自由に利用できる場所として、楽しく
遊んだり、情報交換したり、また、育児不安等についての相談指導、
子育てサークル等への支援や情報提供などを実施し、地域の子育て家
庭への育児支援を行う民間の子育て支援センターへ補助金を交付し運
営を支援する。

志木地区児童センター建設事業

事業の
内　容

　志木地区における児童センターの整備を進める。

こども計画策定事業

事業の
内　容

　こども基本法に基づき、こどもに関する全ての施策を総合的に推進
するため、新たにこども計画を第３期子ども・子育て支援事業計画と
一体的に策定する。

出産・子育て応援交付金支給事業

事業の
内　容

妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々な
ニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとと
もに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、
出産・子育て応援金を支給する経済的支援を一体的に実施する。

乳幼児・高齢者等予防接種事業

事業の
内　容

　予防接種法に基づき、感染症の羅患とまん延を防止するため乳幼
児、児童、生徒、高齢者を対象に予防接種を実施する。

子育て支援センター
管理・運営事業

子育て支援センター
管理・運営事業

子育て支援センター
管理・運営事業

保育スタッフ登録・
更新
研修会

保育スタッフ登録・
更新
研修会

保育スタッフ登録・
更新
研修会

未熟児養育医療給付
事業
未熟なままで生まれ
た、出生から一年以
内の子どもの入院に
おける保険医療費を
助成

未熟児養育医療給付
事業
未熟なままで生まれ
た、出生から一年以
内の子どもの入院に
おける保険医療費を
助成

未熟児養育医療給付
事業
未熟なままで生まれ
た、出生から一年以
内の子どもの入院に
おける保険医療費を
助成

子育て支援センター
管理・運営補助

子育て支援センター
管理・運営補助

子育て支援センター
管理・運営補助

志木地区児童セン
ターの設計

志木地区児童セン
ターの設計
志木地区児童セン
ターの建設工事

志木地区児童セン
ターの建設工事

第３期子ども・子育
て支援事業計画策定
業務
こども計画策定業務

妊娠の届出時、出生
後各５万円を支給
妊娠届出時に面談及
びアンケートを実施
妊娠８か月頃にアン
ケートを送付
希望者には面談を実
施
出生後に面談及びア
ンケートを実施

妊娠の届出時、出生
後各５万円を支給
妊娠届出時に面談及
びアンケートを実施
妊娠８か月頃にアン
ケートを送付
希望者には面談を実
施
出生後に面談及びア
ンケートを実施

妊娠の届出時、出生
後各５万円を支給
妊娠届出時に面談及
びアンケートを実施
妊娠８か月頃にアン
ケートを送付
希望者には面談を実
施
出生後に面談及びア
ンケートを実施

乳幼児、児童・生
徒、高齢者等を対象
に予防接種を実施
定期接種の償還払い
継続実施
帯状疱疹ワクチン接
種費用の助成

乳幼児、児童・生
徒、高齢者等を対象
に予防接種を実施
定期接種の償還払い
継続実施
帯状疱疹ワクチン接
種費用の助成

乳幼児、児童・生
徒、高齢者等を対象
に予防接種を実施
定期接種の償還払い
継続実施
帯状疱疹ワクチン接
種費用の助成
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
55,958 55,958 55,958 

71,048 71,048 71,048 

8,433 8,433 8,433 

35,439 35,439 35,439 

8,664 8,664 8,664 

279,293 279,293 279,293 

120,410 120,410 120,410 

47,998 47,998 47,998 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 健康増進センター

一般会計 保育課

一般会計 健康増進センター

一般会計 健康増進センター

一般会計 子ども支援課

一般会計 保育課

一般会計 保育課

一般会計 保育課

妊婦健康診査等事業

事業の
内　容

　母子保健法に基づき、妊婦の健康管理を図るため、妊婦健康診査・
産婦健康診査・多胎妊婦健康診査における費用を助成する。また、新
生児の難聴を早期発見するため、新生児聴覚検査における費用を助成
する。

保育園給食調理業務事業

事業の
内　容

　市栄養士が作成した献立に基づいて効率的かつ安全に給食の提供を
行う。

児童発達相談

事業の
内　容

　０歳から１８歳未満で、発達が気になる児童とその家族、関係機関
などからの発達に関する相談に専門職が対応する。また、必要に応じ
て保健、医療、教育などの関係機関へつなぎ、切れ目のない支援を行
う。

しきっ子あんしん子育てサポート事業

事業の
内　容

　子どもを持ちたいと願う人から、妊娠・子育て中の人まで、誰もが
安心して出産・子育てができ、子育てが楽しいと感じられるよう、助
産師・保健師等による妊産婦への面接相談や訪問事業、地域での子育
てデビューの応援や不妊や不育の検査及び治療への助成を柱とする
「しきっ子あんしん子育てサポート事業」を実施。

ひとり親家庭等生活向上事業

事業の
内　容

　ひとり親家庭等の小学生、中学生及び高校生を対象とした学習環境
を構築し、学習指導や就労意欲向上のための学習教室を開催する。

子ども・子育て支援給付事業

事業の
内　容

　幼稚園無償化に伴い、志木市内に住所を有しており、私立幼稚園に
幼児を就園させている保護者に対し入園料・保育料、預かり保育利用
料及び給食費に係る費用を基準に基づき、補助金を交付する。

保育園運営事業

事業の
内　容

　児童福祉法に基づき、市内公立保育園を運営し、両親の就労などで
保育が必要な児童の保育を実施する。

保育園施設補修事業

事業の
内　容

　市内公立３保育園の維持管理（点検・保守・修繕など）を適切に行
い、保育園児が安全・安心に保育園を利用できるよう保育環境を整備
する。

母子健康手帳の交付
妊婦健康診査の実施
妊婦健康診査１４
回、産婦健康診査１
回、多胎妊婦健康診
査５回、新生児聴覚
検査１回の費用を助
成

母子健康手帳の交付
妊婦健康診査の実施
妊婦健康診査１４
回、産婦健康診査１
回、多胎妊婦健康診
査５回、新生児聴覚
検査１回の費用を助
成

母子健康手帳の交付
妊婦健康診査の実施
妊婦健康診査１４
回、産婦健康診査１
回、多胎妊婦健康診
査５回、新生児聴覚
検査１回の費用を助
成

食育活動
調理業務
衛生管理業務
献立会議

食育活動
調理業務
衛生管理業務
献立会議

食育活動
調理業務
衛生管理業務
献立会議

個別相談
グループ支援
巡回相談
普及啓発など

個別相談
グループ支援
巡回相談
普及啓発など

個別相談
グループ支援
巡回相談
普及啓発など

①全ての妊産婦の状
況を継続的に把握
②支援が必要な方へ
の育児サポート事
業・産後ケア事業を
実施
③不妊の検査、不育
の検査及び治療への
助成

①全ての妊産婦の状
況を継続的に把握
②支援が必要な方へ
の育児サポート事
業・産後ケア事業を
実施
③不妊の検査、不育
の検査及び治療への
助成

①全ての妊産婦の状
況を継続的に把握
②支援が必要な方へ
の育児サポート事
業・産後ケア事業を
実施
③不妊の検査、不育
の検査及び治療への
助成

ひとり親家庭等にお
ける学習支援

ひとり親家庭等にお
ける学習支援

ひとり親家庭等にお
ける学習支援

基準に基づく支援援
助

基準に基づく支援援
助

基準に基づく支援援
助

子育てコーディネー
ター（利用者支援）
事業
公立保育園の運営

子育てコーディネー
ター（利用者支援）
事業
公立保育園の運営

子育てコーディネー
ター（利用者支援）
事業
公立保育園の運営

保育施設の維持管理
安全対策修繕等

保育施設の維持管理
安全対策修繕等

保育施設の維持管理
安全対策修繕等
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
2,144 2,144 2,144 

13,544 13,544 13,544 

2,615,940 2,615,940 2,615,940 

292,363 292,363 292,363 

5,484 5,484 5,484 

195,672 195,672 195,672 

53,957 53,957 53,957 

91 91 91 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 保育課

一般会計 保育課

一般会計 保育課

一般会計 保育課

一般会計 子ども支援課

一般会計 保育課

一般会計 保育課

一般会計 保育課

学童保育クラブ運営事業

事業の
内　容

　両親が就労などで、日中留守になる家庭の小学校１～６年生までの
児童を市内の８学童保育クラブで保育する。

学童保育クラブ施設維持管理事業

事業の
内　容

　市内各学童保育クラブ施設の点検、保守、修繕などを実施し、安全
で安心な保育環境を整備する。

特定教育・保育施設及び特定地域型保育委託等事業

事業の
内　容

　子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園、保育園、小規模保育
事業に対し、運営に対する費用の給付を行う。

民間保育園改善費補助事業

事業の
内　容

　多様化する保育ニーズに応えていくため、乳幼児保育、一時保育、
延長保育事業等の特別保育事業を実施する民間保育園等に対し、財政
支援を行う。

母子家庭等自立支援給付事業

事業の
内　容

　母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、母子家庭の母または父子
家庭の父の経済的な自立を支援するもので、雇用の安定及び就職の促
進を図るために「自立支援教育訓練給付金」及び「高等職業訓練促進
給付金」等を支給する。

学童保育クラブ運営委託事業

事業の
内　容

　保護者が就労している児童に対し、放課後などに適切な遊びや生活
の場を与えることを目的とした学童保育クラブと、全児童を対象に、
放課後などに多様な体験や活動が可能な居場所づくりを推進する放課
後子ども教室を一体的に運営するもの。

一時保育事業

事業の
内　容

　保護者が仕事や就学、出産や介護等の理由で児童の保育が困難な場
合、いろは保育園・西原保育園で、一時的に児童の保育を実施する。

保育料滞納整理事務

事業の
内　容

　保育サービスの維持には保護者負担金の収納は不可欠であるため、
滞納者に対して納付を促し、未納ゼロを目指す。

入所事務 入所事務 入所事務

施設の点検、保守、
修繕

施設の点検、保守、
修繕

施設の点検、保守、
修繕

特定教育・保育施設
及び特定地域型保育
委託等事業

特定教育・保育施設
及び特定地域型保育
委託等事業

特定教育・保育施設
及び特定地域型保育
委託等事業

民間保育園等運営に
要する経費の助成

民間保育園等運営に
要する経費の助成

民間保育園等運営に
要する経費の助成

「自立支援教育訓練
給付金」及び「高等
職業訓練促進給付
金」等を支給

「自立支援教育訓練
給付金」及び「高等
職業訓練促進給付
金」等を支給

「自立支援教育訓練
給付金」及び「高等
職業訓練促進給付
金」等を支給

全児童を業務委託 全児童を業務委託 全児童を業務委託

非定型保育
緊急保育
リフレッシュ保育

非定型保育
緊急保育
リフレッシュ保育

非定型保育
緊急保育
リフレッシュ保育

滞納対策業務 滞納対策業務 滞納対策業務
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
555 555 555 

55 55 55 

17,240 17,240 17,240 

22 22 22 

924 924 924 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 保育課

一般会計 保育課

一般会計 保育課

一般会計 保育課

一般会計 子ども支援課

保育園児検診事業

事業の
内　容

　公立保育園で保育を実施している乳幼児の健康を維持するため、検
診等を実施する。

学童保育滞納整理事務

事業の
内　容

　悪質な滞納者や誠意のない滞納者に対して、裁判所に対し支払督促
申立てを行い、学童保育料未納ゼロを目指す。

認可外保育施設等無償化対応事務

事業の
内　容

　令和元年１０月１日より開始された幼児教育・保育の無償化事業に
伴い、要件を満たせば認可外保育施設等を利用する世帯も無償化の対
象となった。また、無償化の対象者には、市独自の政策により給食費
も免除の対象とした。

子育て地域交流事業

事業の
内　容

　地域の子育て支援センター機能を保育園に求めるニーズに応えるた
め、子育て支援センターを併設していない公立保育園で地域交流事業
を実施する。

病児緊急サポート事業

事業の
内　容

　会員登録をした、①病児・病後児の預かり、②宿泊を伴う預かり、
③緊急を伴う預かり、④ファミリー・サポート・センター利用時間外
の預かり等、支援を受けたい保護者と、病児等の育児支援をできる人
とのコーディネートを行う。

乳幼児の検診事業 乳幼児の検診事業 乳幼児の検診事業

児童福祉法に定めの
ない学童保育料の滞
納処分について、簡
易裁判所書記官が審
査して行う簡易な支
払督促制度を活用。

児童福祉法に定めの
ない学童保育料の滞
納処分について、簡
易裁判所書記官が審
査して行う簡易な支
払督促制度を活用。

児童福祉法に定めの
ない学童保育料の滞
納処分について、簡
易裁判所書記官が審
査して行う簡易な支
払督促制度を活用。

幼児教育・保育の無
償化事業

幼児教育・保育の無
償化事業

幼児教育・保育の無
償化事業

遊ぼう会
世代間交流事業
異年齢交流事業
育児講座等

遊ぼう会
世代間交流事業
異年齢交流事業
育児講座等

遊ぼう会
世代間交流事業
異年齢交流事業
育児講座等

緊急時の病児・病後
児の預かり及び送迎
会員の研修
事業の周知・啓発

緊急時の病児・病後
児の預かり及び送迎
会員の研修
事業の周知・啓発

緊急時の病児・病後
児の預かり及び送迎
会員の研修
事業の周知・啓発
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
2,404 2,404 2,404 

9,449 9,449 9,449 

37,210 37,210 37,210 

28,124 28,124 28,124 

15,599 15,599 15,599 

7,438 7,438 7,438 

第１章　１－２　地域ぐるみで子どもたちを育むまちづくり　

□施策の体系

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 教育総務課

一般会計 教育総務課

一般会計 学校教育課

一般会計 学校教育課

一般会計 学校教育課

一般会計 学校教育課

地域ぐるみで子どもたちを育むまち
づくり

 知・徳・体の育成

 地域社会に開かれた教育の推進

 安全で安心な学校づくり

 特別なニーズに対応した教育の推進

 青少年の健全育成

教育委員会運営事務

事業の
内　容

　教育委員会の開催及び委員報酬、諸費用の支出など、教育委員会の
適切な運営を行う。

教育委員会事務局運営事務

事業の
内　容

  教育委員会事務局と各教育関係機関との連携及び他教育委員会との
情報交換を行う。

小学校体力向上事業

事業の
内　容

　小学校に専門的な技術を有する指導員を派遣し、児童の基礎体力の
向上を図る。また、民間スポーツクラブと連携し、児童の泳力向上を
図る。

小学校教育ＩＣＴ推進事業

事業の
内　容

　新学習指導要領の完全実施に基づき、教育のＩＣＴ化が急速に進行
している。タブレット端末を効果的に活用するために、周辺機器（映
像機器等）の環境整備を行う。

中学校教育ＩＣＴ推進事業

事業の
内　容

　新学習指導要領の完全実施に基づき、教育のＩＣＴ化が急速に進行
している。タブレット端末を効果的に活用するために、周辺機器（映
像機器等）の環境整備を行う。

学校臨時教員

事業の
内　容

　教職員が欠員になった場合等、学校運営上支障をきたすため、代員
を配置し、学校運営を支援する。

教育委員会の開催
委員報酬支出
連合会等への参加
負担金の支出

教育委員会の開催
委員報酬支出
連合会等への参加
負担金の支出

教育委員会の開催
委員報酬支出
連合会等への参加
負担金の支出

教育委員会事務局と
各教育機関との連携
志木の教育の作成

教育委員会事務局と
各教育機関との連携
志木の教育の作成

教育委員会事務局と
各教育機関との連携
志木の教育の作成

体力向上等の外部指
導者派遣事業
民間スポーツクラブ
と連携した水泳授業
委託事業

体力向上等の外部指
導者派遣事業
民間スポーツクラブ
と連携した水泳授業
委託事業

体力向上等の外部指
導者派遣事業
民間スポーツクラブ
と連携した水泳授業
委託事業

情報教育推進事業
情報機器の保守・借
上げ
情報教育に関する指
導助言
教職員の情報リテラ
シー研修等
タブレット端末整備

情報教育推進事業
情報機器の保守・借
上げ
情報教育に関する指
導助言
教職員の情報リテラ
シー研修等
タブレット端末整備

情報教育推進事業
情報機器の保守・借
上げ
情報教育に関する指
導助言
教職員の情報リテラ
シー研修等
タブレット端末整備

情報教育推進事業
情報機器の保守・借
上げ
情報教育に関する指
導助言
教職員の情報リテラ
シー研修等
タブレット端末整備

情報教育推進事業
情報機器の保守・借
上げ
情報教育に関する指
導助言
教職員の情報リテラ
シー研修等
タブレット端末整備

情報教育推進事業
情報機器の保守・借
上げ
情報教育に関する指
導助言
教職員の情報リテラ
シー研修等
タブレット端末整備

臨時教員の配置 臨時教員の配置 臨時教員の配置
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
32,663 32,663 32,663 

19,221 19,221 19,221 

101,593 101,593 101,593 

20,260 20,260 20,260 

18,502 18,502 18,502 

2,893 2,893 2,893 

1,760 1,760 1,760 

7,149 7,149 7,149 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 学校教育課

一般会計 学校教育課

一般会計 学校教育課

一般会計 学校教育課

一般会計 学校教育課

一般会計 学校教育課

一般会計 学校教育課

一般会計 学校教育課

小学校外国語教育推進事業

事業の
内　容

　英語コミュニケーション能力を高めるため、全小学校に外国語指導
助手（ＡＬＴ）及び英語専科教員を配置する。小学生を対象としたサ
マーイングリッシュを実施する。

中学校外国語教育推進事業

事業の
内　容

　全中学校に外国語指導助手を配置し、中学生の英語力向上、国際理
解教育の推進を図る。実践的な英語力の向上を目指し、英検取得対策
講座を夏休みと冬休みに実施する。

小学校複数・少人数指導体制推進事業

事業の
内　容

　小学校１～４年生への少人数指導体制を整備し、ティーム・ティー
チング等による児童への学習指導を行い、基礎学力の定着及び学力の
向上を図る。また、小学校１～３年生を対象に、独自の学力調査を行
い、複数・少人数指導体制の検証を実施する。

小学校教育活動推進事務

事業の
内　容

　小学校の学校行事等、さまざまな教育活動を支援する。

中学校教育活動推進事務

事業の
内　容

　中学校の学校行事等、さまざまな教育活動を支援する。また、ベー
シックサポート事業として、中学校１年生から３年生の希望する生徒
を対象に、夏季休業中、学習支援を行う。また、秋季には市内の中学
校３年生を対象とした学習支援を行う。

教職員研修

事業の
内　容

　教員の指導力向上をめざした研修や指導員の充実を図る。また、指
導技術を持つ退職教員を活用し、ミドルリーダーの育成や現場若手の
指導を行う。

小学校地域に根差した教育推進事業

事業の
内　容

　学校の特色に応じた夢のある教育活動を実施するための民間人講師
を派遣する。

中学校地域に根差した教育推進事業

事業の
内　容

　学校ごとにどの科目にティーム・ティーチングを導入するか、各学
校が選択し、その学校独自の課題解決に取り組み、学力の向上を図
る。
　また、学校の特色に応じた夢のある教育活動を実施するための民間
人講師を派遣する。

サマーイングリッ
シュ
外国語指導助手の派
遣
英語専科教員の配置
外国語教育夏季研修
会

サマーイングリッ
シュ
外国語指導助手の派
遣
英語専科教員の配置
外国語教育夏季研修
会

サマーイングリッ
シュ
外国語指導助手の派
遣
英語専科教員の配置
外国語教育夏季研修
会

外国語指導助手の派
遣
英語弁論暗唱大会
英検取得対策講座

外国語指導助手の派
遣
英語弁論暗唱大会
英検取得対策講座

外国語指導助手の派
遣
英語弁論暗唱大会
英検取得対策講座

複数指導、少人数指
導体制の充実
スマート教員の研修
市独自の学力調査の
実施
事業の検証

複数指導、少人数指
導体制の充実
スマート教員の研修
市独自の学力調査の
実施
事業の検証

複数指導、少人数指
導体制の充実
スマート教員の研修
市独自の学力調査の
実施
事業の検証

いじめ防止対策委員
会の実施
学校教育推進員報酬
学校行事等に要する
経費の助成

いじめ防止対策委員
会の実施
学校教育推進員報酬
学校行事等に要する
経費の助成

いじめ防止対策委員
会の実施
学校教育推進員報酬
学校行事等に要する
経費の助成

宿泊学習補助
ベーシックサポート
事業
学校教育推進員報酬
学校行事等に要する
経費の助成

宿泊学習補助
ベーシックサポート
事業
学校教育推進員報酬
学校行事等に要する
経費の助成

宿泊学習補助
ベーシックサポート
事業
学校教育推進員報酬
学校行事等に要する
経費の助成

教員の授業力・教育
の質の向上のための
研修・研究
教職員の研修
ミドルリーダー研修
小中学校研究委嘱
一斉授業研究会
スクールロイヤー制
度

教員の授業力・教育
の質の向上のための
研修・研究
教職員の研修
ミドルリーダー研修
小中学校研究委嘱
一斉授業研究会
スクールロイヤー制
度

教員の授業力・教育
の質の向上のための
研修・研究
教職員の研修
ミドルリーダー研修
小中学校研究委嘱
一斉授業研究会
スクールロイヤー制
度

生きる力応援事業
民間人講師の派遣

生きる力応援事業
民間人講師の派遣

生きる力応援事業
民間人講師の派遣

生きる力応援事業
民間人講師の派遣
基礎学力アップ事業
生きる力推進講師

生きる力応援事業
民間人講師の派遣
基礎学力アップ事業
生きる力推進講師

生きる力応援事業
民間人講師の派遣
基礎学力アップ事業
生きる力推進講師
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
27,912 5,802 5,802 

31,925 31,925 31,925 

16,255 16,255 16,255 

46,411 46,411 46,411 

41,610 41,610 41,610 

189,019 189,019 189,019 

77,556 77,556 77,556 

275,872 275,872 275,872 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 学校教育課

一般会計 学校教育課

一般会計 学校教育課

一般会計 学校教育課

一般会計 学校教育課

一般会計 教育総務課

一般会計 教育総務課

一般会計 学校教育課

小中一貫教育推進事業

事業の
内　容

　義務教育９年間を見通して、一つの目指す子ども像に向かって一貫
した教育課程のもと教育活動を行うため、小中一貫型小・中学校及び
義務教育学校を設置する。

小学校保健衛生管理

事業の
内　容

　学校保健安全法に定められた児童及び教職員の健康の保持推進を図
るため、学校保健全般に関わる業務を実施する。

中学校保健衛生管理

事業の
内　容

　学校保健安全法に定められた生徒及び教職員の健康の保持増進を図
るため、学校保健全般に関わる業務を実施する。

小学校就学援助制度

事業の
内　容

　経済的理由により、教育の機会が失われないように学齢児童の保護
者に対して、学用品費等の一部を援助する。

中学校就学援助制度

事業の
内　容

　経済的理由により、教育の機会が失われないように生徒の保護者に
対して、学用品等の一部を援助する。

小学校運営事務

事業の
内　容

　会計年度任用職員を配置し、学校で使用する消耗品の購入、学校施
設修繕、事務機器賃貸借、負担金等の管理及び支出を行う。

中学校運営事務

事業の
内　容

　会計年度任用職員を配置し、学校で使用する消耗品の購入、学校施
設修繕、事務機器賃貸借、負担金等の管理及び支出を行う。

小学校給食管理

事業の
内　容

　学校栄養士（会計年度任用職員）の配置、給食室等に関する設備管
理を行い、安全・安心な学校給食を提供するとともに、地元産食材を
用いる地産地消の学校給食を推進する。

教育課程の編成
施設整備の実施

全中学校区における
小中一貫教育の実施
施設整備の実施

全中学校区における
小中一貫教育の実施
義務教育学校開校に
向けた施設整備の実
施

自動体外式除細動器
賃借
保健衛生関係備品
災害共済掛金

自動体外式除細動器
賃借
保健衛生関係備品
災害共済掛金

自動体外式除細動器
賃借
保健衛生関係備品
災害共済掛金

自動体外式除細動器
貸借
保健衛生関係備品
災害共済掛金

自動体外式除細動器
貸借
保健衛生関係備品
災害共済掛金

自動体外式除細動器
貸借
保健衛生関係備品
災害共済掛金

制度の周知
申請の受付
認定審査
支給

制度の周知
申請の受付
認定審査
支給

制度の周知
申請の受付
認定審査
支給

制度の周知
申請の受付
認定審査
支給

制度の周知
申請の受付
認定審査
支給

制度の周知
申請の受付
認定審査
支給

会計年度任用職員の
配置
消耗品の購入
学校施設修繕
事務機器賃貸借
負担金等の管理及び
支出

会計年度任用職員の
配置
消耗品の購入
学校施設修繕
事務機器賃貸借
負担金等の管理及び
支出

会計年度任用職員の
配置
消耗品の購入
学校施設修繕
事務機器賃貸借
負担金等の管理及び
支出

会計年度任用職員の
配置
消耗品の購入
学校施設修繕
事務機器賃貸借
負担金等の管理及び
支出

会計年度任用職員の
配置
消耗品の購入
学校施設修繕
事務機器賃貸借
負担金等の管理及び
支出

会計年度任用職員の
配置
消耗品の購入
学校施設修繕
事務機器賃貸借
負担金等の管理及び
支出

備品修繕
栄養士の配置
施設管理委託等

備品修繕
栄養士の配置
施設管理委託等

備品修繕
栄養士の配置
施設管理委託等
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
132,465 132,465 132,465 

363,706 842,539 552,539 

149,584 590,288 206,288 

81,400 81,400 81,400 

23,076 23,076 23,076 

55,754 55,754 55,754 

3,234 3,234 3,234 

86,120 86,120 86,120 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 学校教育課

一般会計 教育総務課

一般会計 教育総務課

一般会計 学校教育課

一般会計 学校教育課

一般会計 教育サポートセンター

一般会計 教育サポートセンター

一般会計 教育サポートセンター

中学校給食管理

事業の
内　容

　学校栄養士（会計年度任用職員）の配置、給食室等に関する施設管
理を行い、安全・安心な学校給食を提供するとともに、地元産食材を
用いる地産地消の学校給食を推進する。

小学校施設管理

事業の
内　容

　学校施設の維持に必要な光熱水費等を管理するとともに、法令等に
則り適正に施設・設備の安全確保・保守管理等を行う。
　また、児童の学習や生活の場で、災害時の避難所でもある学校施設
の機能を確保するとともに、安全で快適な教育環境を整備する。

中学校施設管理

事業の
内　容

　学校施設の維持に必要な光熱水費等を管理するとともに、法令等に
則り適正に施設・設備の安全確保・保守管理等を行う。生徒の学習や
生活の場である学校施設の機能を確保するとともに、安全で快適な教
育環境を整備する。

小学校教材備品等整備事業

事業の
内　容

　小学校教育課程に必要な教材備品を補充し、教育課程上における児
童の必要とする学習環境を整え、学力の向上を図る。

中学校教材備品等整備事業

事業の
内　容

　中学校教育課程に必要な教材備品を補充し及び整備し、教育課程上
における生徒が必要とする学習環境を整え、学習の成果向上を図る。

教育相談事業

事業の
内　容

　学校や家庭における諸問題で、様々な悩みを抱えている児童・生
徒、保護者、教職員等からの相談に、公認心理師や臨床心理士、社会
福祉士、精神保健福祉士等の専門スタッフが校内相談員や学校福祉相
談員として対応し、心の負担軽減や課題の克服に努める。

教育サポートセンター管理運営

事業の
内　容

　来所する市民にとって快適で安心して相談できる環境を提供するた
め、教育サポートセンターの事業を適切に運営するとともに、施設・
設備を適切に管理運営する。

特別支援教育事業

事業の
内　容

　発達障がいや言葉の遅れ、日本語が分からない等、特別な支援が必
要な子供の状況に応じた特別支援教育プログラムや言語聴覚士による
言語指導を提供し、学校への適応や自立に向けた支援を行う。
　また、学校への日本語指導員の派遣、特別支援学級や通常学級に
「特別な配慮が必要な児童・生徒」のための特別支援教育支援員を派
遣する。　

備品修繕
栄養士の配置
施設管理委託等

備品修繕
栄養士の配置
施設管理委託等

備品修繕
栄養士の配置
施設管理委託等

学校施設の適切な維
持管理
志木小学校等複合施
設（生涯学習棟）屋
上防水改修

学校施設の適切な維
持管理
宗岡小学校給食室大
規模改修
小学校照明器具交換
（ＬＥＤ化）
小学校防犯カメラ更
新

学校施設の適切な維
持管理
志木第三小学校特別
教室空調設置
宗岡第二小学校給食
室大規模改修
宗岡第三小学校校舎
空調設備更新

学校施設の適切な維
持管理
宗岡第二中学校給食
室空調設備設置

学校施設の適切な維
持管理
宗岡中学校体育館大
規模改修
中学校照明器具交換
（ＬＥＤ化）

学校施設の適切な維
持管理
志木中学校体育館対
処工事

備品購入計画提出
備品内容確認、見
積、契約、発注、納
入
理科教育等設備台帳
の更新・確認

備品購入計画提出
備品内容確認、見
積、契約、発注、納
入
理科教育等設備台帳
の更新・確認

備品購入計画提出
備品内容確認、見
積、契約、発注、納
入
理科教育等設備台帳
の更新・確認

備品購入計画提出
備品内容確認、見
積、契約、発注、納
入
理科教育等設備台帳
の更新・確認

備品購入計画提出
備品内容確認、見
積、契約、発注、納
入
理科教育等設備台帳
の更新・確認

備品購入計画提出
備品内容確認、見
積、契約、発注、納
入
理科教育等設備台帳
の更新・確認

相談事業、専門ス
タッフ派遣事業、リ
モートによる相談事
業、不登校の解消を
目指した情報発信事
業

相談事業、専門ス
タッフ派遣事業、リ
モートによる相談事
業、不登校の解消を
目指した情報発信事
業

相談事業、専門ス
タッフ派遣事業、リ
モートによる相談事
業、不登校の解消を
目指した情報発信事
業

教育サポートセン
ターの管理運営

教育サポートセン
ターの管理運営

教育サポートセン
ターの管理運営

特別支援教育事業
特別支援教育支援員
の派遣
言語指導の実施
日本語指導員の派遣
特別支援教育相談員
の巡回訪問

特別支援教育事業
特別支援教育支援員
の派遣
言語指導の実施
日本語指導員の派遣
特別支援教育相談員
の巡回訪問

特別支援教育事業
特別支援教育支援員
の派遣
言語指導の実施
日本語指導員の派遣
特別支援教育相談員
の巡回訪問
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
1,877 634 634 

365 365 365 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 生活援護課

一般会計 生涯学習課

更生保護事務

事業の
内　容

　保護司会等更生保護関係団体の育成及び活動を援助するため、埼玉
県更生保護観察協会朝霞支部への負担金を納付する。朝霞地区保護司
会志木支部への補助金を交付する。

青少年健全育成・薬物乱用防止事業

事業の
内　容

　青少年健全育成を目的とする団体の活動を援助するとともに、関係
諸団体相互の連携と交流のための研修を行うなど地域ぐるみでの非行
防止への取り組みを推進する。

補助金交付
第２期再犯防止推進
計画策定

補助金交付 補助金交付

青少年育成市民会議
活動支援
青少年育成推進員会
活動支援
青少年問題対策

青少年育成市民会議
活動支援
青少年育成推進員会
活動支援
青少年問題対策

青少年育成市民会議
活動支援
青少年育成推進員会
活動支援
青少年問題対策
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
736 12,587 12,587 

12,575 12,575 12,575 

119,687 119,687 119,687 

2,244 2,244 2,244 

376 376 376 

5,478 5,478 5,478 

第１章　１－３　高齢者がいきいき暮らすまちづくり

□施策の体系

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 長寿応援課

一般会計 長寿応援課

介護保険特別会計 長寿応援課

一般会計 長寿応援課

一般会計 長寿応援課

一般会計 長寿応援課

高齢者がいきいき暮らすまちづくり  地域包括ケアシステムの深化・推進

 高齢者福祉の充実

 介護予防と認知症支援の充実

 医療と介護の連携と「人生会議」の推進

 生きがいづくりと居場所づくりの推進

 質が高く安定した介護保険事業運営

高齢者保健福祉計画の策定と推進

事業の
内　容

　高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画の進行管理を行う。

地域介護サービス推進事務

事業の
内　容

　地域包括ケアの体制づくりを強化推進するため、高齢者世帯実態調
査や専門職チームによる高齢者虐待対応等を行う。また、災害時要配
慮者の個別避難計画の策定推進のため、個別避難計画の策定を支援す
る福祉専門職に対し報酬を支払う。

包括的支援事業

事業の
内　容

　高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活ができるように市内５か
所の高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）を設置
し、さまざまな相談や支援を行う。また、法改正により包括的支援事
業に位置づけられた「地域ケア会議」等体制強化を図る。

老人福祉施設（老人ホーム）入所措置

事業の
内　容

　おおむね６５歳以上で、身体上、精神上または環境上の理由及び経
済的な事情により在宅での生活が困難な人に対する相談や助言を行う
とともに、必要に応じて老人ホームへの入所措置を行う。入所後は継
続的に入所の要否判定を行う。

高齢者在宅福祉サービス事業

事業の
内　容

　在宅で日常生活を営む上で支障をきたしている、ひとり暮らし高齢
者や要介護高齢者を介護している家族等の支援を行う。

緊急時連絡システム事業

事業の
内　容

　６５歳以上のひとり暮らしや、世帯員の就労等により一日の大半が
ひとり暮らしとなる方で、脳血管疾患等により常時注意を要する方の
自宅に緊急時連絡システムを設置し、安心して日常生活が送られるよ
う支援する。また、６５歳以上の希望者も疾患要件に限らず市県民税
の課税状況により実費負担で設置サービスを提供する。

第９期計画進行管理 第９期計画進行管理
第１０期計画策定

第９期計画進行管理
第１０期計画策定

地域包括ケア体制及
びプログラムの推進
個別避難計画

地域包括ケア体制及
びプログラムの推進
個別避難計画

地域包括ケア体制及
びプログラムの推進
個別避難計画

業務委託
高齢者あんしん相談
センター業務運営
（５か所）
地域ケア会議推進

業務委託
高齢者あんしん相談
センター業務運営
（５か所）
地域ケア会議推進

業務委託
高齢者あんしん相談
センター業務運営
（５か所）
地域ケア会議推進

養護老人ホーム入所
措置費２人分

養護老人ホーム入所
措置費２人分

養護老人ホーム入所
措置費２人分

訪問理美容サービス
事業
日常生活用具購入費
助成
救急医療情報キット
配布事業

訪問理美容サービス
事業
日常生活用具購入費
助成
救急医療情報キット
配布事業

訪問理美容サービス
事業
日常生活用具購入費
助成
救急医療情報キット
配布事業

緊急時連絡システム
の設置
高齢者見守り通報シ
ステムの設置

緊急時連絡システム
の設置
高齢者見守り通報シ
ステムの設置

緊急時連絡システム
の設置
高齢者見守り通報シ
ステムの設置
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
171 171 171 

23,000 23,000 23,000 

6,480 5,500 5,500 

6,678 6,678 6,678 

25,260 25,260 25,260 

508 508 508 

3,301 3,301 3,301 

3,718 3,718 3,718 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 長寿応援課

一般会計 長寿応援課

一般会計 長寿応援課

一般会計 長寿応援課

介護保険特別会計 長寿応援課

介護保険特別会計 長寿応援課

介護保険特別会計 長寿応援課

介護保険特別会計 長寿応援課

介護保険利用者負担対策事業

事業の
内　容

　障がい者ホームヘルプサービスを利用していた低所得者の障がい者
に対して利用者負担を軽減し、また社会福祉法人等が提供する介護
サービスのうち、特に生計困難者に対して行う介護サービスの利用者
負担軽減に対し、市が当該社会福祉法人等に補助する。

介護保険利用者利用料負担軽減事業

事業の
内　容

　利用した介護保険サービスの自己負担額に対して、介護保険料第１
段階のうち老齢福祉年金受給者は５０％、前記以外の市民税非課税世
帯対象者は２５％の補助を行うもので、該当者には申請勧奨を行って
いる。

要介護高齢者手当支給事業

事業の
内　容

　住民税非課税世帯で、在宅の要介護４・５の人に月額5,000円を支
給する。
　※支払月：４月、８月、１２月（年３回）

敬老祝金等支給事業

事業の
内　容

　高齢者に対し敬老の意を表するとともに長寿を祝福するため、敬老
祝金を支給する。８８歳・９９歳の人には10,000円、１００歳の人に
は30,000円を配布する。
　また、町内会等で実施している地区敬老会に補助金を支給すること
により、地区の交流を深め、地域の活性化を図る。

一般介護予防事業

事業の
内　容

　高齢者が自身の心身状態を知り、早期から介護予防の必要性を認識
し自発的な取組を進められるよう、介護予防の普及啓発事業や把握事
業、地域リハビリテーション支援を推進していく。いろは百歳体操や
フレイルサポーター等市民が主体的に取り組み活躍できる仕組みを市
内全域で展開していく。

家族介護支援事業

事業の
内　容

　在宅で高齢者を介護している家族が介護から一時的に離れ、心身の
リフレッシュを図るための家族介護者交流事業等を開催する。

成年後見制度利用支援事業

事業の
内　容

　成年後見制度の利用が必要であるが、経済的な理由や申立人がいな
い等で利用することが困難な高齢者に支援を行う。

サポーター等その他事業

事業の
内　容

　住み慣れた地域で健康を維持し、安心して暮らせるように低栄養の
改善や会食を通じ、親睦を図る。併せて、高齢者の見守りと食の確保
のため、配食サービスを提供する。また、幅広い世代に認知症につい
ての知識を広めていくため、一般市民のみならず、市内全小・中学校
において認知症サポーター養成講座を実施していく。

利用者負担軽減額の
補助

利用者負担軽減額の
補助

利用者負担軽減額の
補助

介護保険料
第1段階
老齢福祉年金受給者
は50%
住民税非課税世帯は
25%

介護保険料
第1段階
老齢福祉年金受給者
は50%
住民税非課税世帯は
25%

介護保険料
第1段階
老齢福祉年金受給者
は50%
住民税非課税世帯は
25%

要介護高齢者手当支
給

要介護高齢者手当支
給

要介護高齢者手当支
給

祝金支給
地区敬老会補助金

祝金支給
地区敬老会補助金

祝金支給
地区敬老会補助金

介護予防普及啓発事
業
介護予防把握事業
地域介護予防活動支
援事業
地域リハビリテー
ション活動支援事業
フレイル予防プロ
ジェクト

介護予防普及啓発事
業
介護予防把握事業
地域介護予防活動支
援事業
地域リハビリテー
ション活動支援事業
フレイル予防プロ
ジェクト

介護予防普及啓発事
業
介護予防把握事業
地域介護予防活動支
援事業
地域リハビリテー
ション活動支援事業
フレイル予防プロ
ジェクト

介護者交流事業 介護者交流事業 介護者交流事業

成年後見制度利用支
援事業の実施

成年後見制度利用支
援事業の実施

成年後見制度利用支
援事業の実施

住宅改修、認知症サ
ポーター養成講座
等、配食サービス、
ふれあい健康交流会
介護サービス相談員
養成

住宅改修、認知症サ
ポーター養成講座
等、配食サービス、
ふれあい健康交流会
介護サービス相談員
事業

住宅改修、認知症サ
ポーター養成講座
等、配食サービス、
ふれあい健康交流会
介護サービス相談員
事業
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
1,433 1,433 1,433 

26,314 26,314 26,314 

103,448 103,448 103,448 

11,709 11,709 11,709 

1,286 1,286 1,286 

15,245 15,245 15,245 

10,160 10,160 10,160 

2,370 2,370 2,370 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

介護保険特別会計 長寿応援課

介護保険特別会計 長寿応援課

介護保険特別会計 長寿応援課

介護保険特別会計 長寿応援課

介護保険特別会計 長寿応援課

介護保険特別会計 長寿応援課

介護保険特別会計 長寿応援課

一般会計 長寿応援課

認知症高齢者見守り事業

事業の
内　容

　被保険者の地域における自立した日常生活支援のため、要援護高齢
者支援ネットワーク、高齢者ホッとあんしん見守りシステム機能を活
かし、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活していけるような体制
を整備する。また、認知症になっても地域で安心して暮らせるよう、
ＧＰＳ端末の貸与および見守りＳＯＳステッカーを交付する。

生活支援体制整備事業

事業の
内　容

　市全域を対象とする第１層、日常生活圏域を対象とする５箇所の高
齢者あんしん相談センターに第２層生活支援コーディネーターを配置
する。住み慣れた地域で暮らし続けるために必要な資源の把握及び発
掘・養成、助け合い・支え合いを広げる基盤づくりを住民主体で進め
るための協議体を設置し、協議を続けていく。

介護予防・生活支援サービス事業

事業の
内　容

介護予防・日常生活支援総合事業に基づき、住民等の多様な主体が
参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体
制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的な支援等を実施する。
現行相当サービス、緩和した基準によるサービスＡ、短期集中予防
サービスＣの実施　
対象：要支援者、事業対象者

介護予防ケアマネジメント事業

事業の
内　容

　要支援者及び事業対象者に該当した者に対し、介護予防及び日常生
活支援を目的とし、その心身の状況、環境等に応じ、第１号訪問事
業、第１号通所事業のほか一般介護予防事業や市の独自施策、市場よ
り提供される生活支援サービスも含め、要支援者等の状況にあった適
切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう援助を行う。

元気高齢者ボランティア制度

事業の
内　容

　市が指定する地域貢献活動、介護施設・高齢者あんしん相談セン
ターでボランティア活動を実施した場合にスタンプ１個を押印し、ス
タンプ１個５０円分とし、500円単位で5,000円分を上限に市内で使え
るお買物券に交換できる制度。

認知症総合支援事業

事業の
内　容

　受診が困難なケース等のため、医療専門職等による認知症初期集中
支援チームとともに、認知症地域支援推進員を設置し、関係機関の連
携により迅速できめ細かな支援の提供を開始する。また、「認知症カ
フェ」の開催などにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心し
て暮らせるまちづくりを進める。

在宅医療・介護連携推進事業

事業の
内　容

　医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医
療と介護を一体的に提供していくための体制の構築を進めるととも
に、朝霞地区医師会等や関係機関との連携を推進し、地域住民への普
及啓発や地域課題の抽出等、具体的な事業に取り組んでいく。

いきがいサロン事業

事業の
内　容

　運営委員会の企画により、歌声・手芸・絵手紙・ダーツ・囲碁等、
様々な事業を展開し、高齢者間のコミュニケーションを図り、いきが
いづくりを推進する。また、児童との交流を図り世代間交流の場づく
りも実施する。

要援護高齢者支援
ネットワーク会議・
研修の開催、高齢者
ホッとあんしん見守
りシステムの充実、
徘徊高齢者家族支援
事業

要援護高齢者支援
ネットワーク会議・
研修の開催、高齢者
ホッとあんしん見守
りシステムの充実、
徘徊高齢者家族支援
事業

要援護高齢者支援
ネットワーク会議・
研修の開催、高齢者
ホッとあんしん見守
りシステムの充実、
徘徊高齢者家族支援
事業

協議体・生活支援
コーディネータの設
置、生活支援体制の
整備

協議体・生活支援
コーディネータの設
置、生活支援体制の
整備

協議体・生活支援
コーディネータの設
置、生活支援体制の
整備

委託料・負担金等 委託料・負担金等 委託料・負担金等

介護予防ケアマネジ
メント事業業務委託
介護予防ケアマネジ
メントＡ

介護予防ケアマネジ
メント事業業務委託
介護予防ケアマネジ
メントＡ

介護予防ケアマネジ
メント事業業務委託
介護予防ケアマネジ
メントＡ

登録者数の増加
登録施設、施設ボラ
ンティアの拡大

登録者数の増加
登録施設、施設ボラ
ンティアの拡大

登録者数の増加
登録施設、施設ボラ
ンティアの拡大

認知症の早期発見・
早期対応や認知症ケ
アの向上、認知症サ
ポーターの活動促進

認知症の早期発見・
早期対応や認知症ケ
アの向上、認知症サ
ポーターの活動促進

認知症の早期発見・
早期対応や認知症ケ
アの向上、認知症サ
ポーターの活動促進

在宅医療・介護に関
する相談支援や普及
啓発、医療・介護関
係者の情報共有支援
や研修など

在宅医療・介護に関
する相談支援や普及
啓発、医療・介護関
係者の情報共有支援
や研修など

在宅医療・介護に関
する相談支援や普及
啓発、医療・介護関
係者の情報共有支援
や研修など

いきいきサロン
ふれあいサロン
運営業務委託２か所

いきいきサロン
ふれあいサロン
運営業務委託２か所

いきいきサロン
ふれあいサロン
運営業務委託２か所

- 22 -



（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
20,630 20,630 20,630 

36,648 36,648 36,648 

34,530 34,530 34,530 

2,361 2,361 2,361 

8,368 8,368 8,368 

46,656 243,851 1,300 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 長寿応援課

一般会計 長寿応援課

一般会計 長寿応援課

一般会計 長寿応援課

一般会計 長寿応援課

一般会計 長寿応援課

福祉センター運営事業

事業の
内　容

　レクリエーション等の集いの場として、高齢者の社会活動の参加を
促進するとともに、各種教室事業や介護予防事業を実施し、高齢者の
地域活動の拠点として、仲間づくりや孤立の予防、生きがいづくりを
支援する。

第二福祉センター運営事業

事業の
内　容

　レクリエーション等の集いの場として、高齢者の社会活動の参加を
促進するとともに、各種教室事業や介護予防事業を実施し、高齢者の
地域活動の拠点として、仲間づくりや孤立の予防、生きがいづくりを
支援する。

高齢者のいきがい応援事業

事業の
内　容

　世代交流事業やゲートボール場の整備等により、交流や生きがいづ
くりを推進し、またシルバー人材センターへの支援により、高齢者の
社会参画を進める。

老人クラブ支援事業

事業の
内　容

　高齢者が経験と知識を生かし、地域社会における奉仕活動や、会員
相互の親睦を深め、生活を健康で豊かなものにするために、補助金を
交付し、老人クラブの活動を支援する。

街なかふれあいサロン事業

事業の
内　容

　サロンは、「見守り」「声かけ」をはじめとする福祉活動を実施し
ている。地域包括支援センターが定期的に相談日を設け困っている高
齢者を専門機関につなげるなど、高齢者の日常生活の安全を確保して
いる。

地域密着型サービス等整備事業

事業の
内　容

　県の補助金を活用し、第９期介護事業計画期間において整備予定の
地域密着型サービス事業所の整備等に要する経費を補助する。

施設管理運営委託 施設管理運営委託 施設管理運営委託

施設管理運営委託 施設管理運営委託 施設管理運営委託

世代間交流事業、ゲ
ートボール場整備、
シルバー人材セン
ター補助、買物券事
業、運転免許証自主
返納啓発事業

世代間交流事業、ゲ
ートボール場整備、
シルバー人材セン
ター補助、買物券事
業、運転免許証自主
返納啓発事業

世代間交流事業、ゲ
ートボール場整備、
シルバー人材セン
ター補助、買物券事
業、運転免許証自主
返納啓発事業

補助金交付
高齢者レクリエー
ション事業業務委託
高齢者・子どもふれ
あい広場運営委託

補助金交付
高齢者レクリエー
ション事業業務委託
高齢者・子どもふれ
あい広場運営委託

補助金交付
高齢者レクリエー
ション事業業務委託
高齢者・子どもふれ
あい広場運営委託

街なかふれあいサロ
ン事業運営業務委託
いろは元気サロンカ
フェ運営業務委託
スペース・わ
ふれあいサロンあざ
み

街なかふれあいサロ
ン事業運営業務委託
いろは元気サロンカ
フェ運営業務委託
スペース・わ
ふれあいサロンあざ
み

街なかふれあいサロ
ン事業運営業務委託
いろは元気サロンカ
フェ運営業務委託
スペース・わ
ふれあいサロンあざ
み

介護保険事業計画に
基づく、地域密着型
サービス事業所の整
備等

介護保険事業計画に
基づく、地域密着型
サービス事業所の整
備等

介護保険事業計画に
基づく、地域密着型
サービス事業所の整
備等
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
541 541 541 

323 323 323 

19,837 19,837 19,837 

4,990 4,990 4,990 

3,738 3,738 3,738 

716 716 716 

第１章　１－４　市民が協働するまちづくり

□施策の体系

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 秘書課

一般会計 市民活動推進課

一般会計 市民活動推進課

一般会計 市民活動推進課

一般会計 市民活動推進課

一般会計 市民活動推進課

市 民 が 協 働 す る ま ち づ く り  市民がもっと主役となる市民主体の自治の実現

 市民参加と協働の推進

 地域コミュニティの活性化

 コミュニティ拠点の整備

市政功労者表彰事業

事業の
内　容

　市政の振興に寄与し、または市民の模範と認められる行為があった
方々を表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とし、表
彰を行う。

後世に残る志木市の目玉イベントの創出事業

事業の
内　容

　後世に残る志木市の目玉イベントの創出に向け、関係団体等の実情
及び要望の確認や協議、実施主体の立ち上げ、開催内容の検討を進め
る。

町内会活動等支援・育成補助事業

事業の
内　容

　自主的な住民組織である町内会の健全な発展とコミュニティ活動を
推進するため補助金を交付し、住民の自治活動の活性化や地域自治の
振興等、豊かな地域社会づくりを推進する。　
　また、町内会長会議等で地域課題について意見交換するとともに、
問題解決を図る。

コミュニティ及びボランティア振興事務

事業の
内　容

  ①団体への支援　志木市コミュニティ協議会への補助金
　②市民活動への支援　まちづくり推進バンク
　③防災協定等を締結している地域との交流支援
　④コミュニティ掲示板維持管理
　⑤平和の語りべ事業

元気の出るまちづくり活動支援事業

事業の
内　容

　①地域活性化活動（１年度内１回）
　②団体交流活動（１年度内１回）
　③地域リサイクル活動（１年度内請求５回まで）
　④研修バス事業（１年度内１回）
　⑤地域間交流事業（１年度内１回）

新たな地域コミュニティづくり推進事業

事業の
内　容

　特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）に基づき、市内にのみ事務所を
置くＮＰＯ法人に係る設立や定款変更の認証などの事務を行う。
　また、市が認証したＮＰＯ法人が設立後３年間に実施する事業に対
して、事業費の補助を行う。

市政の振興に寄与、
または市民の模範と
認められる人の表彰

市政の振興に寄与、
または市民の模範と
認められる人の表彰

市政の振興に寄与、
または市民の模範と
認められる人の表彰

目玉イベントの実施
内容等の検討

目玉イベントの実施
内容等の検討、実施

目玉イベントの実施

町内会加入促進支援
事業
町内会活動等支援・
育成補助事業
町内会補助
町内会連合会補助

町内会加入促進支援
事業
町内会活動等支援・
育成補助事業
町内会補助
町内会連合会補助

町内会加入促進支援
事業
町内会活動等支援・
育成補助事業
町内会補助
町内会連合会補助

コミュニティ協議会
補助
志木市まちづくり推
進バンクの運用
地域間交流の実施
コミュニティ掲示板
の維持管理

コミュニティ協議会
補助
志木市まちづくり推
進バンクの運用
地域間交流の実施
コミュニティ掲示板
の維持管理

コミュニティ協議会
補助
志木市まちづくり推
進バンクの運用
地域間交流の実施
コミュニティ掲示板
の維持管理

元気の出るまちづく
り活動報奨金支給事
業の周知

元気の出るまちづく
り活動報奨金支給事
業の周知

元気の出るまちづく
り活動報奨金支給事
業の周知

ＮＰＯ法人認証事務
及び活動支援事業

ＮＰＯ法人認証事務
及び活動支援事業

ＮＰＯ法人認証事務
及び活動支援事業
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
2,230 2,230 2,230 

246 246 246 

2,400 2,400 2,400 

19,949 24,194 24,194 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 市民活動推進課

一般会計 市民活動推進課

一般会計 市民活動推進課

一般会計 市民活動推進課

コミュニティふれあいサロン設置支援事業

事業の
内　容

　地域の有用な社会資源である空き家・空き店舗等を活用し、高齢者
等が歩いて気軽に集えるコミュニティふれあいサロンを運営する。
　また、町内会館を活用した「コミュニティふれあいサロン」の設立
を支援するため、補助金を交付するとともに、地域コミュニティの醸
成を図る。

アクティブシニア等の社会参加支援事業

事業の
内　容

　貴重な地域資源である市民が、さまざまな資格や経験を活かし、興
味・関心のある地域活動に参加することができるよう支援するもので
ある。

コミュニティ拠点整備支援事業

事業の
内　容

　町内会館の改修費用等の一部を補助する。

ふれあい館「もくせい」管理運営事業

事業の
内　容

　ふれあい館「もくせい」の施設管理のほか、世代間交流や健康維持
増進事業など地域の特徴を踏まえた事業を実施する。

町内会館等を活用し
たコミュニティふれ
あいサロンを設置

町内会館等を活用し
たコミュニティふれ
あいサロンを設置

町内会館等を活用し
たコミュニティふれ
あいサロンを設置

アクティブシニア等
社会参加支援事業の
開催

アクティブシニア等
社会参加支援事業の
開催

アクティブシニア等
社会参加支援事業の
開催

コミュニティ拠点整
備支援事業補助

コミュニティ拠点整
備支援事業補助

コミュニティ拠点整
備支援事業補助

受託者による施設の
管理運営

受託者による施設の
管理運営

受託者による施設の
管理運営
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
231 11,264 231 

1,139 1,139 1,139 

775 775 775 

2,439 2,439 2,439 

953 953 953 

309 309 309 

第１章　１－５　一人ひとりが輝くまちづくり

□施策の体系

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 政策推進課

一般会計 子ども支援課

一般会計 政策推進課

一般会計 総合窓口課

一般会計 生涯学習課

一般会計 政策推進課

一 人 ひ と り が 輝 く ま ち づ く り  男女共同参画の推進

 ＤＶの根絶と被害者支援

 人権啓発・教育の推進

 就業支援の充実と労働環境の整備

 異文化交流の支援

男女共同参画社会の啓発事業

事業の
内　容

　第６次志木市男女共同参画基本計画に基づき、男女共同参画社会の
実現を目指した啓発活動を行う。
　基本計画の推進状況を把握し、年次報告書により公表する。
　また、市民意識調査を実施し、次期男女共同参画基本計画の策定準
備を行う。

配偶者暴力相談支援等事業

事業の
内　容

　配偶者暴力相談及び女性・男性相談の対応について、連携支援体制
を整えることにより、迅速かつ適切な支援を行う。

人権啓発事業

事業の
内　容

　あらゆる人権問題の解消に向け、人権教育及び人権啓発を推進し、
市民一人ひとりがお互いの人権を尊重しあえる社会の実現に努める。

市民相談事業

事業の
内　容

　市民に広く相談の機会を提供するため、法律事務所への委託による
法律相談と委嘱相談員による行政相談及び人権相談を実施する。

人権教育推進事業

事業の
内　容

　人権を侵害する様々な差別問題の解決を目指して、各種テーマによ
る人権研修会、公民館等での研修会を実施する。

人権擁護委員事務

事業の
内　容

　すべての人の人権を守る人権擁護委員の活動を支援する。
　小学校２校で実施する人権の花運動や全国中学生人権作文コンテス
トへの参加作品の募集、さいたま人権擁護委員協議会西部部会に係る
事務などを行う。

男女共同参画審議会
開催
年次報告書作成
審議会委員改選
次期共同参画基本計
画策定・意識調査

男女共同参画審議会
開催
年次報告書作成
審議会委員改選
次期共同参画基本計
画策定

男女共同参画審議会
開催
年次報告書作成
審議会委員改選

ＤＶ相談
女性・男性相談

ＤＶ相談
女性・男性相談

ＤＶ相談
女性・男性相談

企業人権問題研修会
北足立郡市町同和対
策推進協議会

企業人権問題研修会
北足立郡市町同和対
策推進協議会

企業人権問題研修会
北足立郡市町同和対
策推進協議会

行政相談
人権相談
法律相談
合同相談

行政相談
人権相談
法律相談
合同相談

行政相談
人権相談
法律相談
合同相談

人権研修会を５回、
いろは遊学館等の研
修会を各１回開催
し、様々な人権教育
の充実に努める。

人権研修会を５回、
いろは遊学館等の研
修会を各１回開催
し、様々な人権教育
の充実に努める。

人権研修会を５回、
いろは遊学館等の研
修会を各１回開催
し、様々な人権教育
の充実に努める。

人権の花運動の実施
や全国中学生人権作
文コンテストへの参
加作品の募集、さい
たま人権擁護委員協
議会西部部会に係る
事務など

人権の花運動の実施
や全国中学生人権作
文コンテストへの参
加作品の募集、さい
たま人権擁護委員協
議会西部部会に係る
事務など

人権の花運動の実施
や全国中学生人権作
文コンテストへの参
加作品の募集、さい
たま人権擁護委員協
議会西部部会に係る
事務など
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
1,010 1,010 1,010 

169 169 169 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 産業観光課

一般会計 市民活動推進課

勤労者対策・相談事業

事業の
内　容

　一般求職者やその保護者、シニア世代、子育て中の方など様々な世
代に対し、ジョブスポットしきと連携しながら就職支援を図る。ま
た、中小企業退職金共済制度への加入促進を図り、事業者に掛け金の
一部を補助することで、福祉向上と雇用の安定化に取り組む。

国際化対応事務

事業の
内　容

　市内在住の外国人住民に対して、市民ボランティアが市役所や学校
での申請や相談時に通訳し、外国人住民が生活しやすい環境を整え
る。また、必要に応じて翻訳も行いサポートする。

職業意識形成
就職基礎能力の支援


職業意識形成
就職基礎能力の支援


職業意識形成
就職基礎能力の支援


外国人申請・相談サ
ポート事業
やさしい日本語研修
国際交流団体連絡会
の開催

外国人申請・相談サ
ポート事業
やさしい日本語研修
国際交流団体連絡会
の開催

外国人申請・相談サ
ポート事業
やさしい日本語研修
国際交流団体連絡会
の開催
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第２章　市民を支える快適なまちづくり

健康、福祉、生涯学習、スポーツ

健 康 に 暮 ら せ る ま ち づ く り  健康意識の向上と健康管理

 健康的な生活習慣の推進

 地域のつながりを生かした健康づくりの推進

 地域医療体制の充実

 国民健康保険事業等の安定運営

福 祉 が 充 実 し た ま ち づ く り  地域で支え合うまちづくり

 安心して生活するためのサービスが受けられるまちづくり

 利用者の立場に立ったサービスの充実

 障がい者の社会参加の促進と環境整備

 生活困窮者への継続的な支援

 国民年金制度の周知

豊 か な 文 化 を 育 む ま ち づ く り  さまざまな学習機会の提供

 生涯にわたり学ぶことができる環境づくり

 学びで支えるまちづくり

 文化を育む活動の支援

ス ポ ー ツ を 楽 し む ま ち づ く り  健康ライフスタイルの支援

 スポーツ・レクリエーション活動の支援

 スポーツ施設の整備・活用
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
125,085 125,085 125,085 

6,628 6,628 6,628 

10,293 10,293 10,293 

15,601 15,601 15,601 

10,687 10,687 10,687 

1,031 1,031 1,031 

第２章　２－１　健康に暮らせるまちづくり

□施策の体系

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 健康政策課

一般会計 健康増進センター

一般会計 健康政策課

一般会計 健康政策課

一般会計 健康政策課

一般会計 健康増進センター

健 康 に 暮 ら せ る ま ち づ く り  健康意識の向上

 健康的な生活習慣の推進

 市民力を生かした健康づくりの推進

 地域医療体制の充実

 国民健康保険事業等の安定運営

がん検診等受診促進事業

事業の
内　容

　がんの早期発見・早期治療に結び付けるため、未受診者対策である
自己採取ＨＰＶ検査やＡＩを活用した受診勧奨事業を展開し、受診率
向上を目指す。
　また、精度管理において精密検査実施状況を把握し、精密検査受診
率９０％を目指す。

健康増進事業（健康教育・健康診査）

事業の
内　容

　いろは健康２１プラン＜第５期＞／志木市食育推進計画＜第３期＞
に基づき、健康寿命の延伸と、生活習慣病予防を目的として、市民へ
の健康教育・健康診査事業や食育推進事業等を実施する。

がん検診無料化事業

事業の
内　容

　子宮頸がん、乳がん及び大腸がん検診について、一定の年齢を対象
として無料クーポン券を配布し、受診率向上を目指す。

健康寿命のばしマッスルプロジェクト事業

事業の
内　容

　事業参加者に活動量計等を貸与し、歩数や体組成など定期的に測定
した数値や、健康増進につながる行動をした場合にポイントが獲得で
きる事業。獲得したポイントは地域お買物券に交換ができ、楽しみな
がら健康づくりを継続できる仕組みとなっている。健康寿命の延伸、
医療費適正化を目指している。

いろは健康２１プラン等推進事業

事業の
内　容

　市の健康増進計画である「いろは健康２１プラン（第５期）」や
「志木市食育推進計画（第３期）」、「志木市歯と口腔の健康プラン
（第３期）」に基づき、「健康寿命日本一のまちづくり　～100年の
未来！ すべての市民が いきいきとかがやく いろは健康都市の実現
へ～」を基本理念に掲げ、市民の健康寿命の延伸を目指した施策を推
進する。

こころの健康づくり事業

事業の
内　容

　令和６年度からの第２期自殺対策計画施行にあたり、相談機関等の
普及啓発や若年層の対策、さらに人材育成や相談支援体制の整備を体
系的に進め強化する。第２期自殺対策計画は、計画期間を令和６年度
から令和１７年度とし、自殺対策大綱の改定に合わせ、令和１１年度
に中間見直しを実施予定。

各種がん検診、肝炎
ウイルス検診、生活
保護受給者の健康診
査、子宮頸がん検診
未受診者に対する自
己採取検査

各種がん検診、肝炎
ウイルス検診、生活
保護受給者の健康診
査、子宮頸がん検診
未受診者に対する自
己採取検査

各種がん検診、肝炎
ウイルス検診、生活
保護受給者の健康診
査、子宮頸がん検診
未受診者に対する自
己採取検査

健康相談
健康教育
健康診査
食育推進事業

健康相談
健康教育
健康診査
食育推進事業

健康相談
健康教育
健康診査
食育推進事業

乳がん検診無料化事
業、子宮頸がん検診
無料化事業、大腸が
ん検診無料化事業

乳がん検診無料化事
業、子宮頸がん検診
無料化事業、大腸が
ん検診無料化事業

乳がん検診無料化事
業、子宮頸がん検診
無料化事業、大腸が
ん検診無料化事業

いろは健康ポイント
事業の継続実施

いろは健康ポイント
事業の継続実施

いろは健康ポイント
事業の継続実施

志木っ子元気！子ども
の健康づくりプロジェ
ク ト 、 ス マ ー ト ・
ウォーカー育成講座、
ノルディックウォーキ
ング・ポールウォーキ
ング全国大会の開催な
ど、計画に基づいた各
種事業の実施

志木っ子元気！子ども
の健康づくりプロジェ
ク ト 、 ス マ ー ト ・
ウォーカー育成講座、
ノルディックウォーキ
ング・ポールウォーキ
ング全国大会の開催な
ど、計画に基づいた各
種事業の実施

志木っ子元気！子ども
の健康づくりプロジェ
ク ト 、 ス マ ー ト ・
ウォーカー育成講座、
ノルディックウォーキ
ング・ポールウォーキ
ング全国大会の開催な
ど、計画に基づいた各
種事業の実施

こころの健康づくり
事業、自殺予防対策
事業、志木市自殺予
防対策庁内連絡会議
を開催

こころの健康づくり
事業、自殺予防対策
事業、志木市自殺予
防対策庁内連絡会議
を開催

こころの健康づくり
事業、自殺予防対策
事業、志木市自殺予
防対策庁内連絡会議
を開催
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
5,250 5,250 5,250 

981 451 451 

19,671 19,671 19,671 

4,725 4,725 4,725 

2,485 2,485 2,485 

727 727 727 

4,796 4,796 4,796 

242 242 242 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 健康増進センター

一般会計 健康政策課

一般会計 健康増進センター

一般会計 健康政策課

一般会計 健康政策課

一般会計 健康政策課

一般会計 健康政策課

一般会計 健康政策課

歯科口腔保健事業

事業の
内　容

　志木市歯と口腔の健康プランに基づき、５歳児親子いっしょに歯科
検診等を実施し、むし歯予防等の歯科保健事業を行う。

おいしく減塩！「減らソルト」プロジェクト事業

事業の
内　容

　赤ちゃんから高齢者まで、すべての世代を対象にした減塩に関する
健康づくり事業を実施する。部局間連携のみならず、市民団体や民間
企業、大学との連携も図りながら事業を展開していく。

健康増進センター・西原ふれあいセンター管理運営

事業の
内　容

　健康増進センターは市民の健康増進を図るため、母子保健から成人
保健まで一貫した保健事業を実施する。併設する西原ふれあいセン
ターは、市民の地域活動や健康に関する活動を推進する地域活動の拠
点として、施設利用の促進を図る。

小児救急医療の充実

事業の
内　容

　朝霞地区および朝霞保健所管内にある２医療機関が当番日を定め、
休日及び夜間の小児救急患者に対応する。
　寄付研究講座支援事業については、小児救急医療に携わる医師の育
成及び確保並びに小児救急医療体制の充実を図るため、事業費の一部
を負担する。

地域保健医療等対策補助事業

事業の
内　容

　埼玉県及び朝霞地区４市で、地域医療団体等の安定した運営に資す
るため、運営費についての補助金を交付することにより、市民の健康
づくりの推進と、安全・安心な地域医療体制を構築する。

朝霞地区在宅当番医制運営事務負担金

事業の
内　容

　休日における救急医療の確保並びに救急医療知識の普及及び啓発を
図るため、朝霞地区医師会に委託して実施する在宅当番医制運営事業
に要する経費について補助金を交付する。

病院群輪番制病院の充実

事業の
内　容

　市民の救急医療を確保するため、朝霞地区の病院群が輪番制方式に
より行う休日及び夜間の第二次救急医療施設の運営に対し、事業費の
一部を負担する。

地域保健医療事務

事業の
内　容

　本市の地域医療向上のため、関係機関との緊密な連携を図ることを
目的として「志木市地域医療連絡協議会」を開催する。
　また、ＡＥＤの普及促進を図り、「志木市自動体外除細動器の管理
等に関する要綱」に基づき、市が公共施設等に設置したＡＥＤの適切
な使用と管理を行う。

５歳児親子いっしょ
に歯科検診
成人期歯科検診
歯と口腔に関する健
康教育

５歳児親子いっしょ
に歯科検診
成人期歯科検診
歯と口腔に関する健
康教育

５歳児親子いっしょ
に歯科検診
成人期歯科検診
歯と口腔に関する健
康教育

保育園及び小・中学
校の減塩給食の実
施、民間企業との連
携による普及活動、
減らソルトフェスタ
の開催など

保育園及び小・中学
校の減塩給食の実
施、民間企業との連
携による普及活動な
ど

保育園及び小・中学
校の減塩給食の実
施、民間企業との連
携による普及活動な
ど

健康増進センター及
び西原ふれあいセン
ターの管理運営

健康増進センター及
び西原ふれあいセン
ターの管理運営

健康増進センター及
び西原ふれあいセン
ターの管理運営

朝霞保健所管内小児
救急医療支援事業負
担金交付

朝霞保健所管内小児
救急医療支援事業負
担金交付

朝霞保健所管内小児
救急医療支援事業負
担金交付

朝霞地区看護専門学
校運営費・朝霞地区
医師会・朝霞地区歯
科医師会補助金交付
等

朝霞地区看護専門学
校運営費・朝霞地区
医師会・朝霞地区歯
科医師会補助金交付
等

朝霞地区看護専門学
校運営費・朝霞地区
医師会・朝霞地区歯
科医師会補助金交付
等

朝霞地区医師会に委
託して実施する在宅
当番医制運営事業に
要する経費について
の負担金交付

朝霞地区医師会に委
託して実施する在宅
当番医制運営事業に
要する経費について
の負担金交付

朝霞地区医師会に委
託して実施する在宅
当番医制運営事業に
要する経費について
の負担金交付

朝霞地区病院群輪番
制病院運営費負担金
交付

朝霞地区病院群輪番
制病院運営費負担金
交付

朝霞地区病院群輪番
制病院運営費負担金
交付

志木市地域医療連絡
協議会の開催、ＡＥ
Ｄの普及促進

志木市地域医療連絡
協議会の開催、ＡＥ
Ｄの普及促進

志木市地域医療連絡
協議会の開催、ＡＥ
Ｄの普及促進
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
44,194 44,194 44,194 

30,978 30,978 30,978 

744,774 744,774 744,774 

82,003 82,003 82,003 

30,616 30,616 30,616 

40,623 40,623 40,623 

14,548 14,548 14,548 

34,355 37,353 37,353 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 健康政策課

国民健康保険特別会計 保険年金課

一般会計 保険年金課

国民健康保険特別会計 保険年金課

一般会計 保険年金課

一般会計 保険年金課

国民健康保険特別会計 保険年金課

国民健康保険特別会計 保険年金課

地域医療推進事務

事業の
内　容

　移譲先の民間病院への施設整備費等の補助等、地域医療推進に必要
な事務を行う。

国保助成金交付事業

事業の
内　容

　国民健康保険被保険者の生活習慣病等の疾病の早期発見及び予防並
びに健康の保持・増進を目的とし、被保険者が受ける人間ドック検診
に対し、その費用の一部を補助する。

後期高齢者医療制度医療費定率負担分負担事業

事業の
内　容

　１割負担及び２割負担の被保険者の療養の給付等に要する費用の額
のうち、市町村は１２分の１に相当する額を、定率分として負担す
る。

特定健康診査・特定保健指導事業

事業の
内　容

　第４期特定健康診査等実施計画に基づき、特定健診・特定保健指導
の受診率向上及び生活習慣病の発症と重症化を予防するため、より効
果的な保健事業を展開する。

後期高齢者助成金交付事業

事業の
内　容

　①【宿泊施設利用助成】年度内１回限り、利用者へ 2,000円を助成
する。 
　②【人間ドック検診費助成】受診者へ36,019円を上限に助成する。

後期高齢者健康診査負担事業

事業の
内　容

　後期高齢者医療保険の被保険者を対象に、生活習慣病の予防及び早
期発見・早期治療を目的とする保健事業の一環として実施している。
基本的には国民健康保険が実施している特定健康診査と同様の事業で
ある。

国保保健事業

事業の
内　容

　被保険者の健康寿命の延伸と国保医療費の適正化を目的に、啓発事
業を実施するほか、生活習慣病の発症予防事業及び重症化対策事業を
行う。
　また、適正受診やポリファーマシー対策のため、重複頻回受診・重
複多剤服薬者に対し、委託による健康相談を実施する。

国民健康保険事務補助業務

事業の
内　容

　国民健康保険業務における迅速な事務処理及び窓口サービスの向上
のため、以下の一部事務について業務委託する。
①高額療養費支給事務　②診療報酬明細書過誤報告事務　③保養施設
利用補助金支給事務　④資格の得喪その他各種窓口受付事務

移譲先の民間病院へ
の施設設備費等の補
助

移譲先の民間病院へ
の施設設備費等の補
助

移譲先の民間病院へ
の施設設備費等の補
助

人間ドックの実施 人間ドックの実施 人間ドックの実施

医療費定率負担分 医療費定率負担分 医療費定率負担分

特定健診・特定保健
指導事業

特定健診・特定保健
指導事業

特定健診・特定保健
指導事業

宿泊施設利用助成
人間ドック検診費助
成

宿泊施設利用助成
人間ドック検診費助
成

宿泊施設利用助成
人間ドック検診費助
成

健康診査負担事業 健康診査負担事業 健康診査負担事業

糖尿病性腎症重症化
予防対策事業の実施
医療費分析等の実施
重複頻回受診・重複
多剤服薬者支援事業

糖尿病性腎症重症化
予防対策事業の実施
医療費分析等の実施
重複頻回受診・重複
多剤服薬者支援事業

糖尿病性腎症重症化
予防対策事業の実施
医療費分析等の実施
重複頻回受診・重複
多剤服薬者支援事業

業務委託の実施 業務委託の実施 業務委託の実施
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
14,039 15,893 15,893 

6,731 6,731 6,731 

5,762 5,762 5,762 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

後期高齢者医療特別会計 保険年金課

一般会計 保険年金課

国民健康保険特別会計 保険年金課

後期高齢者医療関連業務委託

事業の
内　容

　①後期高齢者医療制度に関する窓口等対応事務全般
　②後期高齢者医療保険資格賦課に関する事務全般
　③後期高齢者医療保険給付に関する事務全般
　④後期高齢者医療保健事業に関する事務全般
　上記業務の事務補助

健診結果等管理事務

事業の
内　容

　高齢者の保健事業と介護予防を一体的に進めるため、人間ドック等
の健診データやレセプトデータ等から、高齢者の特性に合わせたきめ
細やかな健康支援事業を実施する。

健康意識啓発事業

事業の
内　容

　被保険者の健康の保持増進等を目的に啓発事業を実施するほか、国
民健康保険加入者が日本国内の宿泊保養施設を利用した場合、一人に
つき年度内１泊までを限度として市が補助金を支給する。
　国保医療費の適正化等を目的に啓発事業を実施する。

後期高齢者医療保険
制度窓口等対応事務
全般・資格賦課・保
険給付・保健事業に
関する業務委託

後期高齢者医療保険
制度窓口等対応事務
全般・資格賦課・保
険給付・保健事業に
関する業務委託

後期高齢者医療保険
制度窓口等対応事務
全般・資格賦課・保
険給付・保健事業に
関する業務委託

健康情報システムへ
の受診結果の入力
ハイリスク者に対す
る健康支援

健康情報システムへ
の受診結果の入力
ハイリスク者に対す
る健康支援

健康情報システムへ
の受診結果の入力
ハイリスク者に対す
る健康支援

国民健康保険保養施
設利用補助事業
医療費通知の発送
ジェネリック通知の
発送
書道コンクールの実
施

国民健康保険保養施
設利用補助事業
医療費通知の発送
ジェネリック通知の
発送
書道コンクールの実
施

国民健康保険保養施
設利用補助事業
医療費通知の発送
ジェネリック通知の
発送
書道コンクールの実
施
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
2,946 2,946 2,946 

10,410 10,410 10,410 

1,161 1,161 1,161 

3,586 3,586 3,586 

57,928 47,548 47,548 

47,098 47,098 47,098 

第２章　２－２　福祉が充実したまちづくり

□施策の体系

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 総合窓口課

一般会計 生活援護課

一般会計 生活援護課

一般会計 生活援護課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

福 祉 が 充 実 し た ま ち づ く り  地域で支え合うまちづくり

 安心して生活するためのサービスが受けられるまちづくり

 利用者の立場に立ったサービスの充実

 障がい者の社会参加の促進と環境整備

 生活困窮者への継続的な支援

 国民年金制度の周知

市民葬祭事業

事業の
内　容

　市葬祭条例に基づいた仕様で葬儀を実施して、葬儀費用補助金計算
額が３６万円以下の場合に、４万円を補助金として交付する。

民生委員・児童委員活動の推進

事業の
内　容

　民生委員・児童委員は、民生委員法に基づき、地域の社会福祉の増
進を図るための活動を行っており、支援として民生委員・児童委員協
議会に補助金を交付する。

行旅死亡人等事務

事業の
内　容

　行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づき、主に行旅死亡人等の葬祭に
関する業務等を行う。
　なお、引き取り手の無い遺体についても墓地埋葬に関する法律の基
づき、行旅死亡人取扱法に準じた処理を行っている。

災害弔慰金等支給事業

事業の
内　容

　暴風豪雨等の自然災害により、死亡等の被災した市民に対し、災害
弔慰金及び見舞金を支給するとともに、法に基づく災害援護資金の貸
し付けを行う。

総合福祉センター運営・指定管理事業

事業の
内　容

  公の施設の管理方針に基づき、指定管理運営を行う。

社会福祉協議会補助事業

事業の
内　容

　志木市社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき設置され、地域福祉
の推進を目的とする民間団体であり、事務処理及び活動体制の整備に
より地域福祉の充実を推進するため、補助金を交付し活動を支援す
る。

負担金補助 負担金補助 負担金補助

補助金交付 補助金交付 補助金交付

行旅死亡人取扱法に
基づく行旅病人の救
護事務

行旅死亡人取扱法に
基づく行旅病人の救
護事務

行旅死亡人取扱法に
基づく行旅病人の救
護事務

自然災害等の災害弔
慰金の支給等

自然災害等の災害弔
慰金の支給等

自然災害等の災害弔
慰金の支給等

指定管理者による管
理運営
照明のＬＥＤ化
防犯カメラ設置工事

指定管理者による管
理運営

指定管理者による管
理運営

運営費補助（職員人
件費）

運営費補助（職員人
件費）

運営費補助（職員人
件費）
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
7,186 116 116 

799 799 799 

4,328 2,458 2,458 

7,909 7,909 7,909 

3,977 4,500 4,500 

1,802 1,802 1,802 

11,356 11,356 11,356 

25,496 25,537 25,537 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 共生社会推進課

一般会計 生活援護課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

地域福祉計画の策定と推進

事業の
内　容

　地域福祉の総合的な柱である地域福祉計画について、地域を支える
市民や各種団体などと積極的な対話を通じ、令和２年度から令和６年
度までを計画期間とする第４期計画を推進し、令和６年度は、令和７
年度からの第５期計画を策定し、志木市地域福祉推進委員会において
進捗等管理していく。

生活援護事務

事業の
内　容

　火災、風水害、その他不慮の災害を受けた市民に対し、弔慰金及び
見舞金等を贈呈する。

共生社会推進事務

事業の
内　容

　福祉有償運送協議会事務
  社会福祉主事の研修（部全体）
　国県支出金の償還（部全体）等

障がい者コミュニケーション支援事業

事業の
内　容

　聴覚や音声・言語機能に障がいがある人の意志疎通支援のため、手
話通訳者や要約筆記者を派遣する。
　また、手話通訳者の養成を図るため講習会を実施する。

地域生活支援事業等事務

事業の
内　容

　重度の障がい者の日常生活の環境改善と自力更生を促進するため、
居宅の改造に要する経費の一部を補助（所得制限あり）する。障がい
者が、地域で安心して暮らしていけるような、地域共生社会の実現を
目指す。

成年後見制度利用支援事業

事業の
内　容

 成年後見制度の利用について、知的障がいや精神障がいなどにより
判断能力が低下している障がい者で、経済的な理由や申立て人がいな
い等で利用することが困難な障がい者に対し、市長申立て等の支援を
行う。また、後見等報酬の助成も行う。

障がい者等相談支援事業

事業の
内　容

　障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の必須事業の一つであ
り、障がい者および家族等の相談に応じ、必要な情報の提供等の援助
等を行う。

障がい者基幹相談支援センター事業

事業の
内　容

　地域共生社会の実現を目指して、新たに志木市基幹相談支援セン
ターを設置し、志木市後見ネットワークセンター、生活相談センター
と総合相談窓口を一元的かつ専門的な支援体制を整備する。複雑化す
る課題に対し、高齢・障がい・子育て世代等を横断的に支援調整の組
み立てを行う。

第４期地域福祉計画
の推進、第５期地域
福祉計画の策定

第５期地域福祉計画
の推進

第５期地域福祉計画
の推進

災害時における災害
弔慰金・見舞金の贈
呈

災害時における災害
弔慰金・見舞金の贈
呈

災害時における災害
弔慰金・見舞金の贈
呈

福祉に関する事務の
一部について、統括
等な事務
バス停撤去等
折返場原状回復

福祉に関する事務の
一部について、統括
等な事務

福祉に関する事務の
一部について、統括
等な事務

手話通訳や要約筆記
の派遣事業等の実施
及び手話講習会（入
門・基礎）の実施

手話通訳や要約筆記
の派遣事業等の実施
及び手話講習会（入
門・基礎）の実施

手話通訳や要約筆記
の派遣事業等の実施
及び手話講習会（入
門・基礎）の実施

重度の障がい者の住
居等改造に要する経
費の一部補助等
災害時要支援者個別
避難計画福祉専門職
作成費用

重度の障がい者の住
居等改造に要する経
費の一部補助等
災害時要支援者個別
避難計画福祉専門職
作成費用

重度の障がい者の住
居等改造に要する経
費の一部補助等
災害時要支援者個別
避難計画福祉専門職
作成費用

成年後見制度の利用
支援及び後見人の報
酬助成

成年後見制度の利用
支援及び後見人の報
酬助成

成年後見制度の利用
支援及び後見人の報
酬助成

相談支援事業を委託
して実施
障がい者や家族から
の相談業務等

相談支援事業を委託
して実施
障がい者や家族から
の相談業務等

相談支援事業を委託
して実施
障がい者や家族から
の相談業務等

市内の障がい（児）
福祉事業者を指導・
支援
必要な機能等の整
備・充実

市内の障がい（児）
福祉事業者を指導・
支援
必要な機能等の整
備・充実

市内の障がい（児）
福祉事業者を指導・
支援
必要な機能等の整
備・充実
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
15,906 14,134 14,134 

36,163 36,163 36,163 

2,035,293 2,035,293 2,035,293 

61,882 61,882 61,882 

138,120 138,120 138,120 

4,529 4,529 4,529 

10,373 10,373 10,373 

20,456 20,456 20,456 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

成年後見制度促進事業

事業の
内　容

　法の趣旨に基づき、認知症高齢者や障がい者及び子ども等、判断能
力が不十分な方の財産や権利を守るため、法律専門職と福祉専門職が
横断的・専門的に相談を行う基幹的機能を持つセンターを設置するも
のである。併せて、後見制度に関する普及啓発や市民後見人の育成、
支援を行う。

生活困窮者自立支援事業

事業の
内　容

　生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業及び家計改善支援
事業、就労準備支援事業を実施する。

自立支援介護・訓練等給付

事業の
内　容

　障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく介護給付費や訓練等給付
費等の支給を適切に給付することにより、障がい者本人の自立支援及
び介護者支援等を行う。市に地域生活支援拠点届出を行った事業者に
対して、法令に基づく加算を支払う。

重度心身障がい者手当支給事業

事業の
内　容

　対象者（障がい者）からの申請に基づき、令和６年度より月額５，
０００円の手当を年２回（３・９月）６月（つき）分まとめて支給す
る。
　ただし、市民税課税者は、支給対象外とする。

重度心身障がい者医療費助成事業

事業の
内　容

　重度障がい者（身障１～３級、療育Ⓐ、Ａ、Ｂ、精神障害者保健福
祉手帳１級(入院は除く。)及び後期高齢者医療制度の障がい認定を受
けた人）に医療費の自己負担分を助成して、福祉の増進を図る。

重症心身障がい児短期入所事業

事業の
内　容

　朝霞地区４市で心身障害児総合医療療育センター内に短期入所のた
めのベッドを１床確保し、重症心身障がい児者を受け入れ、介護者の
支援を行う。人工呼吸器を使用する等、医療的ケアを必要とする在宅
の重症心身障害児を介助する家族の精神的、身体的負担の軽減を図
る。

重度障がい者入浴サービス事業

事業の
内　容

　在宅で入浴が困難な重度の障がい者に対し、移動入浴車による入浴
援護を行い、障がい者や介護者の支援を行う。

障がい者支援施設負担金

事業の
内　容

　朝霞地区一部事務組合（構成市　朝霞市、志木市、和光市、新座
市）の「すわ緑風園」及び朝霞地区福祉会（構成市　朝霞市、志木
市、和光市）の「本部事務局」に対し、運営のための負担金を支出す
る。

成年後見制度利用促
進基本計画の推進、
策定
中核機関・後見ネッ
トワークセンターの
運営と一次相談機関
との連携
市民後見人の支援

成年後見制度利用促
進基本計画の推進
中核機関・後見ネッ
トワークセンターの
運営と一次相談機関
との連携
市民後見人の支援

成年後見制度利用促
進基本計画の推進
中核機関・後見ネッ
トワークセンターの
運営と一次相談機関
との連携
市民後見人の支援

自立相談支援事業、
住居確保給付金の支
給、家計改善事業、
学習支援事業（不登
校・ひきこもり対策
事業）、就労準備支
援事業の実施

自立相談支援事業、
住居確保給付金の支
給、家計改善事業、
学習支援事業（不登
校・ひきこもり対策
事業）、就労準備支
援事業の実施

自立相談支援事業、
住居確保給付金の支
給、家計改善事業、
学習支援事業（不登
校・ひきこもり対策
事業）、就労準備支
援事業の実施

在宅支援及び施設入
所等に要する給付費

在宅支援及び施設入
所等に要する給付費

在宅支援及び施設入
所等に要する給付費

重度心身障がい者手
当の支給

重度心身障がい者手
当の支給

重度心身障がい者手
当の支給

重度障がい者の医療
費の一部負担金の助
成

重度障がい者の医療
費の一部負担金の助
成

重度障がい者の医療
費の一部負担金の助
成

朝霞地区４市で医療
機関内に１床を確保
し、短期入所事業を
実施
短期入所、日中一時
支援事業を重症心身
障害児が利用した際
に補助金を支給

朝霞地区４市で医療
機関内に１床を確保
し、短期入所事業を
実施
短期入所、日中一時
支援事業を重症心身
障害児が利用した際
に補助金を支給

朝霞地区４市で医療
機関内に１床を確保
し、短期入所事業を
実施
短期入所、日中一時
支援事業を重症心身
障害児が利用した際
に補助金を支給

移動入浴車による入
浴援護

移動入浴車による入
浴援護

移動入浴車による入
浴援護

「すわ緑風園」「朝
霞地区福祉会（本部
事務局）」に対する
運営費の負担金を支
出

「すわ緑風園」「朝
霞地区福祉会（本部
事務局）」に対する
運営費の負担金を支
出

「すわ緑風園」「朝
霞地区福祉会（本部
事務局）」に対する
運営費の負担金を支
出
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
1,341 1,341 1,341 

9,860 6,042 6,042 

16,272 16,272 16,272 

2,040 2,040 2,040 

720 720 720 

6,021 6,021 6,021 

6,001 6,001 6,001 

18,436 18,436 18,436 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

障がい者生活ホーム事業

事業の
内　容

　障がい者の生活の場として事業所が実施する生活ホーム事業に対
し、補助を行い障がい者の生活を支援する。

障がい者自立支援給付等事務

事業の
内　容

　障がい福祉サービス利用者の障がい支援区分認定審査会を開催す
る。

特別障がい者手当等支給事業

事業の
内　容

　在宅で生活する重度の障がい(児)者に対し、特に必要とされる介護
等の負担軽減を図るため支給される手当であるが、政令で定めるとこ
ろにより委任事務として市が実施。

難病患者入院見舞金支給事業

事業の
内　容

　難病疾患治療のために入院した難病患者を対象に、１会計年度に２
回まで、３万円の見舞金を支給する。

障がい者手帳診断書料補助事業

事業の
内　容

　障がい者の経済的負担の軽減を図るため、手帳申請にかかる診断書
料を助成する。

精神障がい者通院医療費助成事業

事業の
内　容

　精神障がい者（自立支援医療の精神通院医療受給者）に医療費の自
己負担分を助成して、経済的負担の軽減を図る。

重度心身障がい者医療事務

事業の
内　容

　重度心身障がい者医療費助成に係る受給資格審査及び医療給付に伴
う事務。

重度障がい者タクシー券等交付事業

事業の
内　容

　重度障がい者の日常生活の移動支援を行う。タクシーの初乗り運賃
を補助する福祉タクシー利用券または自動車等燃料の助成、鉄道・バ
スの交通機関を利用するためのＩＣカードのチャージ料金補助の３制
度の中から、利用者が一つを選択する。

障がい者が生活する
生活ホームへの補助

障がい者が生活する
生活ホームへの補助

障がい者が生活する
生活ホームへの補助

障がい支援区分認定
調査及び認定審査に
関する事務の実施等
医療的ケア児等総合
支援事業等

障がい支援区分認定
調査及び認定審査に
関する事務の実施等
医療的ケア児等総合
支援事業等

障がい支援区分認定
調査及び認定審査に
関する事務の実施等
医療的ケア児等総合
支援事業等

特別障がい者手当等
の支給

特別障がい者手当等
の支給

特別障がい者手当等
の支給

難病患者入院見舞金
の支給

難病患者入院見舞金
の支給

難病患者入院見舞金
の支給

補助金交付 補助金交付 補助金交付

精神障がい者通院医
療費の一部負担金の
助成

精神障がい者通院医
療費の一部負担金の
助成

精神障がい者通院医
療費の一部負担金の
助成

重度心身障がい者医
療費に要する経費

重度心身障がい者医
療費に要する経費

重度心身障がい者医
療費に要する経費

福祉タクシー利用補
助事業
自動車等燃料費助成
事業
鉄道・バス利用料補
助事業

福祉タクシー利用補
助事業
自動車等燃料費助成
事業
鉄道・バス利用料補
助事業

福祉タクシー利用補
助事業
自動車等燃料費助成
事業
鉄道・バス利用料補
助事業
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
18,394 19,000 19,800 

3,600 3,600 3,600 

6,000 6,000 6,000 

4,416 4,416 4,416 

2,255 2,255 2,255 

6,600 6,600 6,600 

1,182 1,182 1,182 

8,800 8,800 8,800 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

重度障がい者日常生活用具給付事業

事業の
内　容

　障がい者等の日常生活を支援し、日常生活を過ごしやすくするため
の用具を給付する。

障がい(児)者生活サポート事業

事業の
内　容

　障がい者やその家族の暮らしを支援するため、ヘルパー派遣や一時
預かりをする団体に補助を行う。法定のホームヘルプサービスでは利
用することのできないサービス（通学や通所などの継続的に利用が見
込まれる送迎）などに対応する。

身体障がい児補装具費支給事業

事業の
内　容

　身体障がい児への補装具の交付や修理に係る費用の支給を行う。

朝霞地区福祉会（みつばすみれ学園）育成事業

事業の
内　容

　みつばすみれ学園に対し、児童福祉法に規定するサービス等の実施
のための運営費及び相談支援事業の負担金を朝霞地区福祉会構成市
(朝霞市、志木市、和光市)で負担する。

重度障がい児日常生活用具給付事業

事業の
内　容

　障がい児の日常生活を支援し、日常生活を過ごしやすくするための
用具を給付する。

機能訓練事業

事業の
内　容

　身体機能の維持、回復のために、理学療法士、作業療法士による機
能訓練事業を実施する。

日中一時介護者支援事業

事業の
内　容

　障がい（児）者が日中一時的に施設利用することで、障がい者等が
自立した日常生活又は社会生活を営み、介護者の負担軽減を図ること
を目的とする。

身体障がい者補装具費支給事業

事業の
内　容

　身体障がい者の失われた機能を補完するために必要な、補装具の交
付や修理に係る費用を支給する。

日常生活用具の給付 日常生活用具の給付 日常生活用具の給付

生活サポート事業所
に対する補助

生活サポート事業所
に対する補助

生活サポート事業所
に対する補助

身体障がい児の補装
具の交付及び修理に
係る費用の支給

身体障がい児の補装
具の交付及び修理に
係る費用の支給

身体障がい児の補装
具の交付及び修理に
係る費用の支給

「みつばすみれ学
園」の運営費及び相
談支援事業の負担金
の支出

「みつばすみれ学
園」の運営費及び相
談支援事業の負担金
の支出

「みつばすみれ学
園」の運営費及び相
談支援事業の負担金
の支出

日常生活用具の給付 日常生活用具の給付 日常生活用具の給付

障がい者の心身の状
態に応じ、機能訓練
を実施する

障がい者の心身の状
態に応じ、機能訓練
を実施する

障がい者の心身の状
態に応じ、機能訓練
を実施する

障害者総合支援法及
び志木市障がい者等
日中一時支援事業実
施規則に則り事業を
実施

障害者総合支援法及
び志木市障がい者等
日中一時支援事業実
施規則に則り事業を
実施

障害者総合支援法及
び志木市障がい者等
日中一時支援事業実
施規則に則り事業を
実施

身体障がい者の補装
具の交付及び修理に
係る費用の支給

身体障がい者の補装
具の交付及び修理に
係る費用の支給

身体障がい者の補装
具の交付及び修理に
係る費用の支給

- 37 -



（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
93,840 93,840 93,840 

238 238 238 

3,900 3,900 3,900 

271 271 271 

198 198 198 

6,916 6,916 6,916 

7,850 7,850 7,850 

2,460 2,460 2,460 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 福祉監査室

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

自立支援医療費支給事業

事業の
内　容

　障害者総合支援法に基づき、身体障がい者及び障がい児に必要な自
立支援医療費（更生医療・育成医療・療養介護医療）の給付を行う。

難聴児補聴器購入助成事業

事業の
内　容

　手帳に該当しない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器購入の助成
を行う。申請にあたり、身体障がい者福祉法に定められる１５条の指
定医の意見書により、補聴器の購入の必要性を確認し、医師の指示に
よる補聴器の費用に対し、所定の金額の２／３を補助する。(自己負
担額１／３）

障がい者相談支援事業所への補助事業

事業の
内　容

　障害者総合支援法の改正後の体制整備のために、利用者のサービス
等利用計画を作成する指定特定相談支援事業所への支援として、家賃
の一部を補助する。

社会福祉法人等指導監査事務

事業の
内　容

　社会福祉法人、特定相談支援事業所、介護保険サービス事業所、特
定教育・保育施設等の指導監査事務。

地域生活支援拠点整備事業

事業の
内　容

第６期障がい福祉計画に基づく地域生活支援拠点の機能として、虐
待や養護者の死亡等、緊急保護を要する際、受入先確保と支援体制構
築までの間、宿泊費補助を行う。また、市内の障がい福祉サービス事
業所がそれぞれの特性を生かして、障がい者の緊急時に備えるため
に、拠点の登録を進めていく。

障がい者等就労支援センター事業

事業の
内　容

　共生社会推進課内の障がい者等就労支援センターにて、市の就労支
援員３名が、就労を希望する障がいのある人の就労支援及び就労を継
続させるための定着支援を行う。障がいのある人に対し、身近な市役
所でハローワーク朝霞と一体的に就労支援を行っている。また、企業
実習の際の交通費の補助を行う。

地域活動支援センター事業

事業の
内　容

　障がい者が通所し、創作的活動や社会との交流の場となる地域活動
支援センター事業を実施する事業所に運営費補助金を支出し、障がい
者の福祉の向上を図る。

障がい者団体補助事業

事業の
内　容

　障がい者の相互交流と社会参画を促進するため、市内で活動する市
内に拠点のある障がい者等が運営する団体に対し、補助金を交付す
る。あわせて、事業所の所在地が市内市外を問わず、志木市内で市民
を対象に、講演会等、障がい者理解促進事業を実施した団体に対して
も、補助金を交付する。

自立支援医療費（更
生医療・育成医療・
療養介護医療）の給
付

自立支援医療費（更
生医療・育成医療・
療養介護医療）の給
付

自立支援医療費（更
生医療・育成医療・
療養介護医療）の給
付

補聴器の購入費の補
助

補聴器の購入費の補
助

補聴器の購入費の補
助

障がい者相談支援事
業所等に対する事業
運営安定化の支援
事業所への運営費補
助の実施

障がい者相談支援事
業所等に対する事業
運営安定化の支援
事業所への運営費補
助の実施

障がい者相談支援事
業所等に対する事業
運営安定化の支援
事業所への運営費補
助の実施

志木市地域福祉計
画、志木市高齢者保
健福祉計画・第９期
介護保険事業計画、
志木市子ども・子育
て支援事業計画、志
木市障がい者計画・
障がい（児）福祉計
画

志木市地域福祉計
画、志木市高齢者保
健福祉計画・第９期
介護保険事業計画、
志木市子ども・子育
て支援事業計画、志
木市障がい者計画・
障がい（児）福祉計
画

志木市地域福祉計
画、志木市高齢者保
健福祉計画・第９期
介護保険事業計画、
志木市子ども・子育
て支援事業計画、志
木市障がい者計画・
障がい（児）福祉計
画

緊急時の受入れと体
験や活動の場の確保
が求められており、
障がい者のニーズに
応じた緊急時に利用
しやすい地域生活支
援拠点を整備してい
く

緊急時の受入れと体
験や活動の場の確保
が求められており、
障がい者のニーズに
応じた緊急時に利用
しやすい地域生活支
援拠点を整備してい
く

緊急時の受入れと体
験や活動の場の確保
が求められており、
障がい者のニーズに
応じた緊急時に利用
しやすい地域生活支
援拠点を整備してい
く

障がい者や生活保護
受給者等へ就労支援
を実施
障がい者企業実習の
支援

障がい者や生活保護
受給者等へ就労支援
を実施
障がい者企業実習の
支援

障がい者や生活保護
受給者等へ就労支援
を実施
障がい者企業実習の
支援

地域活動支援セン
ター事業所に対する
補助等により、利用
者の社会参加を促進
する

地域活動支援セン
ター事業所に対する
補助等により、利用
者の社会参加を促進
する

地域活動支援セン
ター事業所に対する
補助等により、利用
者の社会参加を促進
する

障がい者団体補助事
業

障がい者団体補助事
業

障がい者団体補助事
業
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
320 320 320 

2,163 2,163 2,163 

23,004 23,004 23,004 

14,818 14,818 14,818 

1,610,988 1,610,988 1,610,988 

2,734 2,734 2,734 

6,775 6,775 6,775 

660 660 660 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 共生社会推進課

一般会計 生活援護課

一般会計 生活援護課

一般会計 生活援護課

一般会計 生活援護課

一般会計 保険年金課

障がい者等自動車運転免許取得費・自動車改造費交付事業

事業の
内　容

　障がい者の社会参加と自立の促進のために、運転免許の取得費と自
動車改造に要する費用の一部を補助する。

更生訓練費交付事業

事業の
内　容

　障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な訓練
等を受けた場合、更生訓練費を支給する。

障がい者移動支援事業

事業の
内　容

　屋外での移動が困難な障がい者に対し、移動の支援を行う。

生活保護事務

事業の
内　容

　生活に困窮する人に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、
健康で文化的な最低限度の生活を営むための支援を行うとともに、関
係機関と連携し就労の促進及び自立を助長する。

生活保護事業

事業の
内　容

　生活に困窮する者に対し、困窮の程度に応じ、最低限度の生活を営
むために必要な生活保護扶助を行う。

中国残留邦人等支援給付事業

事業の
内　容

　中国残留邦人等の円滑な帰国を促すとともに、永住帰国した中国残
留邦人等及び特定配偶者の自立の支援を行うため、支援給付費を支給
する。

生活保護適正支援推進事業

事業の
内　容

　会計年度任用職員（支援相談員）を任用し、資産・就労の実態等を
調査し、生活保護費の適正な支給体制の整備を推進する。

年金制度相談事業

事業の
内　容

　①公的年金各法の規定による各種手続き、相談業務及び制度の普及
啓発　
　②社会保険労務士による、障害厚生年金等の裁定請求の相談業務及
び代理請求支援　
　③「ねんきん定期便」等の相談業務

運転免許取得補助は
費用の３分の２（上
限額12万円）
改造費は限度額10万
円

運転免許取得補助は
費用の３分の２（上
限額12万円）
改造費は限度額10万
円

運転免許取得補助は
費用の３分の２（上
限額12万円）
改造費は限度額10万
円

更生訓練費支給 更生訓練費支給 更生訓練費支給

屋外での移動が困難
な障がい者を対象
に、移動支援を実施

屋外での移動が困難
な障がい者を対象
に、移動支援を実施

屋外での移動が困難
な障がい者を対象
に、移動支援を実施

生活保護受給者就労
支援事業
就労支援員による相
談、支援相談員等に
よる保護の適正実施

生活保護受給者就労
支援事業
就労支援員による相
談、支援相談員等に
よる保護の適正実施

生活保護受給者就労
支援事業
就労支援員による相
談、支援相談員等に
よる保護の適正実施

生活保護扶助費の支
給

生活保護扶助費の支
給

生活保護扶助費の支
給

中国残留邦人等支援
給付費の支給

中国残留邦人等支援
給付費の支給

中国残留邦人等支援
給付費の支給

生活保護制度適正運
営事業
生活保護支援相談員
を活用し、生活保護
制度の適正支給を推
進

生活保護制度適正運
営事業
生活保護支援相談員
を活用し、生活保護
制度の適正支給を推
進

生活保護制度適正運
営事業
生活保護支援相談員
を活用し、生活保護
制度の適正支給を推
進

ねんきん定期便及び
年金相談事業
年金相談、広報活動
障害厚生年金等の裁
定請求手続きができ
る体制の継続
障害年金受給支援事
業

ねんきん定期便及び
年金相談事業
年金相談、広報活動
障害厚生年金等の裁
定請求手続きができ
る体制の継続
障害年金受給支援事
業

ねんきん定期便及び
年金相談事業
年金相談、広報活動
障害厚生年金等の裁
定請求手続きができ
る体制の継続
障害年金受給支援事
業
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
774 774 774 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 保険年金課

年金事務

事業の
内　容

　国民年金第１号被保険者及び任意加入被保険者の資格・住所等異動
届、申請書（免除、学生納付特例等）、基礎年金等の請求書を受理
し、それらの内容について審査、日本年金機構へ報告をする。
　また、年金に関する相談対応を行う。

市で対応すべき年金
手続き等の内容を審
査
日本年金機構へ報告
年金制度の周知
可搬型窓口装置によ
る相談事業

市で対応すべき年金
手続き等の内容を審
査
日本年金機構へ報告
年金制度の周知
可搬型窓口装置によ
る相談事業

市で対応すべき年金
手続き等の内容を審
査
日本年金機構へ報告
年金制度の周知
可搬型窓口装置によ
る相談事業
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
8,578 8,578 8,578 

1,622 1,622 1,622 

1,566 1,566 1,566 

118 118 118 

590 590 590 

115,496 115,496 99,181 

第２章　２－３　豊かな文化を育むまちづくり

□施策の体系

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 生涯学習課

一般会計 いろは遊学館

一般会計 柳瀬川図書館

一般会計 いろは遊学図書館

一般会計 生涯学習課

一般会計 市民活動推進課

豊 か な 文 化 を 育 む ま ち づ く り  さまざまな学習機会の提供

 生涯にわたり学ぶことができる環境づくり

 学びで支えるまちづくり

 文化を育む活動の支援

社会教育・生涯学習推進事業

事業の
内　容

　志木市生涯学習推進指針に基づいた事業展開を図り、社会教育関係
団体に対する運営及び事業活動支援、家庭教育事業や郷土かるた事業
及びはたちの記念式などの事業の委託他、子ども大学しき事業の補助
支援を行う。
　また、「元気に育つ志木っ子条例」の周知事業を展開する。

いろは遊学館事業

事業の
内　容

　学社融合施設としての特色ある事業と新しい生活様式に対応した事
業展開を図り、生涯にわたる学習活動の支援と地域の人材を生かした
サークル育成事業を実施する。
　また、「地域の人づくり」の一環として、新たな情報の発信と、市
民が学んだ成果を発表・還元できる場を提供し、人と人とを結び、交
流できる環境づくりを積極的に推進する。

柳瀬川図書館事業

事業の
内　容

　①図書館主催の読書活動を推進する事業の実施。
　②しき図書館パートナーズによる企画・運営の事業の実施。
　③ブックスタート事業として絵本やよみきかせノートの配布の実
施。

いろは遊学図書館事業

事業の
内　容

　乳幼児から高齢者まで、図書館に足が向くきっかけとするために、
各世代に向けて、好奇心を刺激し、図書館利用につながる事業を展開
する。

社会教育・生涯学習推進事務

事業の
内　容

　社会教育・生涯学習を推進するために、生涯にわたり学習活動をす
るための支援と環境整備に必要な経費である。

市民会館運営・指定管理事業

事業の
内　容

　指定管理者による施設の管理運営の実施。
　新複合施設設置に向けた業務の実施。

社会教育関係団体へ
の支援
生涯学習推進事業の
実施
「元気に育つ志木っ
子条例」の周知事業
の実施

社会教育関係団体へ
の支援
生涯学習推進事業の
実施
「元気に育つ志木っ
子条例」の周知事業
の実施

社会教育関係団体へ
の支援
生涯学習推進事業の
実施
「元気に育つ志木っ
子条例」の周知事業
の実施

いろはふれあい祭り
人権講座
高齢者対象事業
一般成人事業
ICT学習支援事業
家庭教育支援事業
青少年事業
サークル共催事業

いろはふれあい祭り
人権講座
高齢者対象事業
一般成人事業
ICT学習支援事業
家庭教育支援事業
青少年事業
サークル共催事業

いろはふれあい祭り
人権講座
高齢者対象事業
一般成人事業
ICT学習支援事業
家庭教育支援事業
青少年事業
サークル共催事業

ブックスタート
障がい者サービス
子ども読書推進事業
しき図書館パート
ナーズ事業

ブックスタート
障がい者サービス
子ども読書推進事業
しき図書館パート
ナーズ事業

ブックスタート
障がい者サービス
子ども読書推進事業
しき図書館パート
ナーズ事業

成人対象事業
青少年対象事業
児童対象
乳幼児対象
学社融合事業

成人対象事業
青少年対象事業
児童対象
乳幼児対象
学社融合事業

成人対象事業
青少年対象事業
児童対象
乳幼児対象
学社融合事業

生涯学習推進指針に
基づいた、社会教育
委員の会議、研修を
実施する。

社会教育委員会議の
充実を図るとともに
関東甲信越静社会教
育研究大会に参加す
る。

生涯学習推進指針に
基づいた、社会教育
委員の会議、研修を
実施する。

指定管理者による施
設の管理運営
新複合施設設置に向
けた業務

指定管理者による施
設の管理運営
新複合施設設置に向
けた業務

指定管理者による施
設の管理運営
新複合施設設置に向
けた業務
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
44,657 44,657 44,657 

41,043 41,043 41,043 

26,120 26,120 26,120 

10,812 10,812 10,812 

57,438 57,438 57,438 

7,079 7,000 7,000 

28,755 28,755 28,755 

26,740 27,440 28,240 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 いろは遊学館

一般会計 いろは遊学館

一般会計 いろは遊学館

一般会計 柳瀬川図書館

一般会計 柳瀬川図書館

一般会計 いろは遊学図書館

一般会計 いろは遊学図書館

一般会計 生涯学習課

いろは遊学館管理運営

事業の
内　容

　いろは遊学館、遊学図書館及び志木小学校との複合施設として、施
設・備品等の効率的な利用と、施設の安全管理に重点を置き、計画的
な施設運営を図る。
　また、２公民館及び２図書館との連絡調整を行い、中央公民館的役
割を果たす。

宗岡公民館運営・指定管理事業

事業の
内　容

　市民の生涯にわたる学習活動を支援し、文化の向上及び福祉の増進
を図る。
　また、利用者の満足度の向上と利用拡大を図り、積極的なサービス
の提供を推進する。

宗岡第二公民館運営・指定管理事業

事業の
内　容

　市民の生涯にわたる学習活動を支援し、文化の向上及び福祉の増進
を図る。
　また、利用者の満足度の向上と利用拡大を図り、積極的なサービス
の提供を推進する。

図書館資料の充実・整備

事業の
内　容

　市民の本棚として、魅力ある蔵書を維持し、市民の多様な好奇心と
知識欲のため、乳幼児から高齢者まですべての世代を対象とした幅広
い分野の図書等資料を収集する。併せて、学校との連携を図りなが
ら、学習指導要領に沿った調べ学習や子ども読書活動に必要な資料の
充実を図る。

図書館サービス推進事務

事業の
内　容

　市民の声を反映した図書館サービスに必要な経費の執行を行い、よ
り時代に合った図書館運営を行いつつ、持続可能な図書館の将来像に
ついて検討する。

図書館資料の充実・整備

事業の
内　容

　時代を映す資料の新規購入と、基本的な資料の保存(買い替え)を両
輪として、市民の書斎としての図書館資料を揃えていく。

いろは遊学図書館管理運営

事業の
内　容

　会計年度任用職員については、今後の図書館サービスを継続するた
めにも、スキルアップのための研修を実施する。

八ケ岳自然の家運営・指定管理事業

事業の
内　容

　自然環境の中で、心身ともに健全な少年の育成を図るとともに、市
民の生涯学習に係る機会の提供に資するため、令和６年４月１日から
令和１１年３月３１日まで（株）塚原緑地研究所を指定管理者とし
て、小学校の宿泊学習や一般の宿泊利用の利便を図っていく。

いろは遊学館等運営
審議会の運営
施設の管理運営計画
に対応した改修の実
施
施設の維持管理
安全対策

いろは遊学館等運営
審議会の運営
施設の管理運営計画
に対応した改修の実
施
施設の維持管理
安全対策

いろは遊学館等運営
審議会の運営
施設の管理運営計画
に対応した改修の実
施
施設の維持管理
安全対策

効率的な施設管理の
運営効率的な施設管
理の運営

効率的な施設管理の
運営効率的な施設管
理の運営

効率的な施設管理の
運営効率的な施設管
理の運営

効率的な施設管理の
運営を再検討

効率的な施設管理の
運営を再検討

効率的な施設管理の
運営を再検討

市民の多様なニーズ
に応えた図書資料等
収集
地域や市民の課題解
決を支援するため
に、蔵書の整備・充
実を図る

市民の多様なニーズ
に応えた図書資料等
収集
地域や市民の課題解
決を支援するため
に、蔵書の整備・充
実を図る

市民の多様なニーズ
に応えた図書資料等
収集
地域や市民の課題解
決を支援するため
に、蔵書の整備・充
実を図る

図書館サービスの向
上とより良い図書館
運営を行う

図書館サービスの向
上とより良い図書館
運営を行う

図書館サービスの向
上とより良い図書館
運営を行う

図書館資料の充実・
整備

図書館資料の充実・
整備

図書館資料の充実・
整備

利用しやすく、働き
やすい図書館であ
り、新しい生活様式
に配慮した、安全安
心な施設の管理運営
に努める。

利用しやすく、働き
やすい図書館であ
り、新しい生活様式
に配慮した、安全安
心な施設の管理運営
に努める。

利用しやすく、働き
やすい図書館であ
り、新しい生活様式
に配慮した、安全安
心な施設の管理運営
に努める。

指定管理者による施
設管理の運営

指定管理者による施
設管理の運営

指定管理者による施
設管理の運営
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
28,173 28,173 28,173 

11,510 11,510 11,510 

305 305 305 

6,176 6,176 6,176 

113,081 113,081 113,081 

8,544 8,544 8,544 

7,378 7,378 12,378 

56,444 56,444 56,444 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 柳瀬川図書館

一般会計 柳瀬川図書館

一般会計 生涯学習課

一般会計 生涯学習課

一般会計 生涯学習課

一般会計 生涯学習課

一般会計 生涯学習課

一般会計 生涯学習課

柳瀬川図書館管理運営

事業の
内　容

　市民が安心・快適に過ごせるよう適切な設備管理を実施する。

図書館サービス管理システム活用

事業の
内　容

　図書館コンピュータシステム(クラウド)の活用により、市内４図書
館（室）のネットワークを構築し、効率的な図書館サービスを行う。

地域交流スペース運営事業

事業の
内　容

　学校の余裕教室を市民に開放することにより、開かれた学校づくり
を展開し、また、市民の生涯学習に対する充足を図る。

文化・芸術推進事業

事業の
内　容

　地域の文化・芸術振興を図るために、市民の活動の成果を発表でき
る場の提供や文化芸術団体等の育成・支援を行う。

放課後子ども教室推進事業

事業の
内　容

　子どもたちの居場所づくりとして、平日の放課後子ども教室を開
催。埼玉県の放課後子供教室推進事業費補助金を活用予定。

文化財保護・啓発事業

事業の
内　容

　指定文化財の保存整備事業及び文化財所在地の環境整備をとおし
て、文化財の保護保存をすすめる。
　また、文化財の普及事業により、市民の文化財愛護精神の高揚に努
める。

郷土資料館運営管理

事業の
内　容

　郷土資料館は昭和54年に開館した施設であり、基盤となる部分は江
戸末期に建築された木造住宅である。歴史的にも貴重な文化財を維
持・管理し、次の世代に伝えている。

埋蔵文化財発掘調査事業

事業の
内　容

　埋蔵文化財包蔵地(遺跡)及びそれに準ずる地域における土木工事等
に先立って確認調査を実施し、工事内容の検討を加えた上で現状保
存・盛土保存・記録保存（発掘調査）いずれかの措置を講ずる事業で
ある。
　記録保存の内容は、①発掘作業②整理作業③報告書刊行作業であ
る。

図書館施設の各種設
備の保守・管理等の
実施
図書館予約資料の駅
前受取サービス及び
コンビニ図書館資料
返却等取次事務

図書館施設の各種設
備の保守・管理等の
実施
図書館予約資料の駅
前受取サービス及び
コンビニ図書館資料
返却等取次事務

図書館施設の各種設
備の保守・管理等の
実施
図書館予約資料の駅
前受取サービス及び
コンビニ図書館資料
返却等取次事務

クラウドシステム運
用
ホームページ運用

クラウドシステム運
用
ホームページ運用

クラウドシステム運
用
ホームページ運用

利用登録申請受理
利用申請受理
鍵の貸出
施設修繕

利用登録申請受理
利用申請受理
鍵の貸出
施設修繕

利用登録申請受理
利用申請受理
鍵の貸出
施設修繕

市民文化祭・美術展
覧会・芸能祭を開催

市民文化祭・美術展
覧会・芸能祭を開催

市民文化祭・美術展
覧会・芸能祭を開催

放課後の安全な居場
所として、各小学校
の体育館・特別教室
などを活用し、委託
業者による遊び・学
習・体験・交流活動
を実施。

放課後の安全な居場
所として、各小学校
の体育館・特別教室
などを活用し、委託
業者による遊び・学
習・体験・交流活動
を実施。

放課後の安全な居場
所として、各小学校
の体育館・特別教室
などを活用し、委託
業者による遊び・学
習・体験・交流活動
を実施。

指定文化財等の環境
整備
文化財まっぷ作成
郷土芸能フェスティ
バル事業費補助
文化財保存事業費補
助

指定文化財等の環境
整備
文化財まっぷ作成
郷土芸能フェスティ
バル事業費補助
文化財保存事業費補
助

指定文化財等の環境
整備
文化財まっぷ作成
郷土芸能フェスティ
バル事業費補助
文化財保存事業費補
助

シルバー人材セン
ターへ管理・運営を
委託

シルバー人材セン
ターへ管理・運営を
委託

シルバー人材セン
ターへ管理・運営を
委託
郷土資料館及び埋蔵
文化財保管センター
再整備事業に伴う除
却

確認調査の実施
保存方法の決定…現
状保存／盛土保存／
記録保存（発掘作
業・整理作業・報告
書刊行作業）

確認調査の実施
保存方法の決定…現
状保存／盛土保存／
記録保存（発掘作
業・整理作業・報告
書刊行作業）

確認調査の実施
保存方法の決定…現
状保存／盛土保存／
記録保存（発掘作
業・整理作業・報告
書刊行作業）
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
32,463 202,963 2,963 

182 182 0 

860 860 860 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 生涯学習課

一般会計 生涯学習課

一般会計 生涯学習課

埋蔵文化財保管センター管理運営

事業の
内　容

　発掘調査によって得られた埋蔵文化財（出土品）の保存・管理を行
う。さらに、発掘調査・整理作業の拠点施設として、埋蔵文化財の保
護に係る総合的な業務を取り扱う。
　また、埋蔵文化財の展示・公開を通し、郷土の歴史的遺産を肌で感
じてもらう。

郷土資料館運営事業

事業の
内　容

　郷土の歴史や文化、知識を広く一般に提供するために運営を行う。
寄附・寄託を受けた資料の保存を図るとともに、常設展、特別展等

の展示や各種講座を通し、文化財に親しむ機会と郷土愛の高揚を図
る。

文化体験道場事業

事業の
内　容

　市内の小・中学生を対象に伝統芸能や文化を体験する事業で、市内
の文化団体が指導を行い、公共施設等で６部門（邦舞踊・民謡・太
鼓・筝曲・茶道・華道）ごとに年３回～５回の体験教室を開催する。

埋蔵文化財の保存・
管理及び埋蔵文化財
保存事業
郷土資料館及び埋蔵
文化財保管センター
再整備事業に伴う設
計業務

埋蔵文化財の保存・
管理及び埋蔵文化財
保存事業
郷土資料館及び埋蔵
文化財保管センター
再整備事業に伴う増
築・改修工事

埋蔵文化財の保存・
管理及び埋蔵文化財
保存事業
郷土資料館及び埋蔵
文化財保管センター
再整備事業に伴う新
施設供用開始

特別展・市民文化財
講座を開催し、周知
機会の増大を図り、
文化財への興味・関
心を高める。

特別展・市民文化財
講座を開催し、周知
機会の増大を図り、
文化財への興味・関
心を高める。

市内文化団体指導者
による伝統芸能・文
化の体験
指導者の模範演技等
の鑑賞
市民文化祭等での成
果発表

市内文化団体指導者
による伝統芸能・文
化の体験
指導者の模範演技等
の鑑賞
市民文化祭等での成
果発表

市内文化団体指導者
による伝統芸能・文
化の体験
指導者の模範演技等
の鑑賞
市民文化祭等での成
果発表
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
1,500 1,500 1,500 

670 670 670 

541 541 541 

1,600 1,600 1,600 

3,000 3,000 3,000 

4,984 4,984 4,984 

48,225 43,520 19,465 

第２章　２－４　スポーツを楽しむまちづくり

□施策の体系

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 生涯学習課

一般会計 生涯学習課

一般会計 生涯学習課

一般会計 生涯学習課

一般会計 生涯学習課

一般会計 生涯学習課

一般会計 生涯学習課

ス ポ ー ツ を 楽 し む ま ち づ く り  健康ライフスタイルの支援

 スポーツ・レクリエーション活動の支援

 スポーツ施設の整備・活用

スポーツ推進事業

事業の
内　容

　市民大会を委託事業として支援し、実施する。
　町内会が主催するスポーツレクリエーション事業を支援し、実施す
る。

スポーツ活動支援事業

事業の
内　容

　令和５年度を始期とする第３期志木市スポーツ推進計画に基づい
て、成人の週１回以上のスポーツ実施率を向上させるため、民間及び
関係スポーツ団体と連携し、チャレンジスポーツを実施する。
　また、子どもたちの身体を動かすきっかけづくりとして、キッズ
チャレンジスポーツを実施する。

スポーツ団体等育成事業

事業の
内　容

　ミニバスケットボール志木カップ及びスポーツ教室実施に対する補
助を行う。
　また、全国規模の大会に資格を得て出場が決定した者に大会の出場
に要する経費の一部を補助する。

スポーツ推進事務

事業の
内　容

　１、スポーツ推進審議会、スポーツ推進委員事務
　２、その他のスポーツ推進事務

体育協会育成事業

事業の
内　容

　市民の主体的なスポーツ活動を推進するため、体育協会の運営への
支援を行う。

学校体育施設開放事業

事業の
内　容

　市民の健康体力づくりや地域コミュニティの形成を図るため快適な
スポーツ環境の整備に努めながら、学校体育施設開放を行う。

市民体育館運営・指定管理事業

事業の
内　容

　市民体育及びスポーツの振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄
与するため、令和６年４月１日から令和８年８月３１日までミズノグ
ループを指定管理者とし、効率的な運営と利用者サービスの向上を
図っていく。

市民大会実施
地域スポーツレクリ
エーション補助

市民大会実施
地域スポーツレクリ
エーション補助

市民大会実施
地域スポーツレクリ
エーション補助

チャレンジスポーツ
の実施
キッズ・チャレンジ
スポーツの実施

チャレンジスポーツ
の実施
キッズ・チャレンジ
スポーツの実施

チャレンジスポーツ
の実施
キッズ・チャレンジ
スポーツの実施

ミニバスケットボー
ル志木カップの実施
スポーツ教室の実施
スポーツ全国大会等
出場者派遣の実施

ミニバスケットボー
ル志木カップの実施
スポーツ教室の実施
スポーツ全国大会等
出場者派遣の実施

ミニバスケットボー
ル志木カップの実施
スポーツ教室の実施
スポーツ全国大会等
出場者派遣の実施

スポーツ推進審議会
開催
スポーツ推進委員会
議開催・活動支援

スポーツ推進審議会
開催
スポーツ推進委員会
議開催・活動支援

スポーツ推進審議会
開催
スポーツ推進委員会
議開催・活動支援

体育協会支援 体育協会支援 体育協会支援

学校体育施設開放 学校体育施設開放 学校体育施設開放

指定管理者による施
設の管理運営
防火シャッター改修

指定管理者による施
設の管理運営

指定管理者による施
設の管理運営
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
106,125 309,350 215,630 

4,871 4,921 3,110 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 生涯学習課

一般会計 生涯学習課

秋ケ瀬運動場施設運営・指定管理事業

事業の
内　容

　スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、市民の心身の健全な
発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与するため、令和５年４月１
日から令和１０年３月３１日まで(公財)志木市文化スポーツ振興公社
を指定管理者として、効率的な運営と利用者サービスの向上を図って
いく。

武道館運営・指定管理事業

事業の
内　容

　武道を通じて市民の健全な心身の発達を図るため、令和６年４月１
日から令和８年８月３１日までミズノグループを指定管理者として、
効率的な運営と利用者サービスの向上を図っていく。

指定管理者による施
設の管理運営
秋ケ瀬スポーツセン
ター再整備に係る設
計

指定管理者による施
設の管理運営
秋ケ瀬スポーツセン
ター再整備に係る解
体、建築

指定管理者による施
設の管理運営
秋ケ瀬スポーツセン
ター再整備に係る建
築

指定管理者による施
設の管理運営

指定管理者による施
設の管理運営

指定管理者による施
設の管理運営
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 ごみの発生と排出の抑制

 みどり豊かな暮らし

 安全で快適な公園の整備

地球環境にやさしいまちづくり  地球温暖化対策

 環境対策の推進

資 源 循 環 型 の ま ち づ く り  廃棄物の適正処理

 消費者の保護と自立支援

魅 力 的 な ま ち づ く り  観光資源の発掘と活用

 シティプロモーションの推進

水 と 緑 に あ ふ れ る ま ち づ く り  ひとと自然の共生

第３章　活力と潤いのあるまちづくり

産業振興、観光、水と緑、地球環境、資源循環

地 域 産 業 が 活 発 な ま ち づ く り  中小企業の経営支援

 活気ある商工業の振興

 地域農業の活性化
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
6,616 6,616 6,616

1,663 1,663 1,663

15,864 15,864 15,864

9,210 9,210 9,210

3,277 549 549

5,503 3,003 3,003

 地域農業の活性化

 消費者の保護と自立支援

第３章　３－１　地域産業が活発なまちづくり

□施策の体系

地 域 産 業 が 活 発 な ま ち づ く り  中小企業の経営支援

 活気ある商工業の振興

頑張る農家支援
農業団体補助

頑張る農家支援
農業団体補助

一般会計 産業観光課

事業の
内　容

　安全・安心な農産物の生産と都市型農業を推進するため、農業関係
団体と就農後継者を支援し、農業振興と地域住民への理解を図る。あ
わせて、地元農産物の付加価値向上を図るため、環境づくりを行うと
ともに家畜農家に対しても悪臭防止と害虫駆除に係る補助をする。

頑張る農家支援事業 頑張る農家支援
農業団体補助

米の需給調整
農政事務

米の需給調整
農政事務

一般会計 産業観光課

事業の
内　容

　各団体における会議及び研修会の開催や県内の農業関係協議会等へ
の負担金及び事務経費の処理をするほか、新農業基本法「食料・農
業・農村基本法」に基づき、米の需給と供給のバランスを保ち、各農
家の米の出荷計画を確認し、安定した農業振興を推進する。

農政事務 米の需給調整
農政事務
地域計画の策定

空き店舗活性化事業
リノベーション補助
事業

空き店舗活性化事業
リノベーション補助
事業

空き店舗活性化事業
リノベーション補助
事業

一般会計 産業観光課

事業の
内　容

　市内商工業の振興を図るため、空き店舗を活用して事業を行う事業
主に対し、店舗の家賃補助及び改装費の補助を行うことで、市の商工
業の振興及び地元経済に元気と活気の創出をもたらす。
　また、中心市街地に該当するエリアの補助限度額を引き上げること
で、賃料が高いために空き店舗となっている店舗の解消に繋げる。

空き店舗活性化事業

にぎわいのまちづく
り創出事業補助
商工業振興事業補助
商工会への支援と連
携の強化

にぎわいのまちづく
り創出事業補助
商工業振興事業補助
商工会への支援と連
携の強化

にぎわいのまちづく
り創出事業補助
商工業振興事業補助
商工会への支援と連
携の強化

一般会計 産業観光課

事業の
内　容

　商工会や市内の団体等が創意工夫を凝らした、地域活性化事業が積
極的に図れるよう、「志木市にぎわいのまちづくり創出事業補助」等
の補助を行い、地域活性化の起爆剤となるよう事業を推進していく。

商工業支援事業

商工会との連携強化 商工会との連携強化 商工会との連携強化

一般会計 産業観光課

事業の
内　容

　商工業振興に伴う事務経費。市で行っていた業務の一部を商工会へ
業務委託し、商工会との連携を強化するとともに事務の軽減を図る。

商工業事務

事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

中小企業融資等制度 中小企業融資利子補
給事業
融資の斡旋

中小企業融資利子補
給事業
融資の斡旋

中小企業融資利子補
給事業
融資の斡旋

一般会計 産業観光課

事業の
内　容

　市内の中小企業者の振興及び経営の円滑化を図るため、資金融資斡
旋を行うとともに、融資貸付の利子補給を行う。

事　　業　　名
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
3,022 2,139 2,139

213 213 213

5,177 5,177 5,177

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

安全・安心な消費生
活を送るための消費
者啓発の実施

消費生活対策事業 安全・安心な消費生
活を送るための消費
者啓発の実施

安全・安心な消費生
活を送るための消費
者啓発の実施

一般会計 産業観光課

事業の
内　容

　消費者教育の充実を図るため､消費者情報誌の発行、消費生活セミ
ナーを開催する。また、市内消費者団体の育成及び活動紹介・啓発を
目的とした消費生活展を開催する。

地元農産物の販売
「採れたて！しきの
野菜市」の拡充

地元農産物の販売
「採れたて！しきの
野菜市」の拡充

一般会計 産業観光課

事業の
内　容

　採れたて！しきの野菜市を市役所で定期的に開催することで、市内
で栽培された安全・安心で新鮮な農産物を多くの方に知っていただく
とともに、地産地消事業を推進している。
　また、採れたて！しきの野菜市にあわせて長野県飯綱町や深谷市、
東庄町等との観光交流事業も実施する。

地産地消推進事業 地元農産物の販売
「採れたて！しきの
野菜市」の拡充

市民農園管理運営事業 市民農園管理運営事
業
農園の拡大及び管理
運営

市民農園管理運営事
業
農園の管理運営

市民農園管理運営事
業
農園の管理運営

一般会計 産業観光課

事業の
内　容

　地域住民が自然環境と土に親しみ、野菜作りを通じた交流を図れる
よう農家から農地を借用（無償）し、市民農園を設置する。
　また、貸出しに伴う募集は抽選方式、運営管理は利用者からの料金
徴収等による。
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
22,071 37,071 22,071

（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
1,630 1,630 1,630

6,965 6,965 6,965

182,867 167,104 167,104

 安全で快適な公園の整備

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

公園施設維持管理整備事業 施設等維持管理
いろは親水公園指定
管理者による管理・
運営
秋ケ瀬児童公園トイ
レ改修

施設等維持管理
いろは親水公園指定
管理者による管理・
運営

施設等維持管理
いろは親水公園指定
管理者による管理・
運営

（会計 ／ 担当課）

第３章　３－３　水と緑にあふれるまちづくり

□施策の体系

水 と 緑 に あ ふ れ る ま ち づ く り  ひとと自然の共生

 みどり豊かな暮らし

まちおこし活性化
観光協会補助
さくらの維持管理
ＰＲキャラクター
ロケーションサービ
ス
志木市民花火大会

まちおこし活性化
観光協会補助
さくらの維持管理
ＰＲキャラクター
ロケーションサービ
ス

一般会計 産業観光課

□施策の体系

魅 力 的 な ま ち づ く り  観光資源の発掘と活用

 シティプロモーションの推進

事　　業　　名 事　　業　　計　　画

第３章　３－２　魅力的なまちづくり

一般会計 都市計画課

事業の
内　容

　市民が安全で安心して公園を利用できるよう、公園のパトロールや
遊具等の点検を行い、不具合等が確認された場合は早期に修繕するな
ど適正に管理する。
 また、老朽化した遊具や施設の更新工事を実施する。

緑地保全事業（ふれあいの森整備事業） ふれあいの森２カ
所・ふくろ樹林
維持管理
維持補修

ふれあいの森２カ
所・ふくろ樹林
維持管理
維持補修一般会計 都市計画課

事業の
内　容

　ふれあいの森の落ち葉対策や日陰問題対策等のために樹木剪定や下
草刈り、ゴミ清掃の維持管理業務を委託し、加えて、園路チップ敷き
均しについても委託で行っている。
　また、みどりの募金積立金（目標額５億円）として緑地の保全を推
進するために必要な土地の取得等に要する経費の財源を積み立ててい
る。

緑化推進事業 保存樹木助成 
生け垣設置奨励

保存樹木助成 
生け垣設置奨励

保存樹木助成 
生け垣設置奨励

一般会計 都市計画課

事業の
内　容

　「みどり豊かなまちづくり」に向けて緑の基本計画に基づき、生け
垣設置奨励、開発行為等に対する緑化の指導、また、保存樹木の指定
及び都市緑化を維持管理し保全する。

事業の
内　容

　年間を通した観光協会の実施事業を支援することにより、志木市の
イメージアップと市民のふるさと意識の高揚を図るとともに、本市へ
の来訪者の増加を目指す。あわせて観光資源であるさくらの維持管理
等を行うとともに、他市との観光交流等連携を図る。

まちおこし活性化事業 まちおこし活性化
観光協会補助
さくらの維持管理
ＰＲキャラクター
ロケーションサービ
ス

ふれあいの森２カ
所・ふくろ樹林
維持管理
維持補修
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
200 200 200

1,457 1,457 1,457

3,631 3,631 3,631

2,993 2,993 2,993

6,602 6,602 6,602

718 718 718

412 412 412

地球環境にやさしいまちづくり  地球温暖化対策

 環境対策の推進

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

第３章　３－４　地球環境にやさしいまちづくり

□施策の体系

志木駅・柳瀬川駅・
市道第1416号線の路
上喫煙禁止地区の指
定・周知
他事業との連携によ
る路上喫煙防止巡回
指導

志木駅・柳瀬川駅・
市道第1416号線の路
上喫煙禁止地区の指
定・周知
他事業との連携によ
る路上喫煙防止巡回
指導

志木駅・柳瀬川駅・
市道第1416号線の路
上喫煙禁止地区の指
定・周知
他事業との連携によ
る路上喫煙防止巡回
指導

一般会計 環境推進課

事業の
内　容

　歩行者等の身体及び財産の安全を確保するため、路上喫煙禁止地区
を指定し、対象地区での喫煙防止指導を実施する。関連部署と連携
し、掲示板や広報等により路上喫煙禁止地区の周知徹底を図る。

路上喫煙防止事業

畜犬登録･狂犬病予防注射事業 畜犬鑑札の交付、登
録事務、及び狂犬病
予防注射済票の発行
及び再発行、集合注
射の実施。ペットの
適正飼養及びマナー
向上の啓発。

畜犬鑑札の交付、登
録事務、及び狂犬病
予防注射済票の発行
及び再発行、集合注
射の実施。ペットの
適正飼養及びマナー
向上の啓発。

畜犬鑑札の交付、登
録事務、及び狂犬病
予防注射済票の発行
及び再発行、集合注
射の実施。ペットの
適正飼養及びマナー
向上の啓発。

一般会計 環境推進課

事業の
内　容

　畜犬鑑札の交付、登録事務及び狂犬病予防注射済票の交付及び再交
付、集合注射の実施。ペットの適正飼養及びマナー向上の啓発。

市営墓地維持管理事業 市営墓地の適正な維
持管理
634区画他

市営墓地の適正な維
持管理
634区画他

市営墓地の適正な維
持管理
634区画他

一般会計 環境推進課

事業の
内　容

　市営墓地内の定期的なごみ処理や、委託による臨時駐車場の警備の
実施により、市営墓地を適正に維持管理する。

スズメ蜂の巣の駆除
及びムクドリ対策

スズメ蜂の巣の駆除
及びムクドリ対策

スズメ蜂の巣の駆除
及びムクドリ対策

一般会計 環境推進課

事業の
内　容

　ムクドリやアライグマの防除等の実施やスズメ蜂については市民等
からの依頼を受け市民の安全を確保するため、スズメ蜂の巣の駆除を
行う。

騒音、振動、悪臭等
の規制指導
大気、騒音、振動の
調査

騒音、振動、悪臭等
の規制指導
大気、騒音、振動の
調査一般会計 環境推進課

事業の
内　容

　典型７公害（大気、水質、土壌汚染、騒音、振動、悪臭、地盤沈
下）にかかる規制指導及び苦情・相談処理を行う。

環境調査事業 騒音、振動、悪臭等
の規制指導
大気、騒音、振動の
調査

環境保全の取り組み
小・中学生を対象に
した環境教育の実施
志木市川と街をきれ
いにする運動推進協
議会への補助

環境保全の取り組み
小・中学生を対象に
した環境教育の実施
志木市川と街をきれ
いにする運動推進協
議会への補助

環境保全の取り組み
小・中学生を対象に
した環境教育の実施
志木市川と街をきれ
いにする運動推進協
議会への補助

一般会計 環境推進課

事業の
内　容

　地球規模での環境問題に対し、志木市環境基本計画に基づいて、行
政、市民、市民団体及び事業者が一体となって環境の保全を行う。
　志木市川と街をきれいにする運動推進協議会に対する補助を行う。

環境保全事業

省エネルギー機器設
置費の補助
エネファーム・ＨＥ
ＭＳ設置費の補助

省エネルギー機器設
置費の補助
エネファーム・ＨＥ
ＭＳ設置費の補助

省エネルギー機器設
置費の補助
エネファーム・ＨＥ
ＭＳ設置費の補助一般会計 環境推進課

事業の
内　容

　地球温暖化防止の一環として、温室効果ガスの排出を抑制し、環境
への負荷の少ないエネルギーの導入の促進を図るため、エネファーム
設置に補助を行う。

省エネルギー機器設置費補助事業

害虫駆除事業
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
51 51 51

28 28 28

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

廃棄物処理に関する
施策の検討
荒川河川敷不法投棄
物一斉撤去事業

廃棄物処理に関する
施策の検討
荒川河川敷不法投棄
物一斉撤去事業一般会計

事業の
内　容

　廃棄物減量及び処理に関し、埼玉県清掃行政研究協議会で広域的な
相互協力や情報交換、研修等を行うとともに、朝霞市・志木市・和光
市地区荒川クリーン協議会で施策を協議し、荒川河川敷不法投棄物一
斉撤去事業等を行う。

志木市一般廃棄物処
理基本計画等の推進
に関する審議

志木市一般廃棄物処
理基本計画等の推進
に関する審議

志木市一般廃棄物処
理基本計画等の推進
に関する審議

一般会計 環境推進課

事業の
内　容

　志木市一般廃棄物処理基本計画等の目標達成に向けた推進、並びに
中長期的な廃棄物処理及び施策等について審議を行う。

清掃事務 廃棄物処理に関する
施策の検討
荒川河川敷不法投棄
物一斉撤去事業

廃棄物減量化資源化等推進審議会

環境推進課
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
933,729 933,729 933,729

43,924 43,924 43,924

574 574 574

8,279 8,279 8,279

1,297 1,297 1,297

 ごみの発生と排出の抑制

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

第３章　３－５　資源循環型のまちづくり

□施策の体系

資 源 循 環 型 の ま ち づ く り  廃棄物の適正処理

事業参加者募集
収集・交換品配布実
施

事業参加者募集
収集・交換品配布実
施

一般会計 環境推進課

事業の
内　容

　資源循環型まちづくりの推進のため、１１～３月の期間に市民や団
体が収集した落ち葉や剪定枝の収集、搬入した量を預金に見立て、希
望により堆肥等に交換する「落ち葉銀行事業」を実施することによ
り、ごみの減量・リサイクルの推進を図る。

事業参加者募集
収集・交換品配布実
施

一般会計 環境推進課

事業の
内　容

　家庭から出されるごみの正しい出し方や分別徹底の周知、生ごみの
水切りによる可燃ごみの削減を図るとともに、市民に対しごみの処分
費用や食品ロス削減等の具体的状況などをわかりやすく周知し、可燃
ごみの削減並びにリサイクル率の向上を図る。

落ち葉銀行事業

家庭ごみ戸別収集、
高齢者戸別収集事業
の周知
戸別収集及び見守り
実施
関係機関等との連携

一般会計 環境推進課

事業の
内　容

　介護保険制度の要支援、要介護認定者や１、２級の身体障がい者で
６５歳以上の世帯、または８５歳以上の高齢者でごみ出しが困難な世
帯を対象に戸別訪問を行い収集を実施し負担軽減を図る。あわせて、
収集の際に対象者の見守りを行い、安心な生活に向けきめ細かな支援
を行う。

ごみ減量及びリサイクル推進 ごみ減量及びリサイ
クルの推進
災害廃棄物等を含む
ごみの出し方の周知
ごみ分別指導員等の
配置

ごみ減量及びリサイ
クルの推進
災害廃棄物等を含む
ごみの出し方の周知
ごみ分別指導員等の
配置

ごみ減量及びリサイ
クルの推進
災害廃棄物等を含む
ごみの出し方の周知
ごみ分別指導員等の
配置

一般会計 環境推進課

事業の
内　容

　朝霞地区一部事務組合による汚泥・し尿の処理費及び事務費負担金
に関する業務を行う。

ごみ戸別訪問収集事業

一般廃棄物処理基本
計画等の推進
適正な一般廃棄物収
集運搬業務の実施
志木地区衛生組合の
運営に関する業務

一般会計 環境推進課

事業の
内　容

　一般廃棄物処理基本計画（令和５年度～令和１４年度）、志木市分
別収集計画等の推進を図り、家庭系一般廃棄物の収集運搬業務及び志
木地区衛生組合の運営に関する業務を行う。

し尿処理 計画的なし尿処理場
の運営
朝霞地区一部事務組
合負担金の支払

計画的なし尿処理場
の運営
朝霞地区一部事務組
合負担金の支払

計画的なし尿処理場
の運営
朝霞地区一部事務組
合負担金の支払

家庭ごみ戸別収集、
高齢者戸別収集事業
の周知
戸別収集及び見守り
実施
関係機関等との連携

家庭ごみ戸別収集、
高齢者戸別収集事業
の周知
戸別収集及び見守り
実施
関係機関等との連携

塵芥収集及び処理 一般廃棄物処理基本
計画等の推進
適正な一般廃棄物収
集運搬業務の実施
志木地区衛生組合の
運営に関する業務

一般廃棄物処理基本
計画等の推進
適正な一般廃棄物収
集運搬業務の実施
志木地区衛生組合の
運営に関する業務
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第４章　未来を支えるまちづくり

都市基盤、交通、消防・防犯、防災

都市基盤を生かしたまちづくり  長期的な視点を持った公共施設の最適な配置

 持続可能なまちづくりの推進

 良好な住環境施策の推進

 道路環境の整備

 安全な水の安定供給

 下水道機能の維持向上

交通の利便性が高いまちづくり  市民の足の確保

 安全で安心な道路交通環境の整備

 交通安全対策の推進

 環境にやさしい交通手段

安 全 で 安 心 な ま ち づ く り  緊急事態への対応強化

 新しい生活様式への対応

 防犯体制の充実

 消防体制の強化

 空き家等対策

災 害 に 強 い ま ち づ く り  水害対策

 防災体制の充実

 まちの防災機能の向上
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□施策の体系

（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
1,541 1,541 1,541 

4,844 345 345 

115,353 115,353 115,353 

2,363,083 4,667,196 4,667,186 

16,302 16,302 16,302 

11,035 2,035 2,035 

第４章　４－１　都市基盤を生かしたまちづくり

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 建築開発課

一般会計 政策推進課

一般会計 行政管理課

一般会計 新複合施設建設推進室

一般会計 都市計画課

一般会計 都市計画課

都市基盤を生かしたまちづくり  長期的な視点を持った公共施設の最適な配置

 持続可能なまちづくりの推進

 良好な住環境施策の推進

 道路環境の整備

 安全な水の安定供給

 下水道機能の維持向上

営繕事務

事業の
内　容

　市有建築物の維持管理に関する調査、調整及び補助的執行依頼によ
る建築工事の設計、監理、監督

公共施設マネジメント事業

事業の
内　容

　「志木市公共施設等マネジメント戦略」及び「志木市公共施設等適
正配置計画」に基づき、個別施設の具体的な方向性を定めることによ
り、財政負担の軽減や平準化とサービス水準の維持を両立させながら
公共施設等の更新・統廃合を計画的に行う。

庁舎管理事務

事業の
内　容

　行政サービスの拠点である市庁舎の良好な施設利用環境の維持と、
安心して利用できる安全及び環境に配慮した施設管理を実施する。

新複合施設建設事業

事業の
内　容

　新たな文化・スポーツそして災害時の拠点とするため、市民会館及
び市民体育館の複合施設の建設を実施する。

県施行街路事業促進事業

事業の
内　容

　県が施行する都市計画道路中央通停車場線第３工区３１０ｍの整備
に対し、市は事業費の一部（国庫補助金を除いた額の２０％）を負担
する。

都市計画事務

事業の
内　容

　土地利用等に関する方針、施策の決定等を行う。

市有建築物の維持管
理に関する調査、調
整
補助的執行依頼によ
る建築工事の設計、
監理、監督

市有建築物の維持管
理に関する調査、調
整
補助的執行依頼によ
る建築工事の設計、
監理、監督

市有建築物の維持管
理に関する調査、調
整
補助的執行依頼によ
る建築工事の設計、
監理、監督

公共施設等マネジメ
ント戦略改定等

公共施設等マネジメ
ントの推進

公共施設等マネジメ
ントの推進

光熱水費、施設維持
管理委託、業務委託
他

光熱水費、施設維持
管理委託、業務委託
他

光熱水費、施設維持
管理委託、業務委託
他

市民会館及び市民体
育館複合施設の建設
工事

市民会館及び市民体
育館複合施設の建設
工事

市民会館及び市民体
育館複合施設の建設
工事

県施行街路事業促進
事業負担金

県施行街路事業促進
事業負担金

県施行街路事業促進
事業負担金

都市計画に関する手
続き事務、都市計画
マスタープラン実現
化方策検討

都市計画に関する手
続き事務

都市計画に関する手
続き事務
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
544 544 544 

31,943 31,943 31,943 

14,801 14,801 14,801 

1,244 1,244 1,244 

10,833 10,833 10,833 

315 315 315 

15,868 17,000 17,000 

421,836 490,000 490,000 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 建築開発課

一般会計 産業観光課

一般会計 建築開発課

一般会計 建築開発課

一般会計 建築開発課

一般会計 建築開発課

一般会計 道路課

一般会計 道路課

景観計画の策定と推進

事業の
内　容

　景観計画及び景観法、景観条例の規定により、届出受理事務を行う
ことで良好な景観へ誘導し、市民や事業者へ良好な景観の教本として
景観形成ガイドラインを示すことや景観講演会を行うことで景観意識
の啓発を図る。

中心市街地活性化基本計画推進事業

事業の
内　容

　東上線沿線随一の商業のまち志木として、まちのにぎわいを取り戻
すため、「中心市街地の活性化に関する法律」に基づき策定した「志
木市中心市街地活性化基本計画」を実行し、市街地の活性化に関する
施策を推進する。

市営住宅維持管理事業

事業の
内　容

　市営住宅の良好な住環境維持を図るため、入居者の元気確認や修繕
等による安全で安心な住環境を保持するとともに、退去者が生じた場
合の新規入居者の募集を行う。

建築開発事務

事業の
内　容

　建築基準法に係る事務の実施
　建築物省エネ法に係る事務の実施
　都市計画法に基づく開発行為等に係る事務の実施
　その他関係法令等に係る事務の実施

住宅の耐震化補助事業

事業の
内　容

　志木市耐震改修促進計画による住宅の耐震化率の目標を９５％と
し、さらなる耐震化を進めるため、補助制度の活用を促し耐震化の促
進を図る。

マンション管理適正化事業

事業の
内　容

　志木市マンション管理適正化推進計画に基づき、マンション管理者
に対し適正な管理を行うため指導・助言等を行い良好な住環境施策の
推進に努める。

土木管理事務

事業の
内　容

　法定・法定外公共物測量、国土調査訂正測量
　道路台帳整備（道路法第28条第1項）
　各協議会負担金
　私道舗装補助金
　情報提供システム

道路橋梁維持補修事業

事業の
内　容

　快適で安全な道路環境を保つため、道路・橋梁の施設維持管理や補
修・修繕工事を行うとともに、舗装の劣化が激しい路線を計画的に舗
装修繕を行う。
　また、歩道における段差の解消、平たん性や有効幅員の確保など計
画的な歩道改修を行う。

行為の届出の受理事
務
景観講演会や景観審
議会の開催

行為の届出の受理事
務
景観講演会や景観審
議会の開催

行為の届出の受理事
務
景観講演会や景観審
議会の開催

中心市街地活性化基
本計画に基づく事業

中心市街地活性化基
本計画に基づく事業

中心市街地活性化基
本計画に基づく事業

市営住宅維持管理業
務
高齢者単身者の元気
確認
市営住宅管理基金積
立

市営住宅維持管理業
務
高齢者単身者の元気
確認
市営住宅管理基金積
立

市営住宅維持管理業
務
高齢者単身者の元気
確認
市営住宅管理基金積
立

建築基準法に基づく
建築確認業務
都市計画法に基づく
開発許可業務
その他関係法令等
に係る事務

建築基準法に基づく
建築確認業務
都市計画法に基づく
開発許可業務
その他関係法令等
に係る事務

建築基準法に基づく
建築確認業務
都市計画法に基づく
開発許可業務
その他関係法令等
に係る事務

住宅耐震補助事業
危険ブロック塀等撤
去改修補助事業
住宅耐震化促進補助
制度利用の推進

住宅耐震補助事業
危険ブロック塀等撤
去改修補助事業
住宅耐震化促進補助
制度利用の推進

住宅耐震補助事業
危険ブロック塀等撤
去改修補助事業
住宅耐震化促進補助
制度利用の推進

マンション管理適正
化推進計画の策定

マンション管理適正
化推進計画の推進

マンション管理適正
化推進計画の推進

法定・法定外公共物
測量
国土調査訂正測量
道路台帳整備
各協議会負担金
私道舗装補助金
情報提供システム

法定・法定外公共物
測量
国土調査訂正測量
道路台帳整備
各協議会負担金
私道舗装補助金
情報提供システム

法定・法定外公共物
測量
国土調査訂正測量
道路台帳整備
各協議会負担金
私道舗装補助金
情報提供システム

歩道改修
舗装修繕
施設維持管理
道路緊急維持補修

歩道改修
舗装修繕
施設維持管理
道路緊急維持補修

歩道改修
舗装修繕
施設維持管理
道路緊急維持補修
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
1,976 1,700 1,700 

6,103 6,100 6,100 

169,616 150,000 150,000 

137,000 140,000 140,000 

5,738 5,968 5,968 

350,400 277,447 349,263 

213,438 218,200 222,700 

2,783 2,783 2,783 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 道路課

一般会計 道路課

一般会計 道路課

一般会計 道路課

水道事業会計 水道施設課

水道事業会計 水道施設課

水道事業会計 水道施設課

水道事業会計 水道施設課

土木総務事務

事業の
内　容

　道路占用･公共物使用許可の事務を行い、境界確認、市道の認定・
廃止、市道の寄附採納登記、課の庶務に関することを行う。

生活道路整備に伴う緊急車両通行路確保事業

事業の
内　容

　建築基準法の規定による建築後退部分及び借地している道路用地を
確保するため、所有者の申し出により用地を買取る。
　また、道路後退用地の舗装工事を行う。

宗岡志木環状線整備事業

事業の
内　容

　上宗岡５丁目交差点から宗岡中学校裏交差点間を道路改築事業とし
て、市道の拡幅整備を行い、誰もが安心して生活できる環境を整備す
る。道路計画区域の土地所有者との用地交渉（土地売買契約及び物件
移転等補償契約締結）を進める。

生活道路快適化事業

事業の
内　容

　身近な生活道路における狭あい道路や水たまり等の解消を図るた
め、道路拡幅と交通安全対策をあわせて実施し、市民が安全で安心し
て通行できる道路環境の整備（工事・測量）を行う。

水道水質検査事業

事業の
内　容

  水質監視体制を確立し、市民に安全・安心で良質な水道水を給水す
る。

浄水場施設更新事業

事業の
内　容

　設備の重要度分類に基づき計画し、さらに、運用面、経過年数によ
り、効率的な更新を実施する。

水道施設耐震化事業

事業の
内　容

　水道施設の耐震化を行うことにより、地震が発生した場合でも被害
を抑制し、影響を最小限にすることで、水の安定供給を図る。

災害備蓄用飲料水製造事業

事業の
内　容

　大規模な災害時に予想される水道の断裂に備え、市民へ速やかに配
布できるペットボトル飲料水を製造する。
　なお、ペットボトル飲料水は市内井戸水を使用しており、災害時の
備蓄のほか、水道のＰＲ用としても利用する。

道路占用･公共物使
用許可事務
境界確認、認定・廃
止
市道寄附採納登記事
務
庶務

道路占用･公共物使
用許可事務
境界確認、認定・廃
止
市道寄附採納登記事
務
庶務

道路占用･公共物使
用許可事務
境界確認、認定・廃
止
市道寄附採納登記事
務
庶務

舗装工事
道路後退用地

舗装工事
道路後退用地

舗装工事
道路後退用地

宗岡志木環状線整備
用地取得
工事
補償

宗岡志木環状線整備
用地取得
工事
補償

宗岡志木環状線整備
用地取得
工事
補償

生活道路快適化事業
道路改良工事
測量・設計・調査
用地・補償

生活道路快適化事業
道路改良工事
測量・設計・調査
用地・補償

生活道路快適化事業
道路改良工事
測量・設計・調査
用地・補償

水道水質検査 水道水質検査 水道水質検査

（宗岡・大原浄水
場）
電気・機械設備更新
工事
場内整備
着水井工事設計

（宗岡・大原浄水
場）
電気・機械設備更新
工事
場内整備
着水井工事

（宗岡・大原浄水
場）
電気・機械設備更新
工事
場内整備

水道施設耐震化事業
基幹管路耐震
配水支管耐震

水道施設耐震化事業
基幹管路耐震
配水支管耐震

水道施設耐震化事業
基幹管路耐震
配水支管耐震

災害備蓄用ペットボ
トル飲料水「志木の
恵水　水輝（しきの
めぐみ　みずき）」
の製作

災害備蓄用ペットボ
トル飲料水「志木の
恵水　水輝（しきの
めぐみ　みずき）」
の製作

災害備蓄用ペットボ
トル飲料水「志木の
恵水　水輝（しきの
めぐみ　みずき）」
の製作
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
4,983 4,983 4,983 

89,160 100,000 100,000 

455,570 70,632 70,870 

430,368 348,317 480,791 

121,967 121,967 121,967 

530,486 530,486 530,486 

117,819 117,819 117,819 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

水道事業会計 水道施設課

水道事業会計 上下水道総務課

下水道事業会計 下水道施設課

下水道事業会計 下水道施設課

下水道事業会計 下水道施設課

下水道事業会計 下水道施設課

下水道事業会計 下水道施設課

漏水調査事業

事業の
内　容

　漏水量の縮減と道路陥没事故の未然防止を図るため、重要幹線を定
点監視するとともに、漏水の多いビニール管等の漏水調査を行う。

上下水道事業包括業務委託事業

事業の
内　容

　官民連携により外部の知見を取り入れながら、費用削減や事務の効
率化を図るため、検針、調定、収納までの料金事務をはじめ、水道庁
舎における窓口対応、水洗化ＰＲ業務や事務補助などを一体化した業
務委託を行う。

公共下水道整備事業（汚水）

事業の
内　容

　公衆衛生の向上や河川などの公共用水域の水質保全のため、家庭や
事業活動により排出される汚水を速やかに排出させるための施設整備
を行う。また、流域下水道建設負担金を支出する。

公共下水道整備事業（雨水）

事業の
内　容

　都市化の進展に伴い、雨水流出の増加による浸水被害を防止するた
め、雨水整備計画に基づき、雨水貯留機能を持たせた水路整備を行
う。
　また、館第一排水ポンプ場については、ポンプ設備更新を行う。

館第一排水ポンプ場施設維持管理事業

事業の
内　容

　館第一排水ポンプ場の機能が円滑に発揮できるよう適正な維持管理
を行う。

施設維持管理事業（汚水）

事業の
内　容

　下水道管路施設（汚水）、中継ポンプ場等の機能が円滑に発揮でき
るよう適正な維持管理を行う。

施設維持管理事業（雨水）

事業の
内　容

　下水道管路施設（雨水）、館第二排水ポンプ場等の機能が円滑に発
揮できるよう適正な維持管理を行う。

漏水調査事業 漏水調査事業 漏水調査事業

料金事務
窓口、電話対応
給水装置、排水設備
関連業務
検定満期メーター交
換
水洗化PR
事務補助など

料金事務
窓口、電話対応
給水装置、排水設備
関連業務
検定満期メーター交
換
水洗化PR
事務補助など

料金事務
窓口、電話対応
給水装置、排水設備
関連業務
検定満期メーター交
換
水洗化PR
事務補助など

工事設計
工事
流域下水道建設負担
金

工事設計
工事
流域下水道建設負担
金

工事設計
工事
流域下水道建設負担
金

工事設計
工事
ポンプ設備更新

工事設計
工事
ポンプ設備更新

工事設計
工事
ポンプ設備更新

維持管理 維持管理 維持管理

設備維持管理補修工
事
流域下水道維持管理
負担金
ポンプ場維持管理

設備維持管理補修工
事
流域下水道維持管理
負担金
ポンプ場維持管理

設備維持管理補修工
事
流域下水道維持管理
負担金
ポンプ場維持管理

施設維持管理
水路清掃
ポンプ場維持管理
維持管理負担金

施設維持管理
水路清掃
ポンプ場維持管理
維持管理負担金

施設維持管理
水路清掃
ポンプ場維持管理
維持管理負担金
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□施策の体系

（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
2,000 2,000 2,000 

49,935 49,935 49,935 

34,797 34,797 34,797 

11,163 11,163 11,163 

38,987 38,987 38,987 

4,032 4,032 4,032 

第４章　４－２　交通の利便性が高いまちづくり

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 都市計画課

一般会計 都市計画課

一般会計 都市計画課

一般会計 都市計画課

志木駅東口地下駐車場事業特別会計 都市計画課

一般会計 都市計画課

交通の利便性が高いまちづくり  市民の足の確保

 安全で安心な道路交通環境の整備

 交通安全対策の推進

 環境にやさしい交通手段

交通アクセス向上事業

事業の
内　容

　民間事業者が運行する路線バスについて、路線バスのバリアフリー
化を促進するため、ノンステップバスの導入に係る経費の一部を負担
する。

デマンド交通実施事業

事業の
内　容

　高齢者や子育て世帯などの交通弱者の移動手段を確保するため、自
宅や市内の病院・商業施設などの間の移動において、低額でタクシー
を利用できる、志木市デマンド交通を継続実施する。

交通安全施設整備事業

事業の
内　容

　安全で円滑な道路交通を確保するため、道路照明灯、道路反射鏡及
び道路標示等の交通安全施設を整備している。この事業の財源は、交
通安全対策特別交付金である。

志木駅・柳瀬川駅周辺放置自転車防止指導・撤去等業務

事業の
内　容

　志木駅東口及び柳瀬川駅周辺の放置整理区域内の公共の場所におけ
る、自転車等の放置による市民生活環境の障害を防止し、良好な環境
を保持するため、日常的に放置防止指導及び定期的な撤去作業を実施
する。

志木駅東口地下駐車場運営・指定管理事業

事業の
内　容

　道路交通の円滑化を図り、もって道路利用者の利便に資するととも
に、志木駅東口周辺の都市機能増進に寄与する目的で設置された、当
該駐車場の効率的な管理運営を図るため、令和６年４月１日から令和
１１年３月３１日までの５年間、野里電気工業㈱を指定管理者に指定
し、管理運営を行う。

民営自転車駐車場補助事業

事業の
内　容

　自転車利用者の利便を図るとともに、志木駅東口周辺の放置自転車
を防止するため、民営自転車駐車場の事業者に補助金を交付する。補
助金額は、市内在住者の定期利用１台につき、月額700円である。

ノンステップバス導
入に係る経費の負担
金

ノンステップバス導
入に係る経費の負担
金

ノンステップバス導
入に係る経費の負担
金

デマンド交通事業 デマンド交通事業 デマンド交通事業

交通安全施設工事
交通安全施設の整備
及び維持管理

交通安全施設工事
交通安全施設の整備
及び維持管理

交通安全施設工事
交通安全施設の整備
及び維持管理

防止指導員配置
放置自転車等撤去
撤去台帳作成
自転車等処分

防止指導員配置
放置自転車等撤去
撤去台帳作成
自転車等処分

防止指導員配置
放置自転車等撤去
撤去台帳作成
自転車等処分

指定管理者による管
理運営
設備更新工事

指定管理者による管
理運営
設備更新工事

指定管理者による管
理運営
設備更新工事

補助金交付 補助金交付 補助金交付
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
365 365 365 

57 57 57 

942 942 942 

530 530 530 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 都市計画課

一般会計 総合窓口課

一般会計 都市計画課

一般会計 都市計画課

放置自転車対策事務

事業の
内　容

　駅周辺の放置整理区域内における放置自転車等をなくすための事務
を行う。

埼玉県市町村交通災害共済事業

事業の
内　容

　埼玉県市町村総合事務組合にて共同処理している交通災害共済の加
入受付及び災害見舞金請求の手続を行う。

交通安全推進事業

事業の
内　容

　交通安全対策協議会、朝霞地区交通安全協会、志木市交通安全母の
会等交通関係団体が、連携しながら交通安全施策を推進する。

交通安全推進団体補助事業

事業の
内　容

　朝霞地区交通安全協会志木支部、志木市交通安全母の会の交通安全
推進団体を補助し、交通安全施策を推進する。

駅周辺の放置整理区
域内における放置自
転車等をなくすため
の事務

駅周辺の放置整理区
域内における放置自
転車等をなくすため
の事務

駅周辺の放置整理区
域内における放置自
転車等をなくすため
の事務

交通災害共済の加入
受付及び災害見舞金
請求の手続

交通災害共済の加入
受付及び災害見舞金
請求の手続

交通災害共済の加入
受付及び災害見舞金
請求の手続

交通安全教育の推
進、意識啓発活動

交通安全教育の推
進、意識啓発活動

交通安全教育の推
進、意識啓発活動

交通安全教育を推進
するとともに交通安
全に対する意識啓発
活動を実施し、交通
事故防止に努める。

交通安全教育を推進
するとともに交通安
全に対する意識啓発
活動を実施し、交通
事故防止に努める。

交通安全教育を推進
するとともに交通安
全に対する意識啓発
活動を実施し、交通
事故防止に努める。
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□施策の体系

（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
4,723 147 147 

124 124 124 

292 292 292 

9,070 9,070 9,070 

2,927 2,927 2,927 

27,860 10,834 10,834 

第４章　４－３　安全で安心なまちづくり

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 防災危機管理課

一般会計 防災危機管理課

一般会計 健康増進センター

一般会計 市民活動推進課

一般会計 市民活動推進課

一般会計 市民活動推進課

安 全 で 安 心 な ま ち づ く り  緊急事態への対応強化

 新しい生活様式への対応

 防犯体制の充実

 消防体制の強化

 空き家等対策

国民保護計画の推進

事業の
内　容

　武力攻撃事態及び緊急対処事態に対処するため、志木市国民保護計
画に基づき、実施体制の整備等を行う。　
　また、実際に武力攻撃事態等が発生した際には、避難、救援及び武
力攻撃に伴う被害の最小化のための措置を実施する。

危機管理事務

事業の
内　容

　市民生活に好ましくない影響を及ぼす事態や、市民の行政への信頼
を損なう事態を危機ととらえ、市民の安全・安心を確保するととも
に、市民に信頼される市役所を目指し、危機管理を総合的に推進す
る。

新型インフルエンザ等対策事業

事業の
内　容

　新型インフルエンザ等が発生した際、対策業務に従事する職員用の
感染防止物品の備蓄をするものである。

防犯灯設置管理補助事業

事業の
内　容

　町内会が管理を行っている防犯灯の設置費用等及び電気料の全額補
助を行う。

自主防犯活動支援事業

事業の
内　容

　「犯罪に強いまち志木」とするため、防犯活動の向上を目的に町内
会単位で設立されている自主防犯パトロール隊・青色防犯パトロール
隊を支援するとともに、市内小中学生の原画を使用した防犯啓発ポス
ターの作成し、幅広い世代への防犯意識の向上と防犯啓発を図る。
　また、犯罪被害者等を支援するため、関係機関と連携及び協力を図
る。

防犯カメラ管理運用事業

事業の
内　容

　「犯罪に強いまち志木」のスローガンのもと、市民が安全・安心に
暮らせ、犯罪抑止策のひとつとして、町内会・警察と連携しながら市
内要所に設置した１４５台の防犯カメラを適切に管理・運用する。
　また、犯罪のない志木市を目指して、犯罪抑止の取組をさらに強化
するため、防犯カメラ設置事業を拡充していく。

住民の安全を守るた
めの実効性のある体
制整備の確立。
全国瞬時警報システ
ムの改善
Ｊアラート受信機ア
ンテナ分離設置工事

住民の安全を守るた
めの実効性のある体
制整備の確立。
全国瞬時警報システ
ムの改善

住民の安全を守るた
めの実効性のある体
制整備の確立。
全国瞬時警報システ
ムの改善

職員の危機管理意識
の向上と市の危機管
理体制の充実

職員の危機管理意識
の向上と市の危機管
理体制の充実

職員の危機管理意識
の向上と市の危機管
理体制の充実

感染防止資機材の備
蓄

感染防止資機材の備
蓄

感染防止資機材の備
蓄

防犯灯設置補助
防犯灯電気料補助

防犯灯設置補助
防犯灯電気料補助

防犯灯設置補助
防犯灯電気料補助

自主防犯パトロール
隊・青色防犯パト
ロール隊を支援する
など、「犯罪に強い
まち志木」を構築す
る。

自主防犯パトロール
隊・青色防犯パト
ロール隊を支援する
など、「犯罪に強い
まち志木」を構築す
る。

自主防犯パトロール
隊・青色防犯パト
ロール隊を支援する
など、「犯罪に強い
まち志木」を構築す
る。

犯罪抑止策の一つと
して、市内要所に設
置した１４５台の防
犯カメラを設置を適
切に管理・運用す
る。防犯カメラを２
５台増設する。

犯罪抑止策の一つと
して、市内要所に設
置した１７０台の防
犯カメラを設置を適
切に管理・運用す
る。

犯罪抑止策の一つと
して、市内要所に設
置した１７０台の防
犯カメラを設置を適
切に管理・運用す
る。
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
858,311 858,311 858,311 

1,208 2,908 1,208 

1,950 1,950 1,950 

16,637 16,637 16,637 

105,338 44,359 72,169 

935 935 935 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 防災危機管理課

一般会計 防災危機管理課

一般会計 防災危機管理課

一般会計 防災危機管理課

一般会計 防災危機管理課

一般会計 環境推進課

広域消防に伴う負担金

事業の
内　容

　消防法の目的である業務を埼玉県南西部消防局で行っている。広域
消防行政の経費として、朝霞地区一部事務組合（埼玉県南西部消防
局）に負担金として支出する。

火災等予防・啓発事業

事業の
内　容

　消防団が実施する消防出初式や連合点検で、地域消防力を披露する
とともに広く市民に防火啓発を呼びかけ、防災意識の高揚を図る。

自警消防隊支援事業

事業の
内　容

  地域での災害による火災被害の軽減を図るため、自主的に火災予
防・防火活動を行っている各町内会自警消防隊活動及び資機材の整備
を支援する。

地域消火設備管理事業

事業の
内　容

　使用期限の過ぎた街角消火器の入れ替え及び防火水槽等の維持管理
を行う。

消防団員活動事業

事業の
内　容

　地域での災害による被害の軽減を図るため、消火活動及び防火活動
を行っている消防団員の活動費を支出する。

空き家等対策事業

事業の
内　容

　①適正管理対策(倒壊等著しく保安上危険となる空き家に対する助
言・指導から行政代執行までの対策。)　
　②利活用対策(「空き家等バンク」を設置し、地域の活性化やコ
ミュニティ機能の維持等を図る対策。)　
　③予防対策(問題が深刻化する前の早期対応や未然防止を図る対
策。)

朝霞地区一部事務組
合負担金
埼玉県南西部消防局
の人件費、備品購入
費及び工事費等の費
用の負担

朝霞地区一部事務組
合負担金
埼玉県南西部消防局
の人件費、備品購入
費及び工事費等の費
用の負担

朝霞地区一部事務組
合負担金
埼玉県南西部消防局
の人件費、備品購入
費及び工事費等の費
用の負担

埼玉県消防協会朝霞
支部連合点検の実施
志木市消防出初式の
実施

埼玉県消防協会朝霞
支部連合点検の実施
志木市消防出初式の
実施
埼玉県消防協会朝霞
支部連合点検会場市

埼玉県消防協会朝霞
支部連合点検の実施
志木市消防出初式の
実施

運営補助及び消防資
機材の整備等に対す
る補助
自警消防隊長会議

運営補助及び消防資
機材の整備等に対す
る補助
自警消防隊長会議

運営補助及び消防資
機材の整備等に対す
る補助
自警消防隊長会議

使用済み及び耐用年
数切れの消火器を補
充
土地開発に伴う防火
水槽等の移設、撤
去、修繕を実施

使用済み及び耐用年
数切れの消火器を補
充
土地開発に伴う防火
水槽等の移設、撤
去、修繕を実施

使用済み及び耐用年
数切れの消火器を補
充
土地開発に伴う防火
水槽等の移設、撤
去、修繕を実施

団員報酬
消防団分団運営費
出動等手当
被服費等
第３分団車庫新築工
事

団員報酬
消防団分団運営費
出動等手当
被服費等

団員報酬
消防団分団運営費
出動等手当
被服費等
埼玉県操法大会
第４分団車両更新

志木市空き家等対策
計画に基づき空き家
対策を実施

志木市空き家等対策
計画に基づき空き家
対策を実施

志木市空き家等対策
計画に基づき空き家
対策を実施
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□施策の体系

（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
14,126 14,126 14,126 

842 752 752 

9,578 3,300 3,300 

404,677 210,636 210,636 

35,401 3,000 3,000 

361,951 464,500 2,500 

第４章　４－４　災害に強いまちづくり

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 防災危機管理課

一般会計 道路課

一般会計 道路課

一般会計 道路課

一般会計 道路課

一般会計 道路課

災 害 に 強 い ま ち づ く り  水害対策

 防災体制の充実

 まちの防災機能の向上

可搬式ポンプ整備事業

事業の
内　容

　大雨や台風、ゲリラ豪雨時の排水機場等の補完的業務として、可搬
式ポンプの効率的な配置や保守点検を行うとともに、浸水対策事業を
実施する。経年劣化した可搬式ポンプを更新する。

河川管理事務

事業の
内　容

　準用河川（旧新河岸川）の管理業務（草刈り等）負担金

雨水流出抑制対策事業

事業の
内　容

　調整池などの雨水流出抑制施設の維持管理を行うとともに、水害の
軽減となるように雨水の流出抑制対策を進める。
　雨水浸透施設整備を行う。

排水機場維持管理事業

事業の
内　容

　局地的なゲリラ豪雨等の突発的な増水に対し確実かつ機動的に、市
内にある４排水機場、７ポンプ場、３樋管の運転操作、維持管理や補
修・修繕を行うとともに、老朽化に伴う設備の更新工事を行う。

赤野毛排水路整備事業

事業の
内　容

　赤野毛排水機場の維持管理負担金及びポンプ等修繕費を排水区域面
積の割合に基づき支出する。

排水施設維持管理事業

事業の
内　容

　未整備水路及び市街化調整区域内水路における排水施設の維持管
理、補修・修繕、浚渫及び草刈りを実施する。
　館大排水路改修及びそれに伴う家屋調査、電柱移設等を行う。

保守点検（４月・５
月）
保守管理（６月～１
１月・月一回点検）
及び運転業務（４月
～３月）

保守点検（４月・５
月）
保守管理（６月～１
１月・月一回点検）
及び運転業務（４月
～３月）

保守点検（４月・５
月）
保守管理（６月～１
１月・月一回点検）
及び運転業務（４月
～３月）

草刈り等負担金 草刈り等負担金 草刈り等負担金

雨水流出抑制施設維
持管理
施設設置補助
雨水浸透施設整備
味場地区国有地管理

雨水流出抑制施設維
持管理
施設設置補助
味場地区国有地管理

雨水流出抑制施設維
持管理
施設設置補助
味場地区国有地管理

排水機場等施設維持
管理
維持補修工事

排水機場等施設維持
管理
維持補修工事

排水機場等施設維持
管理
維持補修工事

維持管理負担金
No.2ﾎﾟﾝﾌﾟ制御装置
修繕
水位計修繕
電気設備修繕

維持管理負担金 維持管理負担金

排水施設維持管理
排水施設補修・修繕
浚渫・草刈り
館大排水路改修
柏町６丁目排水施設
改修工事

排水施設維持管理
排水施設補修・修繕
浚渫・草刈り
館大排水路改修

排水施設維持管理
排水施設補修・修繕
浚渫・草刈り
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
1,188 693 693 

11,329 11,329 11,329 

686 686 686 

1,210 1,210 1,210 

15,959 15,959 15,959 

3,192 6,337 8,619 

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

一般会計 防災危機管理課

一般会計 防災危機管理課

一般会計 防災危機管理課

一般会計 防災危機管理課

一般会計 防災危機管理課

一般会計 防災危機管理課

水害対策事業

事業の
内　容

　水田等の対象農地を水害時の遊水池とすると共に、震災時の一時的
な避難場所及び仮設住宅用地等の防災協力の農地として確保する。

防災行政無線維持事業

事業の
内　容

　防災行政無線（同報系・県衛星系・県地上系）及び埼玉県防災情報
システムが常に正常に機能するよう、施設維持に必要な点検、保守及
び修繕を行う。

防災意識の啓発事業

事業の
内　容

  市民の防災意識の高揚を図り、災害時の連携を円滑に行うため、地
域での防災訓練を推進する。
　いろは楽学講座などをとおして、市民自らが災害に対処できるよ
う、自助・共助の重要性や自主防災組織の必要性、活動内容について
の周知と啓発を図る。

自主防災組織支援事業

事業の
内　容

　町内会を単位として組織する自主防災組織の設立及び活動を支援す
るため、補助を行う。

災害対策事業

事業の
内　容

　地域で安全で安心して暮らすことができるよう、地域における防災
体制の整備を図り、災害への予防対策及び災害時の応急対策を行う。 

防災用備蓄品等整備事業

事業の
内　容

　災害時に備え非常食等を備蓄する。また、賞味期限が到来する食糧
物資については計画的に入れ替えを行う｡

防災協力農地として
申請のあった農地を
審査のうえ承認し、
防災協力農地を確保
する
土のう設置工事

防災協力農地として
申請のあった農地を
審査のうえ承認し、
防災協力農地を確保
する

防災協力農地として
申請のあった農地を
審査のうえ承認し、
防災協力農地を確保
する

防災行政無線維持管
理

防災行政無線維持管
理

防災行政無線維持管
理

地区防災訓練の促進
防災講演（いろは楽
学講座など）の実施
啓発用冊子の配布

地区防災訓練の促進
防災講演（いろは楽
学講座など）の実施
啓発用冊子の配布

地区防災訓練の促進
防災講演（いろは楽
学講座など）の実施
啓発用冊子の配布

自主防災組織設立支
援事業
自主防災組織活動支
援事業

自主防災組織設立支
援事業
自主防災組織活動支
援事業

自主防災組織設立支
援事業
自主防災組織活動支
援事業

地域防災計画の推進
避難行動要支援者名
簿の更新
防災倉庫の維持管理
等

地域防災計画の推進
避難行動要支援者名
簿の更新
防災倉庫の維持管理
等

地域防災計画の推進
避難行動要支援者名
簿の更新
防災倉庫の維持管理
等

アレルギー対応アル
ファ米（炊出しセッ
ト）、粉ミルク、乾
燥がゆ等の備蓄
発動発電機保守点検
など

アレルギー対応アル
ファ米（炊出しセッ
ト）、粉ミルク、乾
燥がゆ等の備蓄
発動発電機保守点検
など

アレルギー対応アル
ファ米（炊出しセッ
ト）、粉ミルク、乾
燥がゆ等の備蓄
発動発電機保守点検
など
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第５章　健全でわかりやすい行政運営

行財政、情報発信

健 全 な 行 財 政 の ま ち づ く り  健全かつ公正な行財政運営

 新たなICTを活用した行政運営

 広域行政の推進

 市民の役にたつ所の「市役所」の推進

様々な情報にふれられるまちづくり  開かれた行政の推進

 広報・広聴力の強化

 個人情報の保護
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
53,371 53,371 53,371

5,933 5,933 5,933

303 303 303

47,489 47,489 47,489

30,922 30,922 30,922

63,889 63,889 63,889
市税徴収業務 市税徴収業務 市税徴収業務

一般会計 収納管理課

事業の
内　容

　市税等の収納管理・滞納整理等の徴収業務。

固定資産税賦課事務 固定資産税及び都市
計画税の賦課事務

固定資産税及び都市
計画税の賦課事務

固定資産税及び都市
計画税の賦課事務

一般会計 課税課

事業の
内　容

　志木市の活動経費として基幹税目である固定資産税及び都市計画税
を地方税法等により賦課する。固定資産基礎資料更新業務として地番
図、家屋図及び公図の修正を実施し、課税客体の適正把握に努める。

市民税賦課事務 市民税等の賦課業務 市民税等の賦課業務 市民税等の賦課業務

一般会計 課税課

事業の
内　容

　個人市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の
賦課業務。

事業の
内　容

 市長が掲げる「市民力でつくる　未来へ続くふるさと　志木市」の
実現を目指し、市政運営の基本方針のもと行政施策実現に向け、市
長・副市長の秘書を行う。

財政事務 市全体の予算編成
(補正予算含
む。）、地方債、地
方交付税、決算統
計、予算執行管理及
び財政事務の総合調
整を行う事務であ
る。

一般会計 財政課

事業の
内　容

　市全体の予算編成(補正予算含む。）、地方債、地方交付税、決算
統計、予算執行管理及び財政事務の総合調整を行う事務である。

一般会計 行政管理課

事業の
内　容

　志木市公文書管理条例を適正に運用し公文書の作成及び保存、廃棄
等の事務を行う。
　文書の収受・発送及び公印の管理、事務機器の管理全般を行う。

一般会計 秘書課

文書管理事務 志木市公文書管理条
例の運用
公印の管理

市全体の予算編成
(補正予算含
む。）、地方債、地
方交付税、決算統
計、予算執行管理及
び財政事務の総合調
整を行う事務であ
る。

市全体の予算編成
(補正予算含
む。）、地方債、地
方交付税、決算統
計、予算執行管理及
び財政事務の総合調
整を行う事務であ
る。

市長・副市長の秘書
業務

志木市公文書管理条
例の運用
公印の管理

志木市公文書管理条
例の運用
公印の管理

事　　業　　名

秘書事務 市長・副市長の秘書
業務

市長・副市長の秘書
業務

徴収事務

事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

第５章　５－１　健全な行財政のまちづくり

□施策の体系

健 全 な 行 財 政 の ま ち づ く り  健全かつ公正な行財政運営

 新たなICTを活用した行政運営

 広域行政の推進

 市民の役にたつ所の「市役所」の推進
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
948 948 948

36,675 36,675 36,675

3,790 3,790 3,790

29,340 29,340 29,340

36,852 36,852 36,852

115,623 115,623 115,623

9,490 9,490 9,490

18,314 18,314 18,314

議会だよりの発行
議会ホームページの
更新
会議録の発行
会議録検索システム
の更新

一般会計 議会事務局

事業の
内　容

  議会だより（議会広報紙）は、年４回開催される議会（定例会）の
翌々月に発行し、市民に配付している。
　また、会議録は公共施設等に配付するとともに、議会だより同様、
市のホームページで閲覧することができる。

議会事務 議場音響等設備機器
の維持管理
議員用パソコンの維
持管理
議長車運転業務の委
託

議場音響等設備機器
の維持管理
議員用パソコンの維
持管理
議長車運転業務の委
託

議場音響等設備機器
の維持管理
議員用パソコンの維
持管理
議長車運転業務の委
託

議員報酬等支払事務 議員報酬等支払事務 議員報酬等支払事務 議員報酬等支払事務

一般会計 議会事務局

事業の
内　容

　議員の報酬の支払
　議員共済年金の負担金等の支払
　視察や研修等、議員としての議会活動を支援する

住民の異動に関する
事務
戸籍、住民票等の各
種証明の発行
印鑑の登録、証明
市税等収納業務
マイナンバー・パス
ポート業務

一般会計 市民サービスステーション

事業の
内　容

　住民基本台帳法による転入、転出等住民の異動に関する事務及び戸
籍、住民票等の各種証明並びに印鑑の登録及び証明、マイナンバー
カードの交付及び各種手続き、市税等収納業務及び各種税証明、戸籍
届出の預かり、国民年金及び国民健康保険加入等に係る書類の預か
り、パスポート申請及び交付他、処務規定に定める各種申請受付業
務。

出納事務 審査、支払 
資金管理 
日計処理

審査、支払 
資金管理 
日計処理

審査、支払 
資金管理 
日計処理

住民の異動に関する
事務
戸籍、住民票等の各
種証明の発行
印鑑の登録、証明
市税等収納業務

住民の異動に関する
事務
戸籍、住民票等の各
種証明の発行
印鑑の登録、証明
市税等収納業務

住民の異動に関する
事務
戸籍、住民票等の各
種証明の発行
印鑑の登録、証明
市税等収納業務

一般会計 柳瀬川駅前出張所

事業の
内　容

　住民基本台帳法による転入、転出等住民の異動に関する事務及び戸
籍、住民票等の各種証明並びに印鑑の登録及び証明、市税等収納業務
及び各種税証明の他、各種申請受付業務。

柳瀬川駅前出張所管理運営事務

住民基本台帳事務管
理、住居表示及び臨
時運行事務
各種証明書交付、ス
マート申請等管理
個人番号カード交付
管理等

住民基本台帳事務管
理、住居表示及び臨
時運行事務
各種証明書交付、ス
マート申請等管理
個人番号カード交付
管理等

住民基本台帳事務管
理、住居表示及び臨
時運行事務
各種証明書交付、ス
マート申請等管理
個人番号カード交付
管理等

一般会計 総合窓口課

事業の
内　容

　住民基本台帳法に基づき、住民に関する記録を正確かつ統一的に事
務処理を行うとともに、市民がより利用しやすい窓口の環境向上を図
る。

住民基本台帳事務

戸籍事務処理
戸籍事務内連携事務
開始

戸籍事務処理
戸籍振り仮名届出受
付開始

戸籍事務処理
戸籍振り仮名付加
戸籍住基事務初級者
研修会会場市一般会計 総合窓口課

事業の
内　容

　戸籍は、国民の身分関係の登録・公証するものであり、その事務
は、地方自治法第２条第９項第１号に規定する第一号法定受託事務で
ある。事業は戸籍法及び民法を主軸として、戸籍法施行規則や先例・
通達に基づき、出生、死亡、婚姻、離婚、転籍等の各種届出の処理を
行う。

戸籍事務

住民の異動に関する
事務
戸籍、住民票等の各
種証明の発行
印鑑の登録、証明
市税等収納業務
マイナンバー・パス
ポート業務

住民の異動に関する
事務
戸籍、住民票等の各
種証明の発行
印鑑の登録、証明
市税等収納業務
マイナンバー・パス
ポート業務

議会だよりの発行
議会ホームページの
更新
会議録の発行
会議録検索システム
の更新

議会だよりの発行
議会ホームページの
更新
会議録の発行
会議録検索システム
の更新

一般会計 会計課

事業の
内　容

　公金について、日々の収入及び支出業務を行っている。
　①収入業務は、歳入された市税等を所定の科目に入力する。
　②支出業務は、伝票を審査し、債権者に支払いを行う。
　③公金の管理運用は、決済預金の残髙等を踏まえ、運用を行う。

議会だより及び会議録作成

一般会計 議会事務局

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

事業の
内　容

　議場音響等設備機器や議員用パソコンのリース等を行うことによ
り、円滑な議会運営及び議員調査研究活動を支える。
　また、議長車運転業務を委託することで、議長の公務をより円滑に
進める。

市民サービスステーション管理運営事務
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
2,324 2,324 2,324

459 459 459

1,855 1,815 1,855

522 522 522

8,456 8,363 8,363

206 206 206

378 378 378

90 90 90
工事並びに工事に係
る設計及び監理の業
務委託の検査を実施
する。一般会計 行政管理課

事業の
内　容

　工事並びに工事に係る設計及び監理の業務委託の検査を実施する。

公平委員会事務 職員の給与、勤務時
間その他の勤務条件
に関する措置の要求
の審査、判定及び必
要な措置執行等

職員の給与、勤務時
間その他の勤務条件
に関する措置の要求
の審査、判定及び必
要な措置執行等

職員の給与、勤務時
間その他の勤務条件
に関する措置の要求
の審査、判定及び必
要な措置執行等

一般会計 公平委員会

事業の
内　容

　地方公務員法に基づく公平委員会に係る経費で、委員報酬、委員及
び職員の研修会等に伴う旅費、負担金、関係図書の購入に要する経費
である。

固定資産評価委員会事務 固定資産評価審査 固定資産評価審査 固定資産評価審査

事業の
内　容

　地方税法に基づく固定資産評価審査委員会運営に係る経費で、委員
報酬、委員・職員研修会に伴う旅費及び関係図書購入に要する経費で
ある。

一般会計 固定資産評価審査委員会

監査委員が実施する
監査業務の補助的事
務等を実施

一般会計 監査委員事務局

事業の
内　容

　地方自治法に基づく条例により設置された監査員事務局で行う、監
査委員の実施する監査業務等の補助的事務の経費である。

月１回総会を開催
農地法に基づく農地
事務及び農業振興策
の研究一般会計 農業委員会事務局

事業の
内　容

　農業委員会等に関する法律に基づく、農業振興等の所掌事務や農地
の遊休地対策を実施している。
　令和５年４月の法改正により、荒川堤外の地域計画目標地図策定に
係る話し合い、素案づくりに農業委員が協力連携していく。

政治や選挙制度の研
修会の開催
新有権者への効果的
啓発活動の実施一般会計 選挙管理委員会事務局

事業の
内　容

　公職選挙法に基づき、志木市明るい選挙推進協議会（委員約２５
名）運営に係る経費で、常時・選挙時啓発活動及び研修等を通じて明
るい選挙の推進に努めている。バースデーカードを送付し、新有権者
全員への啓発活動を推進していく。

監査委員事務 監査委員が条例に定
める監査等を実施

監査委員が条例に定
める監査等を実施

監査委員が条例に定
める監査等を実施

選挙の適正な管理執
行
選挙管理委員会の開
催（定時・選挙時）

選挙の適正な管理執
行
選挙管理委員会の開
催（定時・選挙時）一般会計 選挙管理委員会事務局

事業の
内　容

　地方自治法に基づく選挙管理委員会運営に係る経費で、委員報酬、
費用弁償、委員長交際費及び各協議会への負担金等の経費である。

政治や選挙制度の研
修会の開催
新有権者への効果的
啓発活動の実施

政治や選挙制度の研
修会の開催
新有権者への効果的
啓発活動の実施

監査委員が実施する
監査業務の補助的事
務等を実施

監査委員が実施する
監査業務の補助的事
務等を実施

選挙の適正な管理執
行
選挙管理委員会の開
催（定時・選挙時）

地域計画の素案地図
作成
月１回総会を開催
農地法に基づく農地
事務及び農業振興策
の研究

月１回総会を開催
農地法に基づく農地
事務及び農業振興策
の研究

工事並びに工事に係
る設計及び監理の業
務委託の検査を実施
する。

工事並びに工事に係
る設計及び監理の業
務委託の検査を実施
する。

選挙啓発事務

一般会計 監査委員事務局

（会計 ／ 担当課）

選挙管理委員会事務

事業の
内　容

　地方自治法に基づく監査委員に係る経費で、委員報酬、費用弁償、
委員交際費及び各協議会等負担金【全国監査・関東監査・埼玉監査・
県南監査・朝霞区監査】の経費である。

農業委員会事務

検査事務

監査事務

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
54,452 54,452 54,452

5,635 6,209 6,209

1,063 30,245 785

316 316 316

42,454 45,277 45,277

6,806 6,806 6,806

379 379 379

954 954 954
普通財産管理事務 普通財産の適正管理

公有地の測量
樹木伐採
不動産鑑定手数料な
ど

普通財産の適正管理
公有地の測量
樹木伐採
不動産鑑定手数料な
ど

普通財産の適正管理
公有地の測量
樹木伐採
不動産鑑定手数料な
ど

一般会計 行政管理課

事業の
内　容

　公有財産台帳の管理や建物の保険契約・保険金の請求処理等を行う
とともに、普通財産の状況を把握し、必要な管理を行う。

公金キャッシュレス
収納事業

一般会計 収納管理課

事業の
内　容

　固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市県民税（普通徴収）、国
民健康保険税（普通徴収）を、自宅や外出先から、２４時間３６５日
いつでも納付することができるよう、インターネットによるクレジッ
ト収納に加え、電子決済（ペイ払い）を利用したキャッシュレス収納
を導入し、さらなる市民の利便性と収納率の向上を図る。

ファイナンシャルプランナーによる生活改善型納税相談 生活改善型納税相談 生活改善型納税相談 生活改善型納税相談

総合窓口事業 住民異動、臨時運行
及び証明書等受付交
付事務
庁舎及びフロア案内
業務委託

住民異動、臨時運行
及び証明書等受付交
付事務
庁舎及びフロア案内
業務委託

住民異動、臨時運行
及び証明書等受付交
付事務
庁舎及びフロア案内
業務委託

一般会計 総合窓口課

事業の
内　容

　市の適切な管理のもと住民異動、住居表示、臨時運行、諸証明書の
申請受付及び交付事務とともに、コンシェルジュデスク及び１階フロ
アー案内などの窓口対応業務を委託する。

印鑑登録事務 印鑑登録の申請受付
及び印鑑登録証明書
の発行

印鑑登録の申請受付
及び印鑑登録証明書
の発行

印鑑登録の申請受付
及び印鑑登録証明書
の発行

一般会計 総合窓口課

事業の
内　容

　印鑑条例に基づき、志木市に住民登録のある市民からの申請により
印鑑の登録及び印鑑登録証の交付とともに、印鑑登録証明書の交付を
行う。

法務事務 例規審査
例規システム管理
議案作成
議会との連絡調整
事務事業報告書作成
法制執務研修等開催
訴訟等対応
賠償補償保険加入

例規審査
例規システム管理
議案作成
議会との連絡調整
事務事業報告書作成
法制執務研修等開催
訴訟等対応
賠償補償保険加入

例規審査
例規システム管理
議案作成
議会との連絡調整
事務事業報告書作成
法制執務研修等開催
訴訟等対応
賠償補償保険加入

行政施策の総合調整
政策情報の収集、整
理、分析並びに調査
研究
事業判定制度の実施
総合戦略の進捗管理

一般会計 政策推進課

事業の
内　容

　各分野のマスタープランに基づく計画的な行政を推進するために、
行政施策の総合調整及び政策情報の収集、整理、分析並びに政策形成
に係る調査研究を行う。また、令和６年度及び令和７年度の２か年で
第二次将来ビジョン及び第三期まち・ひと・しごと創生総合戦略を策
定する。

ふるさと応援資金事業 ふるさと納税・特産
品お届け事業
ふるさと応援資金
（ふるさと納税）の
受付等
特産品の発送
特産品取扱事業者の
開拓
企業版ふるさと納税
マッチング支援

ふるさと納税・特産
品お届け事業
ふるさと応援資金
（ふるさと納税）の
受付等
特産品の発送
特産品取扱事業者の
開拓
企業版ふるさと納税
マッチング支援

ふるさと納税・特産
品お届け事業
ふるさと応援資金
（ふるさと納税）の
受付等
特産品の発送
特産品取扱事業者の
開拓
企業版ふるさと納税
マッチング支援

行政施策の総合調整
政策情報の収集、整
理、分析並びに調査
研究
事業判定制度の実施
総合戦略の進捗管理
計画策定

行政施策の総合調整
政策情報の収集、整
理、分析並びに調査
研究
事業判定制度の実施
総合戦略の進捗管理
計画策定

公金キャッシュレス
収納事業

公金キャッシュレス
収納事業

　例規の審査及び例規システムの管理
　議案の作成及び議会との連絡調整
　事務事業報告書の作成
　訟務事務及び法律相談事務の対応
　市民総合賠償補償保険加入

　３回/年  予約制　相談時間/９時～１７時、７時間
　ファイナンシャルプランナーによる生活改善型納税相談を実施す
る。必要に応じて市税等滞納者と面談を実施、当該面談の中で、市税
等滞納者の抱える金銭的問題に対するカウンセリングを行い、その解
決方法を市税等滞納者に提示することで収納率向上を図る。

一般会計 財政課

事業の
内　容

  ふるさと応援資金制度により、ふるさとに貢献したい、ふるさとを
応援したいという方々から支援を募り、財源の確保を図る。
　制度の周知及び寄附金受領等総合調整を行うとともに、市外から寄
附をして頂いた方へ寄附額に応じた特産品を送付する。
　また、企業版ふるさと納税についても、企業に対するアプローチを
強化し、寄附の受け入れにつなげる。

企画事務

一般会計 行政管理課

事業の
内　容

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

公金キャッシュレス収納

一般会計 収納管理課

事業の
内　容
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
4,367 4,367 4,367

52,441 0 0

230,262 230,262 230,262

8,844 8,844 4,172

143,607 143,607 143,607

4,860 4,126 4,126

14,151 46,010 130,091

8,696 8,696 8,696
住民基本台帳ネット
ワークシステムシス
テムの運用管理
個人番号（マイナン
バー）カードの交
付、更新手続き、申
請補助等

一般会計 総合窓口課

事業の
内　容

　住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理を行うとともに、個
人番号カードの交付、更新手続き及び申請補助等を行う。

電子入札共同システム活用 物品等共同システム
の導入
入札事務

入札事務 入札事務 

戸籍情報システム活用 戸籍情報システムの
活用
改修後システム本格
運用
戸籍振り仮名付加準
備

戸籍情報システムの
活用
戸籍システム標準化
戸籍振り仮名付加通
知・受付・入力

戸籍情報システムの
活用
戸籍振り仮名付加受
付・入力

財務会計システム
（予算編成・予算執
行・金銭会計・決算
統計・業者管理支
援、公会計システ
ム、備品管理システ
ム）の運用管理

一般会計 財政課

事業の
内　容

　財務会計システムを運用することにより、効率的な行政運営を図る
とともに、公会計システムや備品管理システムなどと連携することに
より、市の財産について適切な管理を行う。また、会計伝票作成業務
にＲＰＡ機能を活用し、より一層の効率化を図る。

基幹系システムの安
定した運用管理

一般会計 デジタル推進課

事業の
内　容

　住民サービスに必要な情報の入力や帳票の印字など、住民記録シス
テムを含め４２のシステムの運用管理を行う。
　また、サーバや端末機器、更にはネットワークの管理などクラウド
化された基幹系システムの安定した運用を行う。

共用車の集中管理に
よる効率的な運用

一般会計 行政管理課

事業の
内　容

　共用車の維持管理などを集中管理することにより、保有車両の稼働
率を向上させるなど、効率的な運用を図る。

志木市議会議員一般選挙の管理執行事務

共用車の運行管理等事務

基幹系システムの安
定した運用管理

財務会計システム
（予算編成・予算執
行・金銭会計・決算
統計・業者管理支
援、公会計システ
ム、備品管理システ
ム）の運用管理

財務会計システム
（予算編成・予算執
行・金銭会計・決算
統計・業者管理支
援、公会計システ
ム、備品管理システ
ム）の運用管理

志木市議会議員一般
選挙

共用車の集中管理に
よる効率的な運用

共用車の集中管理に
よる効率的な運用

基幹系システムの安
定した運用管理

住民基本台帳ネット
ワークシステムシス
テムの運用管理
個人番号（マイナン
バー）カードの交
付、更新手続き、申
請補助等

住民基本台帳ネット
ワークシステムシス
テムの運用管理
個人番号（マイナン
バー）カードの交
付、更新手続き、申
請補助等

基幹系システム活用

一般会計 行政管理課

一般会計 選挙管理委員会事務局

財務会計システム活用

事業の
内　容

　令和６年４月２２日任期満了に伴う志木市議会議員一般選挙の管理
執行に係る経費である。

一般会計 総合窓口課

事業の
内　容

　戸籍法に基づき、出生、死亡、婚姻、離婚、転籍等の各種届出によ
る戸籍の編製、記載等の事務処理及び戸籍謄本・抄本等の交付を行う
ための戸籍情報システムの維持、管理を行う。

事業の
内　容

　工事・物品等に係る埼玉県電子入札共同システムに参加し、より安
全かつ公正･効率的な入札事務を執行する。

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

事業の
内　容

　住民記録システムとの連携を直接必要としないシステム等の維持・
運用及び行政内部事務システムの効果的活用を行う。
　今後はＬＧＷＡＮの活用と、セキュリティ対策に力点を置いた運用
を行う。
　インターネットを利用した市民サービス向上の施策を検討する。

住民基本台帳ネットワークシステム活用

情報系ネットワーク活用 インターネット・Ｌ
ＧＷＡＮの活用推進
セキュリティ対策強
化
統合型内部情報シス
テム導入

インターネット・Ｌ
ＧＷＡＮの活用推進
セキュリティ対策強
化
統合型内部情報シス
テム運用

インターネット・Ｌ
ＧＷＡＮの活用推進
セキュリティ対策強
化
統合型内部情報シス
テム運用

一般会計 デジタル推進課
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
13,075 13,075 13,075

12,643 12,643 12,643

47,803 20,000 20,000

96 96 96

134,325 134,325 134,325

5,347 5,347 5,347

2,848 2,848 2,848

1,658 1,658 1,658
新規採用職員合同説
明会への参加
関係機関へのＰＲ
説明会の実施
新規採用試験の実施

新規採用職員合同説
明会への参加
関係機関へのＰＲ
説明会の実施
新規採用試験の実施

新規採用職員合同説
明会への参加
関係機関へのＰＲ
説明会の実施
新規採用試験の実施

一般会計 人事課

事業の
内　容

　市民力でつくる未来へ続くふるさと志木市をいっしょに実現できる
人材確保のため、リクルート事業を実施する。

一般会計 人事課

事業の
内　容

　人材育成基本方針に基づき、階層ごとに必要な知識を学ぶための一
般研修と業務上の知識を養うための専門研修を実施する。
　また、職員の接遇力向上を図る取組を実施するとともに、地域活動
などに積極的に参加する職員の育成に努める。

新規採用職員リクルート事業

衛生委員会
健康診断
予防接種
メンタルヘルスカウ
ンセラー派遣委託
ストレスチェック検
査

一般会計 人事課

事業の
内　容

　職員の福利厚生及び健康管理における健康診断などを行う。
　また、職員がメンタルヘルス不調になることを未然に防ぐため、心
理カウンセラーによる面接相談窓口を設置するとともに、職員自身が
ストレスの程度を把握するために、ストレスチェックを毎年度実施す
る。

人材育成事業 階層別研修 
専門研修 
派遣研修 
自主研修 
人事評価制度

階層別研修 
専門研修 
派遣研修 
自主研修 
人事評価制度

階層別研修 
専門研修 
派遣研修 
自主研修 
人事評価制度

人事管理事務 昇任選考の実施
勤続職員等の表彰
職員提案の実施
定年引上げ・再任用
制度の運用

昇任選考の実施
勤続職員等の表彰
職員提案の実施
定年引上げ・再任用
制度の運用

昇任選考の実施
勤続職員等の表彰
職員提案の実施
定年引上げ・再任用
制度の運用

人事課

事業の
内　容

　適正な人事管理及び会計年度任用職員（育児休業代替等）の報酬の
支払いなどを行う。

基本設計

一般会計 政策推進課

事業の
内　容

　朝霞地区の４市共用火葬場設置に向けた検討を行う。
　また、４市で構成する協議会において令和５年度より検討を進めて
いる基本構想を策定する。

特別職報酬等審議会等事務 特別職報酬等審議会
については必要に応
じ、市長等政治倫理
審査会については調
査請求があったとき
に開催する。

特別職報酬等審議会
については必要に応
じ、市長等政治倫理
審査会については調
査請求があったとき
に開催する。

特別職報酬等審議会
については必要に応
じ、市長等政治倫理
審査会については調
査請求があったとき
に開催する。

デジタル推進事業 ＡＩ・ＲＰＡを活用
した業務効率化
電子申請の充実
自治体ＤＸの推進一般会計 デジタル推進課

事業の
内　容

　ＡＩなど新たなデジタル技術を導入し活用することで、行政課題を
克服し行政運営を進める。自治体デジタル・トランスフォーメーショ
ン（ＤＸ）を推進することで、行政事務の効率化と一層の行政サービ
スの向上を図る。

証明書コンビニ発行 コンビニエンススト
アにおける各種証明
書交付

コンビニエンススト
アにおける各種証明
書交付

コンビニエンススト
アにおける各種証明
書交付

基本計画策定

衛生委員会
健康診断
予防接種
メンタルヘルスカウ
ンセラー派遣委託
ストレスチェック検
査

衛生委員会
健康診断
予防接種
メンタルヘルスカウ
ンセラー派遣委託
ストレスチェック検
査

ＡＩ・ＲＰＡを活用
した業務効率化
電子申請の充実
自治体ＤＸの推進

ＡＩ・ＲＰＡを活用
した業務効率化
電子申請の充実
自治体ＤＸの推進

基本構想策定（２年
目）
測量

朝霞地区４市共用火葬場設置検討事業

一般会計 総合窓口課

事業の
内　容

　コンビニエンスストアにおいて、住民票の写しや印鑑登録証明書の
各証明書を発行することにより、市民サービスの向上を図る。

一般会計 人事課

事業の
内　容

　市長等の給料の額及び議会の議員の報酬の額を変更しようとすると
きに意見を聴くため、特別職報酬等審議会を開催する。
　また、市民から志木市長等政治倫理条例の規定又は志木市議会議員
政治倫理条例の規定に基づく調査請求があったときに、市長等政治倫
理審査会を開催する。

福利厚生・衛生管理事務

一般会計

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
10,378 10,378 10,378

127 127 127

人事給与システム運
用

一般会計 人事課

事業の
内　容

　人事給与システムを安定して運用していくとともに、出退勤システ
ムをはじめとする関係システムとの連携を強化し、適正な人事管理に
活用する。

公務災害補償等事務 公務災害の認定
療養費請求の迅速な
事務処理
公務災害発生防止事
業

公務災害の認定
療養費請求の迅速な
事務処理
公務災害発生防止事
業

公務災害の認定
療養費請求の迅速な
事務処理
公務災害発生防止事
業

人事給与システム運
用

人事給与システム運
用

事業の
内　容

　業務上・公務上の負傷、疾病、障害又は死亡という身体上の損害に
ついて、被災職員又はその遺族に対して補償等の実施に関する業務を
行う。

一般会計 人事課

（会計 ／ 担当課）
事　　業　　名 事　　業　　計　　画

人事給与システム活用
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
237 237 237

19 19 19

2,174 32,259 2,832

124 124 124

20,143 20,143 20,143

5,285 5,285 5,285

一般会計 市政情報課

事業の
内　容

　政策情報や市からのお知らせなど、さまざまな市政情報を広く市民
に提供し、情報共有を図るとともに、本市の魅力発信につながるよう
広報紙等を発行する。

ホームページ事業 市公式ホームページ
の維持管理

市公式ホームページ
の維持管理

市公式ホームページ
の維持管理

行政不服審査会の適
正かつ円滑な運営

行政不服審査会の適
正かつ円滑な運営

行政不服審査会の適
正かつ円滑な運営

市民力を活用した広
報紙の製作
毎月１回１日に「広
報しき」を発行

事業の
内　容

　行政不服審査会の適正かつ円滑な運営。

一般会計 行政管理課

事業の
内　容

基幹統計調査の実施。

行政不服審査制度事務

「統計しき」の調
製、統計調査事務の
研究、統計調査員の
確保を行う。一般会計 行政管理課

事業の
内　容

　「統計しき」の調製、統計調査事務の研究、統計調査員の確保を行
う。

基幹統計調査事務 基幹統計調査の実施 基幹統計調査の実施 基幹統計調査の実施

情報公開・個人情報保護制度 適正な公開(開示)事
務の執行
審査会及び審議会
事務の円滑な運営

適正な公開(開示)事
務の執行
審査会及び審議会
事務の円滑な運営

適正な公開(開示)事
務の執行
審査会及び審議会
事務の円滑な運営一般会計 市政情報課

事業の
内　容

　公文書公開及び個人情報開示請求等への適正な対応。
　保有個人情報の保護と活用。
　審査会及び審議会の適正･円滑な運営。

「統計しき」の調
製、統計調査事務の
研究、統計調査員の
確保を行う。

「統計しき」の調
製、統計調査事務の
研究、統計調査員の
確保を行う。

市民力を活用した広
報紙の製作
毎月１回１日に「広
報しき」を発行

市民力を活用した広
報紙の製作
毎月１回１日に「広
報しき」を発行

第５章　５－２　様々な情報にふれられるまちづくり

□施策の体系

様々な情報にふれられるまちづくり  開かれた行政の推進

統計調査事務

広報しき発行事業

一般会計 市政情報課

一般会計 市政情報課

 広報・広聴力の強化

 個人情報の保護

事　　業　　名 事　　業　　計　　画
（会計 ／ 担当課）

事業の
内　容

　ホームページを活用して、市政に関するあらゆる情報をリアルタイ
ムに提供する。各担当課所より直接情報を発信できるコンテンツ・マ
ネジメント・システムを活用し、迅速かつ充実した情報提供を行う。
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（単位：千円）

令和６年度 令和７年度 令和８年度
848 848 848

383 383 383

1,430 1,430 1,430

メール配信システム
の維持管理

一般会計 市政情報課

事業の
内　容

　スマートフォンや携帯電話などに、市政や市民生活に関する情報発
信を行う。
　また、災害などの緊急情報もリアルタイムにメール配信し、危機管
理の備えとして「災害に強いまちづくり」、「安心・安全なまちづく
り」の重要なツールとする。

議会インターネット中継 議会インターネット
配信

議会インターネット
配信

議会インターネット
配信

一般会計 議会事務局

事業の
内　容

  市議会から市民への積極的な情報公開、また議会運営の透明性の観
点から、本会議のインターネット中継及び録画配信を行う。

メール配信システム
の維持管理

メール配信システム
の維持管理

メール配信サービス事業

（会計 ／ 担当課）
事　　業　　名 事　　業　　計　　画

広報広聴事務 「市長への手紙」事
業、パブリシティ活
動

「市長への手紙」事
業、パブリシティ活
動

「市長への手紙」事
業、パブリシティ活
動

一般会計 市政情報課

事業の
内　容

　「市長への手紙」事業を通して、市民生活に密着した市政への広聴
活動を図る。
　また、「定例記者会見」や「記者発表」などを通して、マスコミな
どへの情報発信を行い、効果的な広報活動を行う。
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Ⅲ 参   考 
 

 



 

 

 特別会計・企業会計への繰出金等                       
 

□事業計画                                 （単位：千円） 

事 業 名 
（担 当 課） 

年 度 計 画 

令和6年度 令和7年度 令和8年度 

 
国民健康保険特別会計繰出金  
                

（保険年金課） 
 

798,060 798,060 798,060 

(うち一般財源 626,958) 
 
 

(うち一般財源 626,958) 
 
 

(うち一般財源 626,958) 
 
 

 
介護保険特別会計繰出金      
             

（長寿応援課） 

902,793 949,813 999,283 

(うち一般財源 862,550) 
 

(うち一般財源 909,449) 
 

(うち一般財源 958,797) 
 

 
後期高齢者医療特別会計繰出金  
   

（保険年金課） 
 

227,393 240,556 254,656 

(うち一般財源 98,816) 
 

(うち一般財源 102,106) 
 

(うち一般財源 105,631) 
 

 
水道事業会計負担金 
 

（防災危機管理課） 
 

12,111 1,350 1,350 

   

 
下水道事業会計負担金・補助金 

 
（都市計画課） 

 

389,300 325,069 315,483 

   

 
 
 

合     計 
 
 

2,329,657 2,314,848 2,368,832 

(うち一般財源 1,989,735) (うち一般財源 1,964,932) (うち一般財源2,008,219 ) 
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志 木 市 


